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認知症高齢者グループホームは、認知症である要介護者になってからもその人らしく尊厳を保ち
ながら、家庭的な雰囲気の中、日常生活を営む場であり、介護保険法では、「指定認知症対応
型共同生活介護」として、地域密着型サービスに位置づけられている介護サービスです。 
認知症高齢者グループホームでは、入居者がそれぞれの役割を持って生活することで、認知症

の進行を緩和し、安心して生活ができるよう介護サービスが提供されています。 
認知症ケアにおける地域でのグループホームの果たす役割は、年々重要なものとなっている一方

で、グループホームでの介護サービスの質の確保や法令を遵守した事業運営の実施が求められて
います。 
 そこで、横浜市では、事業者がグループホームを運営するに当たって、知らなければならない基準
や制度等を掲載した「認知症対応型共同生活介護（グループホーム）運営の手引き」を作成し
ています。 
 本書には、これまでに厚生労働省・神奈川県・横浜市が発出した条例、基準省令及び解釈通
知等を掲載しています。本書で再度、基準等を確認することで、適正な事業所運営を実施して
頂ければ幸いです。また、職場で実施する職員研修の資料としてもご活用ください。 

横浜市 健康福祉局 高齢健康福祉部 介護事業指導課 

１ はじめに 
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※赤字部分は令和３年４月改正

１ 認知症対応型共同生活介護の定義及び基本方針 
（１）定義（法第8条第20項、第８条の２第15項）
◯認知症対応型共同生活介護＜法８条20項＞
「認知症対応型共同生活介護」とは、要介護者であって認知症であるもの（その者の認知症の原因となる疾患が

急性の状態にある者を除く。）について、その共同生活を営むべき住居において、入浴、排せつ、食事等の介護その
他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことをいう。 

◯介護予防認知症対応型共同生活介護＜法８条の２第15項＞
「介護予防認知症対応型共同生活介護」とは、要支援者（厚生労働省令で定める要支援状態区分に該当す

る状態である者に限る。）※であって認知症であるもの（その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を
除く。）について、その共同生活を営むべき住居において、その介護予防を目的として、入浴、排せつ、食事等の介護
その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことをいう。 
※要支援２

（２）基本方針（条例第111条、予防条例第72条）
◯認知症対応型共同生活介護＜条例第111条＞
指定地域密着型サービスに該当する認知症対応型共同生活介護(以下「指定認知症対応型共同生活介護」と
いう。)の事業は、要介護者であって認知症であるものについて、共同生活住居(法第8条第20項に規定する共同生
活を営むべき住居をいう。以下同じ。)において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で入浴、排せつ、食事等の
介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生
活を営むことができるようにするものでなければならない。
ア 認知症高齢者が家庭的な環境と地域住民との交流の下、住み慣れた環境での生活を継続できるようにする
ことを目指すものです。

イ 認知症の原因となる疾患が急性の状態にある方は、共同生活を送ることに支障があると考えられることから、認
知症対応型共同生活介護の対象になりません。

◯介護予防認知症対応型共同生活介護＜予防条例第72条＞
指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防認知症対応型共同生活介護(以下「指定介護予防

認知症対応型共同生活介護」という。)の事業は、その認知症である利用者が可能な限り共同生活住居(法第8条
の2第15項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。以下同じ。)において、家庭的な環境と地域住民との交流
の下で入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機
能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。 
ア 利用できるのは要支援２の方のみです。
イ 認知症の原因となる疾患が急性の状態にある方は、共同生活を送ることに支障があると考えられることから、認
知症対応型共同生活介護の対象になりません。

２ 指定・運営基準の概要 
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2 指定認知症対応型共同生活介護の人員基準 
（１）代表者（条例第114条、予防条例第75条） 

ア 次のいずれかの経験を有していること 
 （ア） 特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定認知症対応

型共同生活介護事業所等の従業者若しくは訪問介護員等として、認知症である者の介護に従事した経
験を有する者 

（イ） 保健医療サービス若しくは福祉サービスの提供を行う事業の経営に携わった経験 
イ 厚生労働大臣が定める研修を修了していること 
  「認知症対応型サービス事業開設者研修」 

 
◯代表者とは 
指定認知症対応型共同生活介護事業者の代表者とは、基本的には、運営している法人の代表者であり、

理事長や代表取締役が該当しますが、法人の規模によって、理事長や代表取締役をその法人の地域密着型サ
ービス部門の代表者として扱うのは合理的でないと判断される場合においては、地域密着型サービスの事業部門
の責任者などを代表者として差し支えありません。したがって、指定認知症対応型共同生活介護事業所の指定
申請書に記載する代表者と異なることがあります。なお、管理者とは、各事業所の責任者を指すものであり、各
法人の代表者とは異なりますが、例えば、法人が一つの介護サービス事業所のみを運営している場合は、代表者
と管理者が同一であることも想定されます。 

 
◯代表者が変更になる場合の取扱い 
 代表者の変更の届出を行う場合については、代表者交代時に「認知症対応型サービス事業開設者研修」が
開催されていないことにより、当該代表者が「認知症対応型サービス事業開設者研修」を修了していない場合、
代表者交代の半年後又は次回の「認知症対応型サービス事業開設者研修」日程のいずれか早い日までに「認
知症対応型サービス事業開設者研修」を修了することで差し支えありません。その際は、事前に健康福祉局介
護事業指導課にご相談ください。 

 
◯必要な経験とは 
当該サービス事業所等の職員か訪問介護員等として認知症高齢者の介護に携わった経験や、あるいは、保

健医療サービスや福祉サービスの経営に直接携わったことがあればよく、一律の経験年数の制約は設けていませ
ん。なお、経験の有無については個々のケースごとに判断するものとします。また、これらのサービスは、高齢者に対
して直接ケアを行っているものを想定しており、医療系サービスとしては医療機関や訪問看護ステーションなど、福
祉サービスとしては特別養護老人ホームなどが考えられます。 

 

○みなし措置 
次の研修の修了者は、事業者の代表者として必要な研修を修了したものとみなされます。 
(ア) 実践者研修又は実践リーダー研修、認知症高齢者グループホーム管理者研修（17年局長通知及び17
年課長通知に基づき実施されたものをいう。） 

(イ) 基礎課程又は専門課程（12年局長通知及び12年課長通知に基づき実施されたものをいう。） 
(ウ) 認知症介護指導者研修（12年局長通知及び12年課長通知並びに17年局長通知及び17年課長通
知に基づき実施されたものをいう。） 

(エ) 認知症高齢者グループホーム開設予定者研修（「介護予防・地域の支え合い事業の実施について」（平
成13年５月25日老発第213号厚生労働省老健局長通知）に基づき実施されたものをいう。） 
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 （２）管理者（条例第113条、予防条例第74条） 
ア 共同生活住居（ユニット）ごとに配置すること 
イ 常勤であること 
ウ 専ら管理者の職務に従事する者であること 
  ただし、ユニットの管理上支障がないことを前提に次の場合は兼務が可能 
 （ア）当該共同生活住居の他の職務に従事する場合 
 （イ）同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事する場合 
 （ウ）併設する小規模多機能型居宅介護事業所若しくは看護小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従

事する場合 
◯管理者の兼務可能な範囲 
当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の介護従業者としての職務に従事する場合の他、同一敷

地内にある又は道路を隔てて隣接する等、特に当該事業所の管理業務に支障がないと認められる範囲内に他
の事業所、施設等がある場合に、当該他の事業所、施設等の管理者又は従業者としての職務に従事する場
合（この場合の他の事業所、施設等の事業の内容は問いませんが、例えば、併設される訪問系サービスの事
業所のサービス提供を行う従業者との兼務は一般的には管理業務に支障があると考えられますが、訪問系サー
ビス事業所における勤務時間が極めて限られている職員の場合には、例外的に認められる場合もあります。）。
なお、一の事業所に複数の共同生活住居を設ける場合、それぞれの共同生活住居の管理上支障がない場合
は、同一事業所の他の共同生活住居との兼務も可能です。 

 
◯管理業務に支障がない場合とは 
条例第60条の11では、管理者の責務として 
① 従業者及び業務の管理及び利用の申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元
的に行うこと 

② 従業者に条例第7章第４節（運営に関する基準）の規定を遵守させるため、必要な指揮命令を行うこと 
が定められ、これらの管理者として行うべき業務ができていれば「事業所の管理業務に支障がない場合」と言

えます。 
 

※ 本市では、常勤職員の勤務すべき時間数の半分以上は管理業務に従事していただくことを目安として考え
ています。（あくまで目安であり、この時間を下回ったとしても直ちに指導の対象にはなりませんが、①及び②の業
務ができていない場合には、管理業務に支障が出ていると考えられますので、兼務範囲を見直すなどの対応を
検討してください。） 

エ ア~ウの規定にかかわらず、共同生活住居の管理上支障がない場合は、サテライト型指定認知症対応型共同生
活介護事業所における共同生活住居の管理者は、本体事業所における共同生活住居の管理者をもって充てる
ことができる 

オ 適切な指定認知症対応型共同生活介護を提供するために必要な知識及び経験を有すること 
カ 特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定認知症対応型共同
生活介護事業所等の従業者又は訪問介護員等として、３年以上認知症高齢者の介護に従事した経験を有す
ること 

キ 厚生労働大臣が別に定める研修を修了していること 
  「認知症対応型サービス事業管理者研修」 
◯受講要件 
「認知症対応型サービス事業管理者研修」を受講するには「認知症介護実践者研修（旧基礎課程を含
む）」を修了していること及び「オ」に記載の実務経験が必要です。 
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◯みなし措置 
 平成18年3月以前から当該認知症グループホームで管理者をしている方で、次の3つの要件すべてを満たして
いる者は、事業所の管理者として必要な研修を修了したものとみなされます 
➀ 平成18年３月31日までに「実務者研修」※１又は「基礎研修」※２を修了している者 
② 平成18年３月31日に、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、指定認
知症対応型共同生活介護事業所等の管理者の職務に従事している者 

③ 認知症高齢者グループホーム管理者研修を修了している者 
※１ 18年局長通知及び課長通知、17年局長通知及び課長通知に基づき実施されたもの 
※２ 12年局長通知及び課長通知に基づき実施されたもの 

 

 
【参考】厚生労働省Ｑ＆Ａ 

【14.3.28 事務連絡 運営基準等に係るQ&A】 
（問Ⅳ）「痴呆性高齢者グループホームの適正な普及について（H13.3.12老計発第13号計画課長通知）」に
おいて、グループホームの管理者及び計画作成担当者は、都道府県等の実施する痴呆介護実務者研修（基礎課
程）を受講することとされているが、平成13年度より開始された同課程を必ず受講しなければならないという趣旨か。 

（答）1．ご質問の義務づけは、グループホームの管理者又は計画作成担当者としての知見を備えるためには、都道府
県等において責任を持って実施している研修である痴呆介護実務者研修（以下「実務者研修」）の基礎課程
を最低受講していることが必要であるという趣旨であり、「認知症介護研修事業の円滑な運営について（H12．
10．25老計第43号）」において示した標準的なカリキュラムと同等かそれ以上であると都道府県等が認定した
上で責任を持って事業を委託している場合でない限りは、他団体等の実施する痴呆介護に関連する研修を代替
として認めることはできない。 

2．なお、従来都道府県等が行っていた痴呆性老人処遇技術研修等の修了者については、次の条件を満たす場
合には、実務者研修基礎課程を受講した者とみなして差し支えない。 

       ①上記1の通知において示された標準的なカリキュラムと同等かそれ以上の研修を受講したと当該都道府県等に
おいて認定していること。 

 ②上記研修の受講後も、引き続き痴呆介護の実務に従事していること。 
3．また、実務者研修専門課程及び痴呆介護指導者養成研修の修了者については、実務者研修基礎課程を受
講した者とみなして差し支えない。 

 
【Ｈ18.5.2介護制度改革information vol.102 事務連絡 指定認知症対応型共同生活介護等に関する
Q&A】 
（問18）認知症対応型サービス事業管理者研修の受講要件として認知症介護実践者研修があるが、同時受講
が可能であるか。（Ｈ17年度は実践者研修と管理者研修の同時開催であったが、実践者研修の修了が条件となる
と研修は別途開催と考えるがいかがか。） 

 （答）実践者研修と管理者研修は、その対象者、受講要件並びに目的が異なることから、双方の研修を同時に開催す
ることは想定していないため、同時受講することはできない。 

 
【Ｈ18.5.2介護制度改革information vol.102 事務連絡 指定認知症対応型共同生活介護等に関する
Q&A】 
（問19）現に管理者として従事していない認知症介護実務者研修修了者が、管理者として従事することになる場
合は新たに認知症対応型サービス事業管理者研修を受講する必要があるのか。 

 （答）受講が必要である。ただし、平成１７年度中に、都道府県が実施した｢認知症高齢者グループホーム管理者研
修｣を受講している者については、認知症対応型サービス事業管理者研修を受講した者と見なして差し支えない。 
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（３）介護従業者（条例第112条、予防条例73条）
（共同生活住居ごとにおいて） 
ア 夜間及び深夜の時間帯以外の配置
利用者の数が３又はその端数を増すごとに、常勤換算方法で１以上配置すること
◯日中の介護従業者の配置について
介護従業者については、利用者が認知症を有する者であることから、認知症の介護等に対する知識、経験を有する者で

あることを原則とします。なお、これ以外の介護従業者にあっても研修の機会を確保することなどにより質の向上を図るようにし
てください。 
夜間及び深夜の時間帯は、それぞれの事業所ごとに、利用者の生活サイクルに応じて、１日の活動の終了時刻から開始

時刻までを基本として設定するものとし、これに対応して、夜間及び深夜の時間帯以外の指定認知症対応型共同生活介
護の提供に必要な介護従業者及び夜間及び深夜の勤務（夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務（宿直勤務を除
く。）をいう。以下同じ。）を行わせるために必要な介護従業者を確保してください。 
例えば、利用者を８人とし、常勤の勤務時間を１日８時間とし、午後９時から午前６時までを夜間及び深夜の時間帯

とした場合、午前６時から午後９時までの15時間の間に、８時間×３人＝延べ24時間の指定認知症対応型共同生活
介護が提供され、かつ、当該時間帯においては、常に介護従業者が１人以上確保されていることが必要となります。 

◯横浜市における介護従業者の配置の考え方
本市における介護従業者の配置の考え方は次の通知のとおりです。
・平成20年９月19日健事第269号（ｐ138参照）
条例第125条第２項の規定に基づき、利用者の精神安定面、家庭的な雰囲気の中での生活等の観点から、介護従業

者は、ユニットごとに専従で配置することが望ましいと考えています。この点に留意していただき、原則、介護従業者はユニットご
とに専従で配置してください。 

イ 介護従業者のうち、１以上の者は常勤
ウ 夜間及び深夜の時間帯の配置
時間帯を通じて１以上の介護従業者に夜勤を行わせるために必要な数以上配置すること
ただし、３ユニットの事業所において、全てのユニットが同一の階において隣接し、介護従業者が円滑な利用者の状況把握及
び速やかな対応を行うことが可能な構造である場合であって、当該認知症対応型共同生活介護事業者による安全対策が講
じられ、利用者の安全性が確保されていると認められるときは、夜間及び深夜の時間帯を通じて２以上の介護従業者に夜勤を
行わせるために必要な数以上を配置すること
◯夜間及び深夜の時間帯の設定
事業所ごとに利用者の生活サイクルに応じて設定してください。 

◯3ユニット2人夜勤体制に係る要件
３つの共同生活住居を有する指定認知症対応型共同生活介護事業所において、全ての共同生活住居が同一の階に

隣接し、介護従業者が円滑に利用者の状況把握を行い、速やかな対応を行うことが可能となる構造である場合には、当該
指定認知症対応型共同生活介護事業者によって夜間の勤務に関するマニュアルの策定や避難訓練の実施といった安全対
策が行われ、利用者の安全性が確保されていると認められている場合に限り、夜勤職員を２名以上とすることができます。 
この場合には、利用者のケアの質や職員の負担にも配慮してください。 
マニュアルの策定や避難訓練の実施に当たっては、条例第130条において準用する条例第103条において定められた非

常災害に関する具体的な計画や訓練の実施において、夜間及び深夜の時間帯の勤務を想定した内容を取り扱うことで差
し支えありません。 
なお、事業所の判断により、人員配置基準を満たす２名以上の夜勤職員を配置した上で、さらに他の職員を配置する場

合については、宿直体制で配置することも可能です。 
宿直勤務を行う介護従業者を置く際の夜間及び深夜の時間帯の設定に当たっては、「社会福祉施設における宿直勤務

の取り扱いについて」（昭和49 年８月20 日社施第160 号社会局施設課長、児童家庭局企画課長連名通知）に準
じて適切に行ってください。 

エ 小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所を併設する場合
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アの員数を満たす介護従業者を配置するほか、小規模多機能型居宅介護事業所の人員を満たす従業者を置いている又
は、看護小規模多機能型居宅介護事業所の人員を満たす従業者を置いているときは、併設する小規模多機能型居宅介護
事業所又は看護小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事することができる
◯小規模多機型居宅介護事業所が併設している場合の夜勤者の兼務
指定認知症対応型共同生活介護事業所の職務に従事する夜勤職員については、当該事業所に指定小規模多機能

型居宅介護事業所が併設され、以下の要件を満たすほか、入居者の処遇に支障がないと認められる場合に限り、指定小
規模多機能型居宅介護事業所の職務を兼ねることができます。 
(イ) 指定認知症対応型共同生活介護事業所の定員と指定小規模多機能型居宅介護事業所の泊まり定員の合計が
９人以内であること。

(ロ) 指定認知症対応型共同生活介護事業所と指定小規模多機能型居宅介護事業所が同一階に隣接しており、一体
的な運用が可能な構造であること。

【参考】厚生労働省Q&A 
【Ｈ15.3.31 老計発0331002他】 
（問）認知症高齢者グループホームは、夜間及び深夜の時間帯を通じて1以上の介護従業者に宿直勤務又は夜
間及び深夜の勤務を行わせなければならないこととされ、また、夜間及び深夜の時間帯を通じて1以上の介護従業者
に夜間及び深夜の勤務を行わせることは、夜間ケア加算の算定要件ともされたところである。 
一方、労働基準法においては、使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超
える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないこととされている。 
以上を踏まえると、認知症高齢者グループホームにおいて、夜間及び深夜の時間帯を通じて1以上の介護従業者に
夜間及び深夜の勤務を行わせるためには、夜間及び深夜の勤務に従事する介護従業者を1人確保するだけでは足
りず、夜間及び深夜の勤務に従事する介護従業者を2人確保するか、夜間及び深夜の勤務に従事する介護従業
者を1人、宿直勤務に従事する介護従業者を1人確保することが必要となると解するがどうか。 

（答）指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第37号）及び厚生労
働大臣が定める基準（平成12年厚生省告示第25号）の中の認知症高齢者グループホームにおける夜間及び深
夜の勤務に係る規定の取扱いは以下のとおりである。 
①認知症高齢者グループホームにおいて夜間及び深夜の勤務に従事する介護従業者には、労働基準法第34条
の規定に基づき、少なくとも１時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
②この場合において、次に掲げる条件が満たされていれば、夜間及び深夜の時間帯を通じて１以上の介護従業者
に夜間及び深夜の勤務を行わせているものと取り扱って差し支えない。
「当該介護従業者は、休憩時間を事業所内で過ごすこと。仮に、当該介護従業者が休憩時間中に当該事業所を
離れる場合にあっては、あらかじめ、十分な時間的余裕をもって使用者にその意向を伝え、使用者が当該時間帯に
必要な交替要員を当該事業所内に確保できるようにすること。」
③なお、認知症高齢者グループホームにおいては、夜間及び深夜の勤務に従事する介護従業者が労働基準法に
則って休憩時間を取得できるようにする必要があるが、労働基準法第89条において、休憩時間については、就業規
則に明記しなければならないこととされているため、常時10人以上の労働者を使用する認知症高齢者グループホー
ムにあっては、就業規則において、夜間及び深夜のうち休憩時間とする1時間以上の時間帯をあらかじめ明示的に
定めておく必要がある。就業規則において休憩時間を一義的に定め難い場合にあっては、基本となる休憩時間とし
て夜間及び深夜の時間帯のうち休憩時間とする1時間以上の時間帯をあらかじめ明示的に定めるとともに、休憩時
間については具体的には各人毎に個別の労働契約等で定める旨の委任規定を就業規則に設ける必要があり、さら
に、個別の労働契約等で具体的に定める場合にあっては、書面により明確に定めておく必要がある。なお、常時10
人未満の労働者を使用する認知症高齢者グループホームにあっても、労働条件を明確化する観点から、就業規則
を作成することが望ましい。
また、当該時間帯は当該介護従業者が就労しないことが保証されている時間帯であるが、仮に入居者の様態の
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急変等に対応して当該介護従業者が労働した場合には、当該労働に要した時間に相当する時間を当該夜間及
び深夜の時間帯の中で別途休憩時間として取得する必要があるため、別途の休憩時間を取得した場合にはその旨
を記録しておく旨の取扱いを定めておくことが望ましい。 

【Ｈ21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q＆A(vol.1)】 
（問23）グループホームにおける、直接処遇職員の常勤換算の考え方如何。 

（答）直接処遇職員（兼務も含む）の労働時間の合計を、常勤職員の勤務時間で除したものが常勤換算数となる。 
例えば、職員１０名、常勤職員の勤務時間が１週４０時間のグループホームにおいて、 
①管理者１名（常勤、介護職員兼務）、
②サービス計画作成担当者１名（常勤、介護職員兼務）
③介護職員４名（常勤）
④介護職員３名（非常勤、週３日、１日４時間…週１２時間）
⑤事務職員１名（兼務無し）
と配置されている場合は、
（（①＋②＋③）×40 時間＋④×12時間）÷40 時間＝6.9（常勤換算人数）となる。 
なお、この場合事務職員は算定されない。 
上記を参考に、各事業所における常勤職員の勤務時間等を考慮して算定されたい。  

(４) 計画作成担当者（条例第112条、予防条例第73条）
ア 事業所ごとに１名以上おくこと
イ 専らその職務に従事する者であること
ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の他の職務に従事
することができるものとする

ウ 保健医療サービス又は福祉サービスの利用に係る計画の作成に関し知識及び経験を有する者
エ 厚生労働大臣が定める研修を修了していること
「認知症介護実践者研修」又は「実務者研修基礎課程」

オ 計画作成担当者のうち少なくとも１人は介護支援専門員をもって充てなければならない
ただし、併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の
介護支援専門員との連携を図ることにより当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の効果的な運営を期
待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、これを置かないことができるものとする

カ オの介護支援専門員は、介護支援専門員でない他の計画作成担当者の業務を監督するものとする
ク オの規定にかかわらず、サテライト型指定認知症対応型共同生活介護事業所については、介護支援専門員であ
る計画作成担当者に代えて、エの研修を修了している者を置くことができる。

キ 介護支援専門員でない計画作成担当者は、特別養護老人ホームの生活相談員、介護老人保健施設の支援
相談員その他の認知症である者の介護サービスに係る計画の作成に関し実務経験を有すると認められる者をもっ
て充てることができるものとする

【参考】厚生労働省Ｑ＆Ａ 
【Ｈ18.5.2介護制度改革information vol.102 事務連絡 指定認知症対応型共同生活介護等に関する
Q&A】 
（問15）計画作成担当者は非常勤でよいか。その場合の勤務時間の目安はあるか。 

（答）非常勤で差し支えない。勤務時間は事業所によって異なるが、当該事業所の利用者に対する計画を適切に作成
するために、利用者の日常の変化を把握するに足る時間の勤務は少なくとも必要である。 
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３ 指定認知症対応型共同生活介護の設備基準（条例第 115条、予防条例第 76条） 
認知症対応型共同生活介護の設備基準については、「小規模多機能型居宅介護事業 看護小規模多機能型居宅

介護事業 認知症対応型共同生活介護事業 建設の手引き」をご参照ください。 
【本市ウェブサイト】建設の手引き 
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-kaigo/kaigo/hoken/kaisetsu/gh-
seibi.html 

◯サテライト型指定認知症対応型共同生活介護事業所の要件

サテライト型指定認知症対応型共同生活介護事業所の実施に当たっては、次の要件を満たす必要があること。

イ サテライト型認知症対応型共同生活介護事業所に係る指定認知症対応型共同生活介護事業者は、指定居宅サ
ービス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業について３年以上の経験を有するものである必要があるが、こ
の場合、指定認知症対応型共同生活介護以外の事業の経験についても当該経験に算入できることに留意すること。
また、「３年以上の経験」については、当該指定日において満たしている必要があり、休止等、事業を運営していない
期間は除いて計算すること。

ロ サテライト事業所は、本体事業所（指定認知症対応型共同生活介護事業所であって、当該事業所に対する支援
機能を有する事業所をいう。以下、この号において同じ。）を有する必要があるが、ここでいう「支援機能を有する事業
所」については、当該本体事業所が次のいずれかに該当することを指すものであること。
ａ 事業開始以降１年以上の本体事業所としての実績を有すること
ｂ 当該本体事業所の共同生活住居の利用者の合計数が、当該本体事業所の共同生活住居において定められた
入居定員の100分の70を超えたことがあること。 

ハ サテライト事業所は、本体事業所との密接な連携を確保しつつ、運営するものであるため、次に掲げる要件をいずれも
満たす必要があること。したがって、本体事業所に対するサテライト事業所の共同生活住居の数および設置可能な個
所数は、表のとおりとなる。
ａ 本体事業所とサテライト事業所の距離は、自動車等による移動に要する時間が概ね20分以内の近距離であるこ
と

ｂ サテライト事業所の共同生活住居の合計数が、本体事業所の共同生活住居の数を上回らないこと
ｃ 本体事業所とサテライト事業所の共同生活住居の数の合計は、最大４までとすること

  【本体事業所の共同生活住居数とサテライト事業所の共同生活住居の数および個所数の関係】 
本体事業所 サテライト事業所

共同生活住居数 共同生活住居数 １の本体事業所に対して設置可能
なサテライト事業所の個所数 

1 1 1 

2 
1 2 
2 1 

3 1 1 
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ニ 本体事業所は、当該サテライト事業所へ駆けつけることができる体制や適切な指示ができる連絡体制を確保するほ
か、当該本体事業所とサテライト事業所の管理者が同一である場合には、当該本体事業所と当該サテライト事業所
との間において、次に掲げる要件をいずれも満たす必要があること。
ａ 利用申込みに係る調整、サービス提供状況の把握、職員に対する技術指導等が一体的に行われること。
ｂ 職員の勤務体制、勤務内容等が一元的に管理されること。また、必要な場合に随時、本体事業所や他のサテライ
ト事業所との相互支援が行える体制（例えば、サテライト事業所の従業者が急病等でサービスの提供が出来なくな
った場合は、本体事業所から急遽代替要員を派遣できるような体制）であること。

ｃ 苦情処理や損害賠償等に際して、一体的な対応ができる体制があること。 
ｄ 事業の目的や運営方針等について同一の運営規程が定められていること。 
ｅ 人事、給与・福利厚生等の勤務条件等による職員管理が一元的に行われていること。 

ホ 本体事業所とサテライト事業所は、同一の日常生活圏域内に所在することが望ましいが、隣接する市町村における
指定認知症対応型共同生活介護事業所とすることも差し支えないものである。

へ なお、市町村長は、サテライト事業所の指定に当たっては、他の地域密着型サービスの指定の場合と同様、あらかじ
め市町村に設置される地域密着型サービス運営委員会等の意見を聴き、必要があると認められる場合は、指定の際に
条件を付す等により、事業の適正な運営に当たっての措置を講ずること。 

【参考】厚生労働省Ｑ＆Ａ 
【R３.3.29 介護保険最新情報 Vol.953 令和3年度介護報酬改定に関するQ＆A (vol.4)】 
（20）サテライト事業所を本体事業所と同一の建物に又は同一の敷地に別棟で設置することはできるか。

（答）サテライト事業所は、地域の実情に応じて、利用者にとってより身近な地域で認知症対応型共同生活介護のサー
ビス提供が可能になるよう設置すべきものであり、同一の建物又は同一敷地に別棟で設置することは認められない。 

【R３.3.29 介護保険最新情報 Vol.953 令和3年度介護報酬改定に関するQ＆A (vol.4)】 
（21）A県（市）所在の認知症グループホームを本体事業所として、A県（市）の隣にあるB県（市）にサテライ
ト事業所を設置することは可能か。なお、本体事業所とサテライト事業所は、通常の交通手段を利用して20分以内
で移動できる範囲内にある。

（答）お問い合わせのケースの場合、本体事業所との密接な関係を確保しつつ、サテライト事業所の運営を行うのであれ
ば、所在県（市）が異なる場合もサテライト事業所として差し支えない。 

＜サテライト事業所に関するお問い合わせ先＞ 
【サテライト事業所の新設について】 
横浜市 介護事業指導課 運営支援係・整備班 
TEL：045-671-3414 

【本体事業所又はサテライト事業所への移行について】 
横浜市 健康福祉局 介護事業指導課 運営支援係・密着班 
TEL；045-671-3466 
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４ 指定認知症対応型共同生活介護の運営基準 
（１）内容及び手続の説明（条例第10条、予防条例第12条（条例第130条、予防条例第88条より準用））

ア サービスの提供開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、次の重要事項を記した文書を交付
して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を文書により得なければならない。
①運営規程の概要
②認知症対応型共同生活介護従業者の勤務の体制
③その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項
〇介護保険等関連情報の活用とPDCAサイクルの推進について 
指定地域密着型サービスの提供に当たっては、法第118 条の２第１項に規定する介護保険等関連

情報等を活用し、事業所単位でＰＤＣＡサイクルを構築・推進することにより、提供するサービスの質の向
上に努めてください。この場合、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ：Long-term care 
Information system For Evidence）」に情報を提出し、当該情報及びフィードバック情報を活用す
ることが望ましいです。 

○利用者の同意は文書により得ること
国の基準では、「同意を得る」となっていますが、本市条例では、「文書により同意を得る」としています。口頭での同

意のみならず、文書により記録に残すことで客観的な記録となり、事故防止にもつながり、事業者及び利用者双方の
利益につながるためです。 

○「その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項」とは
事故発生時の対応、苦情処理の体制、提供するサービスの第三者評価の実施状況(実施の有無、実

施した)評価機関の名称、評価結果の開示状況)等の利用申込者がサービスを選択するために必要な事
項になります。 
わかりやすい説明書やパンフレット等の文書を交付して懇切丁寧に説明を行い、当該事業所からサービ

ス提供を受けることについて文書により同意を得てください。
イ アについて、文書の交付に代えて電磁的方法で提供することができる。

○ 電磁的方法による提供方法
次のいずれかの方法で行ってください。 
① 事業所の電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信
回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
(例)電子メールでデータ送信し、利用申込者又はその家族のパソコン等に保存する。 
② 事業所の電子計算機に備えられたファイルに記録された重要事項を電気通信回線を通じて利用申込
者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファ
イルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出を
する場合にあっては、事業所の電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(例)利用申込者又はその家族が事業所のサーバー(ホームページ等)にアクセスし、重要事項説明書を
閲覧、データをダウンロードする。 

○ 利用申込者又はその家族の承諾が必要
電磁的方法で提供する場合には、その提供方法及びファイルへの記録の方式を説明し、事前に、利用申込者又は

その家族の承諾を得ることが必要です。(文書又は電磁的方法での承諾を得ること。) 
なお、承諾が得られない場合は、電磁的方法での提供はできませんので、文書を交付したうえで説明を行ってくださ

い。 
また、電磁的方法で提供した場合であっても、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することにより文

書を作成する（印刷する）ことができる必要があります。 
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③ 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことが
できる物をもって調製するファイルに重要事項を記録したものを交付する方法

【参考】厚生労働省Ｑ＆Ａ 

   (答) 今般の運営基準改正は「電磁的方法により提供することができる」旨を規定したものであり、利用申込者又
は家族からの申出があった場合における電磁的方法による提供を義務づけるものではない。したがって、事業
者・施設は、当該申出に応じなくても運営基準違反とはならない。 

(答) 事業者・施設は、重要事項説明書を電磁的方法により提供する場合には、①あらかじめ、②利用する
電磁的方法の内容（電子メール、ウェブ等）及びファイルへの記録の方式を明示し、③書面又は電磁的方法
による承諾を得なければならないものである。 

(答) 使用することが認められる電磁的方法は、次のとおりである。（以下、重要事項説明書の交付を行う事業
者・施設又は承諾書等の交付を行う利用申込者もしくは家族をＡとし、これらの書面の交付を受ける者をＢとす
る。） 
①Ａの使用に係る電子計算機とＢの使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受
信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法（電子メール等を利用する方法を想定して
いるもの）
②Ａの使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項等を電気通信回線を通
じてＢの閲覧に供し、Ｂの使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項等を記録する方法（ウェブ
（ホームページ）等を利用する方法を想定しているもの）
③磁気ディスク，ＣＤ－ＲＯＭその他これらに準ずる方法により一定の事項等を確実に記録しておくことができる
物をもって調製するファイルに書面記載すべき事項等を記録したものを交付する方法
なお、①～③の電磁的方法は、それぞれＢがファイルへの記録を出力することによる書面を作成する（印刷す
る）ことができるものでなければならない。

（２）提供拒否の禁止（条例第11条、予防条例第13条（条例第130条、予防条例第88条にて準用））

ア 正当な理由なくサービスの提供を拒んではならない。
○ 原則、利用申込に対しては応じなければならない
特に、要介護度や所得の多寡を理由にサービス提供を拒否することは禁止です。 

【H14.3.28事務連絡 運営基準等に係る Q&A】 
(問Ⅷ２) 利用申込者又はその家族から重要事項説明書を電磁的方法により提供して欲しい旨の申出があ
った場合に、これに応じず書面により交付しても、運営基準に違反しないと解してよいか。 

【H14.3.28事務連絡 運営基準等に係る Q&A】 
(問Ⅷ３) 重要事項説明書を電磁的方法により提供する場合は、利用申込者又はその家族の承諾を得る
こととされているが、この承諾は事後承諾でもよいか。また、書面による承諾が必要か。 

【H14.3.28事務連絡 運営基準等に係る Q&A】 
(問Ⅷ４) 認められる電磁的方法が運営基準に列挙されているが、具体的にはどのような方法を指すのか。 
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○ 提供を拒むことができる「正当な理由がある場合」とは
① 当該事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合
② 利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合
③ その他利用申込者に対し自ら適切なサービスを提供することが困難な場合

【参考】厚生労働省Ｑ＆Ａ 

(答) 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、認知症対応型共同生活介護、特定施設入所者生活介護につ

いては、利用者が相当期間以上集団的な生活を送ることが想定されることから、健康診断書の提出等の方法に

より利用申込者についての健康状態を把握することは必要と考えられ、主治医からの情報提供等によっても必要

な健康状態の把握ができない場合には、別途利用者に健康診断書の提出を求めることは可能であり、その費用

については原則として利用申込者が負担すべきものと考えられる。また、こうした求めに利用申込者が応じない場

合はサービス提供拒否の正当な事由に該当するものとは考えられる。 

（３）受給資格等の確認（条例第13条、予防条例第15条（条例第130条、予防条例第88条にて準用））

ア サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定又は
要支援認定（以下、「要介護認定等」という。）の有無及び要介護認定等の有効期間を確かめるものとする。

イ アの被保険者証に、法第78条の３第２項の規定又は法第115条の13第２項の規定により認定審査会意
見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、サービス提供するように努めなければならない。

（4）要介護（要支援）認定の申請に係る援助（条例第14条、予防条例第16条（条例第130条、
予防条例第88条にて準用））

ア サービスの提供の開始に際し、要介護認定等を受けていない利用申込者については、要介護認定等の申請が
既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに
当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

イ アの被保険者証に、法第78条の３第２項の規定又は法第115条の13第２項の規定により認定審査会意
見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、サービス提供するように努めなければならない。

○ 横浜市の被保険者であることを必ず確認
（認知症対応型共同生活介護は「地域密着型サービス」であるため、横浜市の被保険者のみ利用可能です。 
本市以外の被保険者のまま利用した場合、保険給付は受けられず、全額利用者負担になりますので、必ず被保険者

証で確認を行ってください。

○ 要介護認定等の申請が行われていれば認定の効力が申請時に遡る
要介護認定等の申請が行われていれば、要介護認定等の効力が申請時に遡ることにより、保険給付を受けることがで

きます。そのため、利用申込者が要介護認定等を受けていないことを確認した場合には、要介護認定等の申請が行われ
ているかどうかを確認し、申請が行われていない場合には当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われ
るよう必要な援助を行ってください。 

【H13.3.28事務連絡 介護保険最新情報 vol.106】 
(問Ⅱの１) サービスを提供する前に利用申込者に対し、健康診断を受けるように求めることはできるか。ま
た、健康診断書作成にかかる費用の負担はどのように取り扱うべきか。（介護老人福祉施設、介護老人
保健施設、認知症対応型共同生活介護、特定施設入所者生活介護） 
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（５）入退居（条例第116条、予防条例第77条）
ア 指定認知症対応型共同生活介護は、要介護者又は要支援者（以下、「要介護者等」という。）であって認
知症であるもののうち、少人数による共同生活を営むことに支障がない者に提供するものとする。

イ 事業者は、入居申込者の入居に際しては、主治の医師の診断書等により当該入居申込者が認知症である者
であることの確認をしなければならない。

ウ 事業者は、入居申込者が入院治療を要する者であること等入居申込者に対し自ら必要な指定認知症対応型
共同生活介護を提供することが困難であると認めた場合は、適切な他の指定認知症対応型共同生活介護事
業者、介護保険施設、病院又は診療所を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。
◯自ら必要な指定認知症対応型共同生活介護を提供することが困難と認めた場合とは
 入居申込者が１(2)により利用対象者に該当しない者である場合のほか、入居申込者が入院治療を要す
る者である場合、当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の入居者数が既に定員に達している場合
等であり、これらの場合には、同項の規定により、適切な他の指定認知症対応型共同生活介護事業者、介
護保険施設、病院又は診療所を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければなりません。 

エ 事業者は、入居申込者の入居に際しては、その者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握に努めなければなら
ない。
◯入居の際の必要な支援
入居申込者の入居に際し、その者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握に努めることとしているが、入居

申込者が家族による入居契約締結の代理や援助が必要であると認められながら、これらが期待できない場合
については、市町村とも連携し、成年後見制度や権利擁護に関する事業等の活用を可能な限り図ることとす
る。 

オ 事業者は、利用者の退居の際には、利用者及びその家族の希望を踏まえた上で、退居後の生活環境や介護
の継続性に配慮し、退居に必要な援助を行わなければならない。

カ 事業者は、利用者の退居に際しては、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行うとともに、指定居宅介護
支援事業者等への情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めな
ければならない。

（６）サービス提供の記録（条例第117条、予防条例第78条）
ア 事業者は、入居に際しては入居の年月日及び入居している共同生活住居の名称を、退居に際しては退居の
年月日を、利用者の被保険者証に記載しなければならない。

イ 事業者は、指定認知症対応型共同生活介護を提供した際には、提供した具体的な指定認知症対応型共同
生活介護の内容等を記録しなければならない。

○入退居に関する記録
指定認知症対応型共同生活介護の提供を受けている者が居宅療養管理指導以外の居宅サービス

及び施設サービスについて保険給付を受けることができないことを踏まえ、他の居宅サービス事業者等が、
当該利用者が指定認知症対応型共同生活介護の提供を受けていることを確認できるよう、指定認知症
対応型共同生活介護事業者は、入居に際しては入居の年月日及び入居している共同生活住居の名称
を、退居に際しては退居の年月日を、利用者の被保険者証に記載しなければならないこととしたものです。 
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○記録すべき内容について
① サービスの提供日 ② 提供した具体的なサービスの内容 ③ 利用者の心身の状況
④ その他必要な事項

（７）利用料等の受領（条例第118条、予防条例第79条）
ア 事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定認知症対応型共同生活介護を提供した際には、そ
の利用者から利用料の一部として、当該指定認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護サ
ービス費用基準額から当該指定認知症対応型共同生活介護事業者に支払われる地域密着型介護
サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
○利用者負担額の計算方法
地域単価×単位数＝○○円(１円未満切り捨て) 
○○円－(○○円×負担割合※１(１円未満切り捨て))＝△△円(利用者負担額)
※１ 負担割合は １割負担の場合：0.9 ２割負担の場合：0.8 ３割負担の場合：0.7

イ 事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定認知症対応型共同生活介護を提供した際にその
利用者から支払を受ける利用料の額と、指定認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護サ
ービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

ウ 事業者は、ア、イの支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができ
る。
(1) 食材料費
(2) 理美容代
(3) おむつ代
(4) 前３号に掲げるもののほか、指定認知症対応型共同生活介護において提供される便宜のうち、日
常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認めら
れるもの
◯日常生活に要する費用の取り扱いについて
(4)の日常生活に要する費用の詳細については別途厚生労働省の通知のとおりです。
「通所介護等における日常生活に要する費用の取り扱いについて」 
（平成12年３月30日 老企第54号：ｐ139参照） 

エ 事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対
し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を文書により得なければなら
ない。
◯介護報酬以外の利用料徴収に関する文書による同意
国の基準では、利用者又はその家族の同意を得ることとなっていますが、本市条例は文書により同

意を得ることとします。口頭での同意のみならず、文書により記録に残すことで客観的な記録となり、事
故防止にもつながり、事業者及び利用者双方の利益につながるためです。 

○サービス提供記録の保存期間は 5年間
条例第 129条の規定に基づき、5年間保存してください。 
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【参考】厚生労働省Ｑ＆Ａ 

   (答)  痴呆対応型共同生活介護の報酬には、いわゆる「ホテルコスト」は含まれていない（利用者の自宅扱いで
ある）ため、一般に借家の賃貸契約として必要となる費用は利用者の負担とすることができる。したがって、家
賃のほか、敷金・礼金、共益費といった名目のものも含まれる。なお、これらの費用については、痴呆対応型共
同生活介護のサービスとして提供されるものにかかる費用ではないことから、「その他の日常生活費」とは区分さ
れるべきものではあるが、こうした費用についても、利用料等の受領と同様、予め利用者又はその家族に対し、
当該費用について説明を行い、利用者等の同意を得ることが必要である。 

（８）保険給付の請求のための証明書の交付（条例第23条（条例第130条にて準用）
ア 事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定認知症対応型共同生活介護に係る利用料の支払を受
けた場合は、提供した指定認知症対応型共同生活介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記
載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

（９）指定認知症対応型共同生活介護の取扱方針（条例第119条）
ア 指定認知症対応型共同生活介護は、利用者の認知症の症状の進行を緩和し、安心して日常生活を送ること
ができるよう、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当かつ適切に行われなければならない。

イ 指定認知症対応型共同生活介護は、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って家
庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行われなければならない。
◯認知症対応型共同生活介護におけるサービス
利用者が共同生活を送る上で自らの役割を持つことにより、達成感や満足感を得、自信を回復するなどの

効果が期待されるとともに、利用者にとって当該共同生活住居が自らの生活の場であると実感できるよう必要
な援助を行うようにしてください。 

ウ 指定認知症対応型共同生活介護は、次条第３項に規定する認知症対応型共同生活介護計画に基づき、
漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。

エ 共同生活住居における介護従業者は、指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧に
行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わな
ければならない。
◯サービス提供方法等とは
認知症対応型共同生活介護計画の目標及び内容や行事及び日課等も含むものです。 

オ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、当該
利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行っ
てはならない。

カ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の

○ サービス提供証明書の交付
利用者が市町村に対する保険給付の請求を容易に行えるよう、法定代理受領サービスでない指定認知症対応型

共同生活介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定認知症対応型共同生活介護の内容、費用の額
その他利用者が保険給付を請求する上で必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交
付してください。 

【H12.3.31事務連絡介護保険最新情報 vol.59 介護報酬等に係る Q&A】 
(問Ⅰ(1）⑦1) 家賃等の取扱 
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利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由(以下この条及び第129条第２項第３号において「身体的
拘束等の態様等」という。) を記録しなければならない。 
◯緊急やむを得なく身体拘束等を行う場合
当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘

束等を行ってはならず、緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う場合にあっても、その態様及び時間、そ
の際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければなりません。 
なお、条例第129条第２項の規定に基づき、当該記録は、２年間保存してください。 

◯「身体的拘束等の態様等」に係る記録の保存期間は2年間
条例第129条第２項の規定に基づき、当該記録は、２年間保存してください。 

キ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、身体的拘束等を行う場合には、事前に、当該利用者又はその
家族に、身体的拘束等の態様等を説明しなければならない。ただし、やむを得ない事情により事前に当該説明を
することが困難な場合は、この限りでない。
◯身体的拘束等を行う場合に事前説明の原則化
身体的拘束等を行う場合は、利用者又はその家族に身体的拘束等の態様等を事前に説明しなければな

らず、やむを得ず事前説明が困難な場合は、拘束後速やかに説明しなければならないこととします。事後同意
であっては同意自体が形骸化する可能性があるからです。 

ク 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、キのただし書の規定により事前に説明を行わなかった場合には、
当該身体的拘束等を行った後速やかに、当該利用者又はその家族に、身体的拘束等の態様等を説明しなけ
ればならない。

ケ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じな
ければならない。
(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができる
ものとする。）を３月に１回以上開催するとともに、その結果について、介護従業者その他の従業者に周知徹
底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
(3) 介護従業者その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
◯身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会
 「身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会」（以下「身体的拘束適正化検討委員会」とい
う。）とは、身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会であり、委員会の構成メンバーは、事業
所の管理者及び従業者より構成する場合のほか、これらの職員に加えて、第三者や専門家を活用した構成と
することが望ましく、その方策として、精神科専門医等の専門医の活用等も考えられます。また、関係する職
種、取り扱う事項等が相互に関係が深いと認められる他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・
運営することも可能です。 
また、身体的拘束適正化検討委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができます。この際、個人

情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダン
ス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守してください。
指定認知症対応型共同生活介護事業者が、報告、改善のための方策を定め、周知徹底する目的は、身

体的拘束等の適正化について、事業所全体で情報共有し、今後の再発防止につなげるためのものであり、決
して従業者の懲罰を目的としたものではないことに留意することが必要です。 
具体的には、次のようなことが想定されます。 
イ 身体的拘束等について報告するための様式を整備すること。
ロ 介護従業者その他の従業者は、身体的拘束等の発生ごとにその状況、背景等を記録するとともに、イ
の様式に従い、身体的拘束等について報告すること。
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ハ 身体的拘束適正化検討委員会において、ロにより報告された事例を集計し、分析すること。
ニ 事例の分析に当たっては、身体的拘束等の発生時の状況等を分析し、身体的拘束等の発生原因、
結果等をとりまとめ、当該事例の適正性と適正化策を検討すること。

ホ 報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること。
ヘ 適正化策を講じた後に、その効果について評価すること

◯身体的拘束等の適正化のための指針
指定認知症対応型共同生活介護事業者が整備する「身体的拘束等の適正化のための指針」には、次の

ような項目を盛り込んでださい。 
イ 事業所における身体的拘束等の適正化に関する基本的考え方
ロ 身体的拘束適正化検討委員会その他事業所内の組織に関する事項
ハ 身体的拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針
ニ 事業所内で発生した身体的拘束等の報告方法等のための方策に関する基本方針
ホ 身体的拘束等発生時の対応に関する基本方針
へ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
ト その他身体的拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針

◯身体的拘束等の適正化のための従業者に対する研修
介護従業者その他の従業者に対する身体的拘束等の適正化のための研修の内容としては、身体的拘束

等の適正化の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該指定認知症対応型共同生活介
護事業者における指針に基づき、適正化の徹底を行ってください。  
職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該指定認知症対応型共同生活介護事業者が指針に基

づいた研修プログラムを作成し、定期的な教育（年２回以上）を開催するとともに、新規採用時には必ず身
体的拘束等の適正化の研修を実施することが重要です。 
また、研修の実施内容についても記録することが必要です。研修の実施は、職員研修事業所内での研修

で差し支えありません。 
コ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、自らその提供する指定認知症対応型共同生活介護の質の評
価を行うとともに、定期的に次に掲げるいずれかの評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなけ
ればならない。
(1) 外部の者による評価
(2) 第130条において準用する第60条の17第１項に規定する運営推進会議における評価

（10）認知症対応型共同生活介護計画の作成（条例第120条）
ア 共同生活住居の管理者は、計画作成担当者(条例第112条第５項の計画作成担当者をいう。以下
この条において同じ。) にウに規定する認知症対応型共同生活介護計画の作成に関する業務を担当さ
せるものとする。
◯計画作成に当たっての留意点
当該計画の作成及びその実施に当たっては、いたずらにこれを利用者に強制することとならないように

留意してください。 
イ ウに規定する認知症対応型共同生活介護計画の作成に当たっては、通所介護等の活用、地域におけ
る活動への参加の機会の提供等により、利用者の多様な活動の確保に努めなければならない。
◯通所介護等の活用とは
通所介護の活用とは、介護保険給付の対象となる通所介護ではなく、当該指定認知症対応型共
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同生活介護事業者と通所介護事業者との間の契約により、利用者に介護保険給付の対象となる通
所介護に準ずるサービスを提供することです。また、その他の多様な活動とは、地域の特性や利用者の
生活環境に応じたレクリエーション、行事、園芸、農作業などの利用者の趣味又は嗜好に応じた活動
等をいいます。 

ウ 計画作成担当者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、他の介護従
業者と協議の上、援助の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した計画
(以下この章において「認知症対応型共同生活介護計画」という。) を作成しなければならない。

エ 計画作成担当者は、認知症対応型共同生活介護計画の作成に当たっては、その内容について利用
者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を文書により得なければならない。

オ 計画作成担当者は、認知症対応型共同生活介護計画を作成した際には、当該認知症対応型共同
生活介護計画を利用者に交付しなければならない。
◯サービス計画における文書による同意
認知症対応型共同生活介護計画は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を

踏まえて作成されなければならないものであり、サービス内容等への利用者の意向の反映の機会を保障
するため、計画作成担当者は、認知症対応型共同生活介護計画の作成に当たっては、その内容等
を説明した上で利用者の同意を文書により得なければならず、また、当該認知症対応型共同生活介
護計画を利用者に交付しなければなりません。 
なお、交付した認知症対応型共同生活介護計画は、条例第129条第２項の規定に基づき、２

年間保存しなければならなりません。 
国の基準では、サービス計画について利用者又はその家族の同意を得ることとなっていますが、本市

条例は文書により同意を得ることとします。口頭での同意のみならず、文書により記録に残すことで客観
的な記録となり、事故防止にもつながり、事業者及び利用者双方の利益につながるためです。 

カ 計画作成担当者は、認知症対応型共同生活介護計画の作成後においても、他の介護従業者及び
利用者が認知症対応型共同生活介護計画に基づき利用する他の指定居宅サービス等を行う者との連
絡を継続的に行うことにより、認知症対応型共同生活介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じ
て認知症対応型共同生活介護計画の変更を行うものとする。
◯サービス計画の管理
認知症対応型共同生活介護計画には、当該共同生活住居内で提供するサービスだけでなく、当

該共同生活住居外において入居者が利用する他の居宅サービス等も位置づけられることから、計画作
成担当者は、当該共同生活住居の他の介護従業者及び他の居宅サービス等を行う者と連携して当
該計画に基づいたサービスの実施状況を把握し、また、必要に応じて計画の変更を行ってください。 

キ イからオまでの規定は、カに規定する認知症対応型共同生活介護計画の変更について準用する。

（11）介護等（条例第121条、予防条例第91条）
ア 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な
技術をもって行われなければならない。
◯サービス提供時の留意事項
介護サービスの提供に当たっては、認知症の状態にある利用者の心身の状況に応じ、利用者がその

自主性を保ち、意欲的に日々の生活を送ることが出来るようにすることを念頭に、利用者の精神的な
安定、行動障害の減少及び認知症の進行緩和が図られるように介護サービスを提供し又は必要な支
援を行ってください。その際、利用者の人格に十分に配慮してください。 

イ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該共同
生活住居における介護従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。
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◯他サービスとの併用について
指定認知症対応型共同生活介護事業所で提供されるサービスは施設サービスに準じ、当該共同

生活住居において完結する内容であることを踏まえ、当該事業所の従業者でないいわゆる付添者によ
る介護や、居宅療養管理指導を除く他の居宅サービスを、入居者にその負担によって利用させることは
できません。ただし、指定認知症対応型共同生活介護事業者の負担により、通所介護等のサービス
を利用に供することは差し支えありません。 

ウ 利用者の食事その他の家事等は、原則として利用者と介護従業者が共同で行うよう努めるものとする。

◯日常生活における自立支援
利用者が介護従業者と食事や清掃、洗濯、買物、園芸、農作業、レクリエーション、行事等を共同

で行うことによって良好な人間関係に基づく家庭的な生活環境の中で日常生活が送れるようにすること
に配慮してください。 

（12）社会生活上の便宜の提供等（条例第122条、予防条例第92条）
ア 事業者は、利用者の趣味又は嗜好に応じた活動の支援に努めなければならない。
◯利用者の趣味又は嗜好に応じた活動の支援
事業者は、画一的なサービスを提供するのではなく、利用者が自らの趣味又は嗜好に応じた活動を

行うことができるよう必要な支援を行うことにより、利用者が充実した日常生活を送り、利用者の精神的
な安定、行動障害の減少及び認知症の症状の進行を緩和するよう努めてください。 

イ 事業者は、利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続等について、その者又はその
家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て、代わって行わなければならない。
◯行政機関に対する手続等の支援
事業者は、郵便、証明書等の交付申請等、利用者が必要とする手続等について、利用者又はそ

の家族が行うことが困難な場合は、原則としてその都度、その者の同意を得た上で代行しなければなり
ません。特に金銭にかかるものについては書面等をもって事前に同意を得るとともに、代行した後はその
都度本人に確認を得てください。 

ウ 事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに利用者とその家族との交流等の機会を確保するよ
う努めなければならない。
◯利用者家族との連携
事業者は、利用者の家族に対し、当該共同生活住居の会報の送付、当該事業者が実施する行

事への参加の呼びかけ等によって利用者とその家族が交流できる機会等を確保するよう努めてください。 
また、利用者と家族の面会の場所や時間等についても、利用者やその家族の利便を図るようにしてくだ
さい。 

（13）利用者に関する市町村への通知（条例第29条（条例第60条にて準用））
ア 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、指定認知症対応型共同生活介護を受けている利用
者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならな
い。
(1) 正当な理由なしに指定認知症対応型共同生活介護の利用に関する指示に従わないことにより、
要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。

(2) 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。
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○ 利用者に関する市町村への通知
 偽りその他不正な行為によって保険給付を受けた者及び自己の故意の犯罪行為又は重大な過失等によ
り、要介護状態又はその原因となった事故を生じさせるなどした者については、市町村が、法第22条第１項
に基づく既に支払った保険給付の徴収又は法第64条に基づく保険給付の制限を行うことができることに鑑
み、指定認知症対応型共同生活介護事業者が、その利用者に関し、保険給付の適正化の観点から市町
村に通知してください。 

○ 利用者に関する市町村への通知の記録の保存期間は２年間
利用者に関する市町村への通知の記録は条例第 129条の規定により、２年間保存してください。

（14）緊急時等の対応（条例第100条、（第130条にて準用））
ア 介護従業者は、現に指定認知症対応型共同生活介護の提供を行っているときに利用者に病状の急
変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ当該指定認知症対応型共
同生活介護事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

（15）管理者の責務（条例第60条の11、予防条例第27条（条例第130条、予防条例第88条にて準用））

ア 指定認知症対応型共同生活介護事業所の管理者は、当該指定認知症対応型共同生活介護事
業所の従業者の管理及び指定認知症対応型共同生活介護の利用の申込みに係る調整、業務の実
施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。

イ 指定認知症対応型共同生活介護事業所の管理者は、当該指定認知症対応型共同生活介護事
業所の従業者にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

（16）管理者による管理（条例第123条、予防条例第81条）
ア 共同生活住居の管理者は、同時に介護保険施設、指定居宅サービス、指定地域密着型サービス（サ
テライト型指定認知症対応型共同生活介護事業所の場合は、本体事業所が提供する指定認知症対応
型共同生活介護を除く。）、指定介護予防サービス若しくは指定地域密着型介護予防サービスの事業を
行う事業所、病院、診療所又は社会福祉施設を管理する者であってはならない。ただし、これらの事業所、
施設等が同一敷地内にあること等により当該共同生活住居の管理上支障がない場合は、この限りでない。

○ 緊急時等の介護従業者の対応について
認知症対応型共同生活介護従業者が現に指定認知症対応型共同生活介護の提供を行っているときに利用者

に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、運営規程に定められた緊急時の対応方法に基づき速やかに主治
医又はあらかじめ当該指定認知症対応型共同生活介護事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な
措置を講じなければなりません。協力医療機関については、次の点に留意してください。 
① 協力医療機関は、事業の通常の実施地域内にあることが望ましいものであること。
② 緊急時において円滑な協力を得るため、当該協力医療機関との間であらかじめ必要な事項を取り決めておくこ
と。
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（17）運営規程（条例第124条、予防条例第82条）
ア 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、共同生活住居ごとに、次に掲げる事業の運営について
の重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務内容
(3) 利用定員
(4) 指定認知症対応型共同生活介護の内容及び利用料その他の費用の額
(5) 入居及び退居に当たっての留意事項
(6) 非常災害対策
(7) 虐待防止のための措置に関する事項
(8) その他運営に関する重要事項
○具体的な記載方法について
本市ウェブサイトに運営規程の記載例を掲載していますので、ご活用ください。 
市トップページ>事業者向け情報>分野別メニュー>福祉・介護>高齢者福祉・介護>事業者指定・
委託等の手続き>地域密着型サービス関連>新規指定について>新規申請（認知症対応型共同
生活介護） 
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-
kaigo/kaigo/shinsei/service/mittyakushinnki.html 

（18）勤務体制の確保等（条例第125条、予防条例第83条）
ア 事業者は、利用者に対し、適切な指定認知症対応型共同生活介護を提供できるよう、従業者の勤
務の体制を定め、これを記録しておかなければならない。
◯勤務の記録
共同生活住居ごとに、介護従業者の日々の勤務体制、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関

係、夜間及び深夜の勤務の担当者等を明確にしてください。 
イ 介護従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、利用者が安心して日常生活を送ることができるよう、
継続性を重視した指定認知症対応型共同生活介護の提供に配慮しなければならない。
◯勤務体制における留意点
指定認知症対応型共同生活介護の利用者の精神の安定を図る観点から、担当の介護従業者

を固定する等の継続性を重視したサービス提供に配慮してください。 
ウ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の従
業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。この場合において、当該指定認
知症対応型共同生活介護事業者は、全ての介護従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護
支援専門員、法第８条第２項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を
除く。）に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならな
い。
◯認知症介護基礎研修の受講義務
事業者は従業者の質の向上を図るため、研修機関が実施する研修や当該事業所内の研修への

参加の機会を計画的に確保しなければなりません。 
事業者は、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症

介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることを義務づけられており、これは、介護に関わ
る全ての者の認知症対応力を向上させ、認知症についての理解の下、本人主体の介護を行い、認知
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症の人の尊厳の保障を実現していく観点から実施されるものです。 
各資格のカリキュラム等において、認知症介護に関する基礎的な知識及び技術を習得している者、

具体的には、看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、実務者研修修了者、介護職
員初任者研修修了者、生活援助従事者研修修了者に加え、介護職員基礎研修課程又は訪問
介護員養成研修課程一級課程・二級課程修了者、社会福祉士、医師、歯科医師、薬剤師、理
学療法士、作業療法士、言語聴覚士、精神保健福祉士、管理栄養士、栄養士、あん摩マッサージ
師、はり師、きゅう師については、当該義務付けの対象外です。 
なお、当該義務付けの適用に当たっては、３年間の経過措置を設けており、令和６年３月31 日

までの間は、努力義務とされています。 
事業者は、令和６年３月31 日までに医療・福祉関係資格を有さない全ての従業者に対し認知

症介護基礎研修を受講させるための必要な措置を講じる必要があります。また、新卒採用、中途採
用を問わず、事業所が新たに採用した従業者（医療・福祉関係資格を有さない者に限 
る。）に対する当該義務付けの適用については、採用後１年間の猶予期間を設けることとし、採用後
１年を経過するまでに認知症介護基礎研修を受講させることとします（この場合についても、令和６
年３月31 日までは努力義務となります）。 

エ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、適切な指定認知症対応型共同生活介護の提供を確
保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上
必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の
明確化その他の必要な措置を講じなければならない。
※ 職場におけるハラスメント対策の詳細については、「9 介護現場におけるハラスメント対策について」
ｐ54をご参照ください。 

（19）業務継続計画の策定等
（条例第33条の2、予防条例第29条の２（条例第60条、予防条例第88条にて準用））

ア 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対す
る指定認知症対応型共同生活介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の
業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必
要な措置を講じなければならない。

イ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、認知症対応型共同生活介護従業者に対し、業務継
続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

ウ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じ
て業務継続計画の変更を行うものとする。
※業務継続計画の策定等の詳細については、「10 感染症や災害等への対応」ｐ57をご参照ください。

(20) 定員の遵守（条例第126条、予防条例第84条）
ア 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、入居定員及び居室の定員を超えて入居させてはならな
い。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
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（21）協力医療機関等（条例第127条、予防条例第85条）
ア 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力
医療機関を定めておかなければならない。
◯指定協力機関
協力医療機関及び協力歯科医療機関は、共同生活住居から近距離にあることが望ましいです。 

イ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておかなければな
らない。
◯協力歯科医療機関の設置義務化
 国の基準では努力義務ですが、介護における口腔ケアの重要化から協力歯科医療機関の設置を
義務化しています。 

ウ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、指定認知症対応型共同生活介護の提供体制の確
保、夜間における緊急時の対応等のため、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病
院等との間の連携及び支援の体制を整えなければならない。
◯介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等との連携
指定認知症対応型共同生活介護事業者は、サービスの提供体制の確保、夜間における緊急時

の対応等のため、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等のバックアップ施設との間の連携
及び支援の体制を整えるようにしてください。これらの協力医療機関やバックアップ施設から、利用者の
入院や休日夜間等における対応について円滑な協力を得るため、当該協力医療機関等との間であら
かじめ必要な事項を取り決めておくようにしてください。 

（22）非常災害対策（条例第103条、予防条例第60条（条例第130条、予防条例第88条にて準用））

ア 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の
関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避
難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
◯必要な非常災害対策
事業者は、非常災害に際して必要な具体的計画の策定、関係機関への通報及び連携体制の

整備、避難、救出訓練の実施等の対策の万全を期さなければなりません。関係機関への通報及び
連携体制の整備とは、火災等の災害時に、地域の消防機関へ速やかに通報する体制をとるよう従
業員に周知徹底するとともに、日頃から消防団や地域住民との連携を図り、火災等の際に消火・避
難等に協力してもらえるような体制作りを求めることとしたものです。なお「非常災害に関する具体的計
画」とは、消防法施行規則第三条に規定する消防計画（これに準ずる計画を含む。）及び風水
害、地震等の災害に対処するための計画をいいます。この場合、消防計画の策定及びこれに基づく消
防業務の実施は、消防法第八条の規定により防火管理者を置くこととされている指定認知症対応
型共同生活介護事業所にあってはその者に行わせるものとします。また、防火管理者を置かなくてもよ
いこととされている指定認知症対応型共同生活介護においても、防火管理について責任者を定め、そ
の者に消防計画に準ずる計画の樹立等の業務を行ってください。 

イ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、アに規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加
が得られるよう連携に努めなければならない。
◯非常災害訓練に当たっての地域との連携
指定認知症対応型共同生活介護事業所がアに規定する避難、救出その他の訓練の実施に当

たって、できるだけ地域住民の参加が得られるよう努めることとしたものであり、そのためには、地域住民
の代表者等により構成される運営推進会議を活用し、日頃から地域住民との密接な連携体制を確
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保するなど、訓練の実施に協力を得られる体制づくりに努めることが必要です。訓練の実施に当たって
は、消防関係者の参加を促し、具体的な指示を仰ぐなど、より実効性のあるものとしてください。 

（23）衛生管理等（条例第104条、予防条例第61条（条例第130条、予防条例第88条にて準用））

ア 事業者は、利用者の使用する食器その他の設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、
かつ、衛生上必要な措置を講じなければならない。

イ 事業者は、当該指定認知症対応型共同生活介護事業所において感染症又は食中毒が発生し、及
びまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該指定認知症対応型共同生活介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の

防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）
をおおむね６月に１回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定認知症対応型共同生活介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の
防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定認知症対応型共同生活介護事業所において、介護職員その他の従業者に対し、感
染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止の
ための訓練を定期的に実施すること。

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が別に定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等
に関する手順に沿った対応を行うこと。

※感染症の予防及びまん延の防止のための具体的な取組ついては、「10 感染症や災害等への対応」
ｐ57をご参照ください。

（24）掲示（条例第35条、予防条例第33条（条例第130、予防条例第88条にて準用））
ア 事業者は、事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、認知症対応型共同生活介護従業者の勤
務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならな
い。
イ 事業者は、アに規定する事項を記載した書面を事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由
に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。
○重要事項等の掲示
 事業者は、運営規程の概要、従業者の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制、提供
するサービスの第三者評価の実施状況（実施の有無、実施した直近の年月日、実施した評価機関
の名称、評価結果の開示状況）等の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項
を次の点に留意した上で、事業所の見やすい場所に掲示する必要があります。 
ア 事業所の見やすい場所とは、重要事項を伝えるべき介護サービスの利用申込者、利用者又は
その家族に対して見やすい場所のことです。
イ 従業者の勤務体制については、職種ごと、常勤・非常勤ごと等の人数を掲載する趣旨であり、
従業者の氏名まで掲示することを求めるものではありません。 

○ファイル等による掲示も可
 重要事項を記載したファイル等を介護サービス利用申込者、利用者又はその家族等が自由に閲覧
可能な形で事業所内に備え付けることも可能です。 
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（25）秘密保持等（条例第36条、予防条例第34条（条例第130、予防条例第88条にて準用））

ア 護事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らして
はならない。

イ 事業者は、当該事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はそ
の家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
○ 必要な措置とは
具体的には、事業所の従業者が、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、認知

症対応型共同生活介護従業者やその他の従業者との雇用時等に取り決め、例えば違約金についての定め
を置くなどの措置を講じてください。 

ウ 事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利
用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければなら
ない。
○サービス提供開始時に、個人情報を用いる場合の同意を利用者及び家族から得ること
サービス担当者会議等において、課題分析情報等を通じて利用者の有する問題点や解決すべき課題等

の個人情報を、介護支援専門員や他のサービスの担当者と共有するためには、事業者は、あらかじめ、文書
により利用者又はその家族から同意を得る必要があります。 
この同意は、サービス提供開始時に利用者及びその家族から包括的な同意を得ておくことで足ります。 

（26）広告（条例第37条、予防条例第35条（条例第130、予防条例第88条にて準用））
ア 事業者は、指事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものとしてはなら
ない。

（27）指定居宅介護支援（介護予防支援）事業者に対する利益供与の禁止（条例第
128条、予防条例第86条）

ア 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、指定居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、要
介護被保険者に対して当該共同生活住居を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を
供与してはならない。

イ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、指定居宅介護支援事業者又はその従業者から、当該
共同生活住居からの退居者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはなら
ない。

（28）苦情処理（条例第39条、予防条例第37条（条例第130条、予防条例第88条にて準用））

ア 事業者は、提供した指定認知症対応型共同生活介護に係る利用者又はその家族からの苦情に迅速
かつ適切に対応するために、当該苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなけれ
ばならない。
○必要な措置とは
具体的には、相談窓口、苦情処理の体制及び手順等当該事業所における苦情を処理するために講ずる措置の概要

について明らかにし、利用申込者又はその家族にサービスの内容を説明する文書に苦情に対する対応の内容についても併
せて記載するとともに、事業所に掲示すること等を指します。 

イ 事業者は、アの苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
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○苦情の内容等の記録の保存期間は２年間
利用者及びその家族からの苦情に対し、事業者が組織として迅速かつ適切に対応するため、当該苦情（事業者が提

供したサービスとは関係ないものを除く。）の受付日、その内容等を記録に残してください。 
また、苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であるとの認識に立ち、苦情の内容を踏まえ、サービスの質の

向上に向けた取組を行うことが必要です。 
なお、条例第 43条の規定に基づき、苦情の内容等の記録は、２年間保存してください。 

ウ 事業者は、提供した指定認知症対応型共同生活介護に関し、法第23条の規定により市町村が行う
文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、
及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又
は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

エ 事業者は、市町村からの求めがあった場合には、ウの改善の内容を当該市町村に報告しなければならな
い。

オ 事業者は、提供した指定認知症対応型共同生活介護に係る利用者又はその家族からの苦情に関し
て国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第５項に規定す
る国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第176条第１項第３号の調査に協力すると
ともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は
助言に従って必要な改善を行わなければならない。

カ 事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を当該国民健
康保険団体連合会に報告しなければならない。

（29）調査への協力等（条例第106条、予防条例第63条（第130条、予防条例第88条にて準用））

ア 事業者は、提供した指指定認知症対応型共同生活介護に関し、利用者の心身の状況を踏まえ、妥
当かつ適切な指定認知症対応型共同生活介護が行われているかどうかを確認するために市町村が行う
調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従っ
て必要な改善を行わなければならない。
◯実地指導について
指定認知症対応型共同生活介護の事業が小規模であること等から、利用者からの苦情がない場

合にも、市町村が定期的又は随時に調査を行うこととし、事業者は、市町村の行う調査に協力し、市
町村の指導又は助言に従って必要な改善を行わなければなりません。市町村は、妥当適切な指定認
知症対応型共同生活介護が行われているか確認するために定期的又は随時に調査を行い、基準を
満たさない点などを把握した場合には、相当の期限を定めて基準を遵守するよう勧告を行う場合があり
ます。事業者は、市町村の求めに応じ、当該事業所の運営規程の概要や勤務体制、管理者及び介
護支援専門員等の資格や研修の履修状況、利用者が負担する料金等の情報について提出してくだ
さい。さらに、事業者は、当該情報について自ら一般に公表するよう努めてください。 

（31）地域との連携等（条例第60条の17、予防条例第40条（第130条、予防条例第88条にて準用））

ア 事業者は、指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住
民の代表者、指定認知症対応型共同生活介護事業所が所在する市町村の職員又は当該認知症対
応型共同生活介護事業所が所在する区域を管轄する地域包括支援センターの職員、認知症対応型
共同生活介護について知見を有する者等により構成される協議会(テレビ電話措置等を活用して行うこと
ができるものとする。ただし、利用者等が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該
利用者等の同意を得なければならない。)(以下この項において「運営推進会議」という。)を設置し、おお
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むね２月に1回以上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとと
もに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。 
○運営推進会議とは
運営推進会議は、事業所が、利用者、市町村職員、地域住民の代表者等に対し、提供している

サービス内容等を明らかにすることにより、事業所による利用者の「抱え込み」を防止し、地域に開かれた
サービスとすることで、サービスの質の確保を図ることを目的として設置すべきものです。
この運営推進会議は、事業所の指定申請時には、既に設置されているか、確実な設置が見込まれる
ことが必要となります。また、地域住民の代表者とは、町内会役員、民生委員、老人クラブの代表等が
考えられます。
なお、指定認知症対応型共同生活介護事業所と他の地域密着型サービス事業所を併設している

場合においては、１つの運営推進会議において、両事業所の評価等を行うことで差し支えありません。 
本市では、「運営推進会議の手引き」を作成していますのでご活用ください。 
【運営推進会議の手引き】 
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-
kaigo/kaigo/shinsei/service/uneisuishinkaigi.files/0007_20210908.pdf 

【運営推進会議を初めて設置したら】 
「運営推進会議設置報告書」を健康福祉局介護事業指導課あて御提出ください。 

【運営推進会議を開催したら】 
「運営推進会議開催報告書」を事業所が所在する区役所の高齢・障害支援課あて御提出くださ
い。 

【各種様式のダウンロード】 
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-
kaigo/kaigo/shinsei/service/uneisuishinkaigi.html 

○運営推進会議の合同開催
運営推進会議の効率化や、事業所間のネットワーク形成の促進等の観点から、次に掲げる条件を

満たす場合においては、複数の事業所の運営推進会議を合同で開催して差し支えありません。 
① 利用者及び利用者家族については匿名とするなど、個人情報・プライバシーを保護すること。
② 同一の日常生活圏域内に所在する事業所であること。ただし、事業所間のネットワーク形成の促
進が図られる範囲で、地域の実情に合わせて、市町村区域の単位等内に所在する事業所であって
も差し支えないこと。

◯自己評価及び外部評価
指定認知症対応型共同生活介護事業所は、１年に１回以上、サービスの改善及び質の向上を

目的として、各事業所が自ら提供するサービスについて評価・点検（自己評価）を行うとともに、当該
自己評価結果について、外部の者による評価又は運営推進会議において第三者の観点からサービ
スの評価（外部評価）を行ってください。（※詳細はｐ63参照） 

イ 事業者は、アの報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表しなけ
ればならない。
○運営推進会議の記録の保存期間は2年間
運営推進会議における報告等の記録は、条例第109条の規定に基づき、２年間保存してください。 

ウ 事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う
等の地域との交流を図らなければならない。

28

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-kaigo/kaigo/shinsei/service/uneisuishinkaigi.files/0007_20210908.pdf
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-kaigo/kaigo/shinsei/service/uneisuishinkaigi.files/0007_20210908.pdf
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-kaigo/kaigo/shinsei/service/uneisuishinkaigi.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-kaigo/kaigo/shinsei/service/uneisuishinkaigi.html


○地域との交流 
指定認知症対応型共同生活介護の事業が地域に開かれた事業として行われるよう、地域の住民

やボランティア団体等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めてください。 
エ 事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定認知症対応型共同生活介護に関する利用者
からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事
業に協力するよう努めなければならない。 

 

 （32）事故発生時の対応（条例第41条、予防条例第38条（第130条、予防条例第88条にて準用）） 

ア 事業者は、利用者に対する指定認知症対応型共同生活介護の提供により事故が発生した場合は、
市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、
必要な措置を講じなければならない。 
◯事故が発生したら 
当該利用者の家族、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な
措置を講じてください。 
また、本市に対しても「事故報告書」の提出が必要です。 
【事故報告書の報告基準等(本市ウェブサイト)】 
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-
kaigo/kaigo/hoken/unei/jiko.html 

イ 事業者は、アの事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。 
 
 
 
ウ 業者は、利用者に対する指定認知症対応型共同生活介護の提供により賠償すべき事故が発生した
場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 

 
 
 
 

 
（33）虐待の防止（条例第41条の２、予防条例第38条の２（条例第130条、予防条例第88条にて準用）） 

ア 事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。 
 (1) 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うこと

ができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。 
 (2) 事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。 
 (3) 事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。 
(4) 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 ※高齢者虐待の防止のための取組については「８ 虐待防止と身体的拘束の廃止」ｐ47をご参照くださ
い。 

 
 
 
 

○ 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 
事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録は、条例第 43条の規定に基づき、２年間保存してください。 
 

○ 損害賠償への対応 
賠償すべき事態が発生した場合に速やかに賠償を行うため、あらかじめ、損害賠償保険に加入しておく

か、賠償資力を有する等の対応を行ってください。 
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 （34）会計の区分（条例第42条、予防条例第39条（条例第130条、予防条例第88条にて準用）） 

ア 事業者は、事業所ごとに経理を区分するとともに、指定認知症対応型共同生活介護の事業の会計と
その他の事業の会計を区分しなければならない。 
○具体的な会計処理の方法等 
次の通知をご参照ください。 
※介護保険の給付対象事業における会計の区分について(平成 13年３月 28日 老振発第 18号) 
※介護保険・高齢者保健福祉事業に係る社会福祉法人会計基準の取扱いについて 

(平成 24年３月 29日 老高発 0329第１号) 
 ※指定介護老人福祉施設等に係る会計処理等の取扱いについて(平成 12年３月 10日 老計第８号) 
   

 
 （35）記録の整備（条例第129条、予防条例第87条） 

ア 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備し、当該記録のうち次に掲げる記録
について、その完結の日から５年間保存しなければならない。 
(1) 第125条第1項に規定する勤務の体制に係る記録 
(2) 指定認知症対応型共同生活介護の費用の請求に関して国民健康保険団体連合会に提出した

ものの写し 
イ 事業者は、利用者に対する指定認知症対応型共同生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備
し、第１号及び第３号から第７号までの記録はその完結の日から２年間、第２号の記録はその完結の
日から５年間保存しなければならない。 
(1) 認知症対応型共同生活介護計画 
(2) 第117条第２項に規定する提供した具体的な指定認知症対応型共同生活介護の内容等の記録  
(3) 第119条第６項に規定する身体的拘束等の態様等の記録 
(4) 次条において準用する第29条に規定する市町村への通知に係る記録 
(5) 次条において準用する第39条第２項に規定する苦情の内容等の記録 
(6) 次条において準用する第41条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置につい

ての記録 
(7) 次条において準用する第60条の17第２項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録 
◯書類の保存 
【完結の日から5年間】 
・共同生活住居ごとの従業者の勤務の体制の記録 
・請求に関して国民健康保険団体連合会に提出したものの写し 
・サービス提供の記録 
【完結の日から2年間】 
・認知症対応型共同生活介護計画 
・身体的拘束等の態様等の記録 
・利用者に関する市町村への通知に関する記録 
・苦情の内容等の記録 
・事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 
・運営推進会議に関する報告、評価、要望、助言等の記録 
【その他の書類】 
上記に記載されていないその他の書類については、基準上、保存義務はありません。 
 その他の書類の取扱いについては、運営法人において書類の保存方法等を定めてください。 
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【「完結の日」とは】 
 「その完結の日」とは、(1)から(6)までの記録については、個々の利用者につき、契約の終了（契約の解約・
解除、他の施設への入所、利用者の死亡、利用者の自立を含む。）により一連のサービス提供が終了した
日、(7)の記録については、の運営推進会議を開催し、報告、評価、要望、助言等の記録を公表した日を指
します。 

  

 
（36）電磁的記録等（条例第195条、予防条例第93条） 

ア 指定地域密着型サービス事業者は、作成、保存その他これらに類する行為のうち、この条例において書
面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識す
ることができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。）で行うことが規定さ
れているもの又は想定されるもの（第13条第１項（第60条、第60条の20、第60条の20の４、第60
条の38、第81条、第110条、第130条、第151条、第179条及び第192条において準用する場合を
含む。）、第117条第１項、第138条第１項及び第157条第１項並びに次項に規定するものを除
く。）については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の
知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に
供されるものをいう。）により行うことができる。 
○電磁的記録について 
指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型サービスの提供に当たる者等（以下「事業

者等」という。）の書面の保存等に係る負担の軽減を図るため、事業者等は、この省令で規定する書
面（被保険者証に関するものを除く。）の作成、保存等を次に掲げる電磁的記録により行うことができ
ます。 
⑴ 電磁的記録による作成は、事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する
方法または磁気ディスク等をもって調製する方法によること。 

⑵ 電磁的記録による保存は、以下のいずれかの方法によること。 
① 作成された電磁的記録を事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気
ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法 

② 書面に記載されている事項をスキャナ等により読み取ってできた電磁的記録を事業者等の使
用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保
存する方法 

⑶ その他、条例第195条第１項において電磁的記録により行うことができるとされているものは、⑴
及び⑵に準じた方法によること。 

⑷ また、電磁的記録により行う場合は、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事
業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの
安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000027272.html 
 

イ 指定地域密着型サービス事業者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類する行為（以下
この項において「交付等」という。）のうち、この条例において書面で行うことが規定されているもの又は想定
されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法（電子的方
法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。）によることができる。 
○電磁的方法について 
利用者及びその家族等（以下「利用者等」という。）の利便性向上並びに事業者等の業務負
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担軽減等の観点から、事業者等は、書面で行うことが規定されている又は想定される交付等（交
付、説明、同意、承諾、締結その他これに類するものをいう。）について、事前に利用者等の承諾を
得た上で、次に掲げる電磁的方法によることができます。 
⑴ 電磁的方法による交付は、条例第10条第２項から第６項までの規定に準じた方法によるこ
と。 

⑵ 電磁的方法による同意は、例えば電子メールにより利用者等が同意の意思表示をした場合等 
が考えられること。なお、「押印についてのＱ＆Ａ（令和２年６月19 日内閣府・法務省・経済
産業省）」を参考にすること。 

⑶ 電磁的方法による締結は、利用者等・事業者等の間の契約関係を明確にする観点から、書
面における署名又は記名・押印に代えて、電子署名を活用することが望ましいこと。なお、「押印
についてのＱ＆Ａ（令和２年６月19 日内閣府・法務省・経済産業省）」を参考にすること。 

⑷ その他、基準第183 条第２項及び予防基準第90 条第２項において電磁的方法によるこ
とができるとされているものは、⑴から⑶までに準じた方法によること。ただし、基準若しくは予防基
準又はこの通知の規定により電磁的方法の定めがあるものについては、当該定めに従うこと。 

⑸ また、電磁的方法による場合は、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業
者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安
全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000027272.html 
  
「法」………介護保険法 
「条例」……横浜市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運営等の基準等に関する条例 

        （平成24年12月28日横浜市条例第77号） 
   「予防条例」……横浜市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営、指定地域密着型介護

予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例 
          （平成24年12月28日横浜市条例第78号） 
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１１  趣趣旨旨 

令和３年４月の制度改正に伴い、本市基準条例の改正を行いました。改正の概要について、
認知症対応型共同生活介護に関連する部分を抜粋しましたので、御確認ください。 

 

２２  改改正正のの概概要要 

 概 要 本市条例 
１ 利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うと

ともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じることが義務付
けられました。なお、経過措置により令和６年３月31日までの間は努力
義務となりますが、令和６年４月１日以降は全ての事業所で実施が義
務付けられますので準備を進めていただくようお願いします。 

第３条第３項 
第41条の２ 
(第130条にお
いて準用) 

２ CHASE・VISITを活用した計画の作成や事業所単位でのPDCAサイクル
の推進、ケアの質の向上を行うよう努めることが明文化されました。 

第３条第４項 

３ １ユニットごとに夜勤１人以上の配置とされている認知症グループホームの
夜間・深夜時間帯の職員体制について、安全確保や職員の負担にも留
意しつつ、人材の有効活用を図る観点から、３ユニットの場合であって、各
ユニットが同一階に隣接しており、職員が円滑に利用者の状況把握を行
い、速やかな対応が可能な構造で、安全対策（マニュアルの策定、訓練の
実施）をとっていることを要件に、例外的に夜勤２人以上の配置に緩和で
きることとし、事業所が夜勤職員体制を選択することが可能になりました。 

第112条第１
項 

４ 認知症グループホームにおいて、人材の有効活用を図る観点から、計画作
成担当者の配置について、ユニットごとに１名以上の配置から、事業所ごと
に１名以上の配置に緩和されました。また、兼務可能な範囲が「当該共
同生活住居」から「当該事業所における他の職務」に緩和されました。 

第112条第５
項 

５ 複数事業所で人材を有効活用しながら、より利用者に身近な地域でのサ
ービス提供が可能となるようにする観点から、地域の特性に応じたサービス
の整備・提供を促進する観点から、サテライト型事業所の基準が創設され
ました。 

第112条第９
項 

６ 経営の安定性の観点から、ユニット数について、「原則１又は２、地域の
実情により事業所の効率的運営に必要と認められる場合は３」とされてい
るところ、これを「１以上３以下」とします。 

第115条 

７ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会について、テレビ
電話装置等を活用して行うことが認められました。 

第119条第９
項 

３ 令和３年４月の基準条例改正について 
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８ 外部評価について、業務効率化の観点から、既存の外部評価（県が指
定する外部評価機関によるサービス評価）は維持した上で、小規模多機
能型居宅介護等と同様に、自らその提供するサービスの質の評価（自己
評価）を行い、これを市町村や地域包括支援センター等の公正・中立な
立場にある第三者が出席する運営推進会議に報告し、その評価を受けた
上で公表する仕組みを制度的に位置付け、当該運営推進会議と既存の
外部評価による評価のいずれかから「第三者による外部評価」を受けること
が可能になりました。 

第119条第10
項 

９ 「運営規程」に定めておかなければならない事項として、「虐待の防止のため
の措置に関する事項」が追加されました。なお、経過措置により令和６年
３月31日までの間は記載不要とされていますが、本市では記載内容を工
夫した上で、運営規程への記載をお願いしています。(本市ウェブサイトの記
載例参照) 

第124条 

10 認知症についての理解の下、本人主体の介護を行い、認知症の人の尊厳
の保障を実現していく観点から、介護に関わる全ての者の認知症対応力を
向上させていくため、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資
格を有さない無資格者に対して、認知症介護基礎研修を受講させるため
に必要な措置を講じることが義務付けられました。なお、経過措置により令
和６年３月31日までの間は努力義務となりますが、令和６年４月１日
以降は全ての事業所で介護に直接携わる職員は全員、医療・福祉関係
の資格を有する者又は認知症介護基礎研修の修了者であることが義務
付けられますので適宜受講を進めていただくようお願いします。 

第125条第３
項 

11 職場でのハラスメント対策を強化するため、雇用の分野におけるハラスメント
対策に関する事業者の責務を踏まえた適切なハラスメント対策を求めること
が義務付けられました。具体的には、職場において行われる性的な言動及
び優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を
超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の
明確化その他の必要な措置を講じることが求められます。 

第125条第４
項 

12 感染症や災害が発生した場合であっても、必要なサービスが継続的に提供
できる体制を構築する観点から、業務継続に向けた計画等の策定、研修
の実施、訓練(シミュレーション)の実施等が義務付けられました。なお、経
過措置により令和６年３月31日までの間は努力義務となりますが、令和
６年４月１日以降は全ての事業所で実施が義務付けられますので準備
を進めていただくようお願いします。 

第33条の２ 
(第130条にお
いて準用) 

13 利用者の利便性向上や事業者の業務負担軽減の観点から、運営規程
等の重要事項について、事業所での掲示だけでなく、事業所に閲覧可能
な形(ファイル等)で備え置くこと等が可能になりました。 

第35条第２項 
(第130条にお
いて準用) 
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14 運営推進会議について、感染防止の観点から「医療・介護関係事業者に
おける個人情報の適切な取扱のためのガイダンス」及び「医療情報システム
の安全管理に関するガイドライン」等を参考にして、テレビ電話等を活用し
ての実施が可能になりました。 
なお、利用者及びその家族が参加する場合については、利用者及びその
家族の同意を得た上で、テレビ電話等の活用が認められます。 

第60条の17第
１項(第130条
において準用) 

15 感染症及び食中毒の発生及びまん延等に関する取組の徹底を求める観
点から、これまでの「指針の整備」及び「研修の実施」に加え、「対策を検討
する委員会の設置」及び「感染症の予防及びまん延の防止のための訓練
の実施」が新たに義務付けられました。 

第 104 条 ( 第
130条において
準用) 

16 事業者の業務負担軽減の観点から、事業者における諸記録の保存・交
付等について、電磁的な対応が原則認められました。 

第194条第１
項 

17 利用者の利便性向上や事業者の業務負担軽減の観点から、ケアプランや
重要事項説明書等に係る利用者等への説明・同意等のうち、書面で行う
ものについて、利用者等の承諾を得た上で、電磁的記録による対応が原
則認められました。 

第194条第２
項 
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１１  用用語語のの定定義義 

運営にあたり、介護保険法、本市条例等で定められた基準における用語の定義を確認しておい
てください。誤った解釈をしてしまうと、基準違反や減算等に該当する可能性がありますのでご注意く
ださい。 

(1) 常勤
当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務す

べき時間数（１週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は32時間を基本とする。）に
達していることをいいます。 
法人が常勤として雇用しているか、非常勤として雇用しているかは問わないため、例えば、雇用契

約上は非常勤職員として雇用していたとしても、実際に勤務する時間数が当該事業所において定
められている常勤の従業者が勤務すべき時間数に達している場合、介護保険法上は常勤となりま
す。 
参考：平成27年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.1 
《問1》 
各加算の算定要件で「常勤」の有資格者の配置が求められている場合、育児休業、介護休業等育

児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第76号。以下「育児・介護休
業法」という。）の所定労働時間の短縮措置の対象者について常勤の従業者が勤務すべき時間数を
30時間としているときは、当該対象者については30時間勤務することで「常勤」として取り扱ってよいか。 
 《答》 
そのような取扱いで差支えない。 
《問3》 
各事業所の「管理者」についても、育児・介護休業法第23条第１項に規定する所定労働時間の

短縮措置の適用対象となるのか？ 
 《答》 
労働基準法第41条第2号に定める管理監督者については、労働時間等に関する規定が適用除外

されていることから、「管理者」が労働基準法第41条第2号に定める管理監督者に該当する場合は、所
定労働時間の短縮措置を講じなくてもよい。 
なお、労働基準法第41条第2号に定める管理監督者については、同法の解釈として、労働条件の

決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず、実態に即
して判断すべきであるとされている。このため、職場で「管理職」として取り扱われている者であっても、同号
の管理監督者に当たらない場合には、所定労働時間の短縮措置を講じなければならない。 
また、同号の管理監督者であっても、育児・介護休業法第23条第1項の措置とは別に、同項の所定

労働時間の短縮措置に準じた制度を導入することは可能であり、こうした者の仕事と子育ての両立を図
る観点からは、むしろ望ましいものである。 

４  運営における留意事項 
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(2) 常勤換算方法
当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間

数（32時間を下回る場合は32時間を基本とする。）で除することにより、当該事業所の従業者の
員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいいます。 
この場合の勤務延時間数は、当該事業所の指定に係る事業のサービスに従事する勤務時間の

延べ数をいいます。 

参考：平成14年3月28日事務連絡（運営基準等に係るQ&A） 
《問1》 
常勤換算方法により算定される従業者が出張したり、また休暇を取った場合に、その出張や休暇に

係る時間は勤務時間としてカウントするのか。 
 《答》 
常勤換算方法とは、非常勤の従業者について「事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所に

おいて常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、常勤の従業者の員数に換算する方法」
（居宅サービス運営基準第2条第8号等）であり、また、「勤務延時間数」とは、「勤務表上、当該事
業に係るサービスの提供に従事する時間（又は当該事業に係るサービスの提供のための準備等を行う
時間（待機の時間を含む））として明確に位置づけられている時間の合計数」である（居宅サービス
運営基準解釈通知第2－2－（2）等）。 
以上から、非常勤の従業者の休暇や出張（以下「休暇等」）の時間は、サービス提供に従事する時

間とはいえないので、常勤換算する場合の勤務延時間数には含めない。 
なお、常勤の従業者(事業所において居宅サービス運営基準解釈通知第2－2－(3）における勤務

体制を定められている者をいう。）の休暇等の期間についてはその期間が暦月で1月を超えるものでない
限り、常勤の従業者として勤務したものとして取り扱うものとする。 

参考：平成27年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.1 
《問2》 
育児・介護休業法の所定労働時間の短縮措置の対象者がいる場合、常勤換算方法による人員

要件についてはどのように計算すればよいか。 
 《答》 
常勤換算方法については、従前どおり「当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所におい

て常勤の従業者が勤務すべき時間数（32時間を下回る場合は32時間を基本とする。）で除すること
により、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法」であり、その計算に当たっ
ては、育児・介護休業法の所定労働時間の短縮措置の対象者の有無は問題にはならない。 

(3) 専ら従事する、専ら提供に当たる
原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをいいます。

この場合のサービス提供時間とは、当該従業者の当該事業所における勤務時間をいうものであり、
常勤、非常勤の別を問いません。 
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２２  介介護護従従事事者者のの配配置置ににつついいてて 

本市では、利用者の精神安定面、家庭的な雰囲気での生活等の観点から、介護従事者は、ユ
ニットごとに専従で配置することが望ましいと考えています。この点を留意していただき、原則、介護従
事者はユニットごとに専従で配置をしてくださいますようお願いいたします。
詳細は、138ページの通知を参照してください。 

３３  医医行行為為ににつついいてて 

医行為は、医師法や看護師法等により、医師や看護師といった医療職のみが行うことが許される
行為であり、介護従事者は行ってはならない行為です。 
しかしながら、高齢者介護等の現場等において、医師、看護師等の免許を有さない者が業として

行うことを禁止されている「医行為」の範囲が不必要に拡大解釈されているとの声も聞かれるところで
あることから、厚生労働省において、原則として医行為ではないと考えられるものをまとめています。
(通知・要領編参照) 
本通知を参考に、主治医等と相談の上、適切にご対応いただくようお願いします。 

３３  介介護護職職員員等等にによよるるたたんんのの吸吸引引・・経経管管栄栄養養ににつついいてて 

平成24年４月から、「社会福祉士及び介護福祉士法」（昭和62年法律第30号）の一部改
正により、介護福祉士及び一定の研修を受けた介護職員等においては、医療や看護との連携によ
る安全確保が図られていること等、一定の条件の下で「たんの吸引等」の行為を実施できることにな
りました。 
なお、研修機関や事業者の登録先、「認定証」の交付申請先は神奈川県になりますので、手続

き等の詳細は神奈川県にお問い合わせください。 
また、介護情報サービスかながわホームページの書式ライブラリーに制度概要や手続き方法等掲

載されていますので、ご参照ください。 

（掲載場所） 
      介護情報サービスかながわ（http://www.rakuraku.or.jp/kaigonavi/） 
      「書式ライブラリー」 

＞「１5．介護職員等によるたんの吸引・経管栄養」 
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４４  入入退退居居ににああたたっっててのの支支援援（（条条例例第第111166条条）） 

    認知症対応型共同生活介護の対象者は、少人数による共同生活を営むことに支障がない認知
症高齢者です。対象者の疾患が急性の状態にある等の理由で、共同生活住居において共同生活
に支障があり、認知症対応型共同生活介護の対象でないと判断された場合、事業者は、適切な
他の介護保険施設、病院、診療所を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければなりませ
ん。 

    また、利用者の退居の際には、利用者及びその家族の希望を踏まえた上で、退居後の生活環境や介
護の継続性に配慮し、退居に必要な援助を行わなければなりません。その際は、利用者又はその家族に
対し、適切な指導を行うとともに、居宅介護支援事業者等への情報の提供及び保健医療サービス又は
福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければなりません。 

    本市には、利用者家族から、「入院したらすぐに退居を迫られ、次の施設も自分で探せと言われた」等
のグループホームの対応に関する苦情が寄せられています。入退居の際の支援は、事業者の責務ですの
で、上記の運営基準に基づき、適切な支援を行ってください。また、退居の経過や支援内容を記録し、
事業所で保管してください。 

５５  退退居居にに関関すするる留留意意事事項項のの取取りり決決めめににつついいてて（（本本市市独独自自基基準準・・条条例例第第112244条条）） 

    運営規程に定める事項として、入居に関する留意事項のみではなく、退居に関する留意事項も
必須としています。退居に至った経緯を記録することで、退居に係るトラブル等を防ぐためです。 

６６  ググルルーーププホホーームム利利用用中中のの住住所所変変更更ににつついいてて  

横浜市内にある認知症高齢者グループホームは、地域密着型サービスであるため、原則として横
浜市の被保険者のみが利用できることとなっています。入居時には、被保険者の住所地が横浜市に
なっていることを確認してください。 
 また、サービス利用中に「他市町村の家族のもとへの転居」や「他市町村の施設等への入所」等、
何らかの理由により住民票を横浜市外に異動した場合は、サービスの利用（保険給付）ができなく
なってしまいます。利用者の家族が、事業所に確認しないまま住民票を異動させてしまう例もありま
すので、十分に説明し、注意するようにしてください。 
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７７  非非常常災災害害対対策策（（条条例例第第 110033 条条））  

事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体
制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しておくとともに、非常災害に備えるため、定期的に避難、
救出その他必要な訓練を行わなければなりません。 
関係機関への通報及び連携体制の整備とは、火災等の災害時に、地域の消防機関へ速やかに

通報する体制をとるよう従業員に周知徹底することです。 
事業所においては、日頃から消防団や地域住民との連携を図り、火災等の際に消火・避難等に協

力してもらえるような体制作りをしてください。 
そのためには、地域住民の代表者等により構成される運営推進会議を活用し、日頃から地域住民

との密接な連携体制を確保するなど、訓練の実施に協力を得られる体制づくりに努めることが必要で
す。 
なお、「非常災害に関する具体的計画」とは、消防法施行規則第３条に規定する消防計画（こ

れに準ずる計画を含む。）及び風水害、地震等の災害に対処するための計画です。この場合、消防
計画の策定及びこれに基づく消防業務の実施は、消防法第８条の規定により防火管理者を置くこと
とされている指定認知症対応型共同生活介護事業所にあってはその者に行わせるものとされています。
また、防火管理者を置かなくてもよいこととされている指定認知症対応型共同生活介護事業所におい
ても、防火管理について責任者を定め、その者に消防計画に準ずる計画の策定等の業務を行わせる
ものとされています。 
グループホームなどの小規模福祉施設は、消防法により、年２回以上の訓練実施が義務付けられ

ています。「地域住民との連携」または「夜間想定」が困難であっても、所定回数以上の訓練を実施し
てください。 
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８８  ググルルーーププホホーームム運運営営にに関関すするる質質問問ににつついいてて  

健康福祉局介護事業指導課では、日々、介護保険事業所のみなさまからのご質問を受けており
ますが、電話による質問が多数となり、その場で対応することが困難な状況になっております。 
そこで、各事業者の方々から頂いたご質問や説明会や研修会等で紹介したものを「介護保険事

業者向けＱ＆Ａ」としてまとめています。以下のホームページに掲載していますので、運営について疑
問がある際は、このＱ＆Ａ集もご活用ください。 

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-kaigo/kaigo/h
oken/unei/kaigo.html 
なお、「介護保険事業者向けＱ＆Ａ」でも解決しない場合は、ＦＡＸ又はＥメールでの質問を受

け付けています。これらの質問は、その趣旨を正確にお聞きし、回答も正確にお伝えするため、原則と
してＦＡＸ又はＥメールで質問に際し参照した根拠法令等の名称と事業所としての解釈を明記して
お受けすることとしています（回答には日数がかかります）。お手数をおかけしますが、皆様のご理解と
ご協力をお願いいたします。（所定の様式がございますので、上記ホームページからダウンロードしてくだ
さい。）ＦＡＸ又は電子メールのあて先は以下のとおりです。 
横浜市健康福祉局介護事業指導課 あて 

• ＦＡＸ番号：０４５（550）3615  ※FAX 番号の間違いにご注意ください。 

• E メールアドレス： kf-jigyosha@city.yokohama.jp  
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運営推進会議は、介護保険法の改正に伴う地域密着型サービスの創設に伴い、平成 18 年度から事
業所ごとに設置が義務づけられ、事業所指定の要件にもなっています。 

運営推進会議は、利⽤者や地域住⺠の代表者等に対して、提供しているサービス内容等を明らかに
することにより、事業所による利⽤者の「抱え込み」を防⽌し、地域に開かれたサービスとすることで、サービ
スの質の確保を図ることを⽬的として設置するものであり、地域の理解と⽀援を得るための貴重な機会とな
ります。

現在、運営推進会議を設置していない事業所につきましては、「横浜市地域密着型サービス事業所に
おける運営推進会議設置運営要領」（155 ページ参照）に則り、速やかに設置してください。 

なお、委員等の選定にあたっては、必要に応じて事業所が所在する区役所と調整を図ってください。 

１１  運運営営推推進進会会議議のの概概要要 
（１）開催単位

利⽤者のプライバシー確保の観点から、原則、事業所単位で会議を設置。
（２）開催頻度

おおむね２⽉に１回以上。
（３）委員構成（委員数は下記ア〜エまでの各分野から計４⼈以上とする。）

ア 利⽤者⼜は利⽤者の家族
イ 地域住⺠の代表者
ウ 当該サービスに知⾒を有する者
エ 市の職員（当該事業所等が所在する区の職員を含む）⼜は当該事業所等を管轄する地

域包括⽀援センターの職員
（４）内容

委員に活動状況報告をし、その評価を受ける。また要望・助⾔を聴く。

２２  実実施施報報告告ににつついいてて 
（１）運営推進会議を設置した事業者は、速やかに「運営推進会議設置報告書」（第１号様

式）を健康福祉局介護事業指導課に提出する。
（２）運営推進会議開催後は、「活動状況報告書」（第２号様式）及び「運営推進会議実施報

告書」（第４号様式）を各区の⾼齢・障害⽀援課へ提出する。

運営推進会議報告様式は、下記のホームページからダウンロードできます。 
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-kaigo/kaigo/shins
ei/service/uneisuishinkaigi.html 

5  運営推進会議の開催 
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１１  利利用用料料のの受受領領ににつついいてて 

（１）徴収可能な利用料
認知症対応型共同生活介護事業所は、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることがで

きます。 
① 食材料費
② 理美容代
③ おむつ代
④ 上記３項目に掲げるもののほか、認知症対応型共同生活介護事業所おいて提供される便宜のう

ち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが
適当と認められるもの（その他の日常生活費）

※④の費用の具体的な範囲については、次の（２）の通知のとおりです。
（２）「その他の日常生活費」の受領に関する基準（平成12年３月30日 老企第54号）

「その他の日常生活費」の趣旨にかんがみ、事業者又は施設が利用者等から「その他の日常生活
費」の徴収を行うに当たっては、以下に掲げる基準が遵守されなければならないものとする。 
① 「その他の日常生活費」の対象となる便宜と、保険給付の対象となっているサービスとの間に重複

関係がないこと。
② 保険給付の対象となっているサービスと明確に区分されないあいまいな名目による費用の受領は認

められないこと。したがって、お世話料、管理協力費、共益費、施設利用補償金といったあいまい
な名目の費用の徴収は認められず、費用の内訳が明らかにされる必要があること。

③ 「その他の日常生活費」の対象となる便宜は、利用者等又はその家族等の自由な選択に基づいて
行われるものでなければならず、事業者又は施設は「その他の日常生活費」の受領について利用
者等又はその家族等に事前に十分な説明を行い、文書によりその同意を得なければならないこ
と。

④ 「その他の日常生活費」の受領は、その対象となる便宜を行うための実費相当額の範囲内で行わ
れるべきものであること。

⑤ 「その他の日常生活費」の対象となる便宜及びその額は、当該事業者の運営規程において定めな
ければならず、また、サービスの選択に資すると認められる重要事項として、事業所の見やすい場
所に掲示されなければならないこと。ただし、「その他の日常生活費」の額については、その都度変
動する性質のものである場合には、「実費」 という形の定め方が許されるものであること。

（通知別紙）認知症対応型共同生活介護において徴収が認められている「その他の日常生活費」の
具体的な範囲 

◎利用者の希望によって、身の回り品として日常生活に必要なものを事業者が提供する場合に
係る費用

６ 利用料の徴収と利用者からの同意 
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⇒身の回り品として日常生活に必要なものとは、一般的に要介護者等の日常生活に最低限必
要と考えられる物品（例えば、歯ブラシや化粧品等の個人用の日用品等）であって、利用者等
の希望を確認した上で提供されるものをいう。したがって、こうした物品を事業者がすべての利用者
等に対して一律に提供し、すべての利用者等からその費用を画一的に徴収することは認められな
いものである。 

２２  日日常常生生活活費費等等のの受受領領にに係係るる同同意意ににつついいてて 

日常生活費等を徴収するサービスについては、あらかじめ、利用者等又はその家族に対し、そのサー
ビスの内容及び費用の額について、懇切丁寧に説明を行い、利用者等の同意を文書で得てください。 
この同意については、利用者及び事業所双方の保護の立場から、サービス内容及び費用の額を

明示した文書に、利用者等の署名を受けることによって行います。 
この同意書による確認は、入居申込み時の重要事項説明に際し、日常生活費等に係る具体的な

サービスの内容及び費用の額について説明を行い、これらを明示した同意書により包括的に確認をする
ことが基本となります。ただし、同意書に記載されていない日常生活費について別途受領する必要が生
じたときは、その都度、同意書により確認します。 
なお、日常生活費等に係るサービスについては、運営基準に基づき、サービスの内容及び費用の額

を運営規程において定めなければならず、事業所の見やすい場所に掲示しなくてはなりません。 
 

３３  利利用用者者負負担担ととすするるももののがが妥妥当当ででなないい利利用用料料ににつついいてて  

認知症対応型共同生活介護事業所は、利用者から上記で述べた「その他の日常生活費」を徴収
することができます。ただし、対象となる便宜と保険給付対象サービスが重複しないことが必要です。下
記のものについては、介護報酬に含まれていますので、利用者負担とすることはできません。なお、この考
え方は、厚生労働省や神奈川県に確認をしています。 

（１）協力医療機関等への通院介助料（人件費）、タクシー代等の交通費、駐車場代 
（２）共用で使用する洗剤やトイレットペーパー 
（３）介護のために必要なプラスチックグローブ 
（４）居宅療養管理指導以外の他の介護保険サービス費用 
（５）外泊・入院期間中の食材料費 
（６）利用者の処遇上必要になった福祉用具の利用料金（個人の希望で利用する場合を除く） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

福祉用具の費用負担について 

入居者が福祉用具を利用するに当たっては、介護支援専門員等を中心に行われる総合的なア
セスメントの結果、利用者の処遇上、車いすや介護ベッド等の福祉用具が必要と判断した場合は、
事業者の負担により介護サービスの一環として提供することになります。 
なお、利用者や家族の希望で利用する場合は、個人の負担となりますが、利用者等と費用負担

について協議し、その結果を文書で保存するようにしてください。 
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４  通院介助に対する費用徴収の可否について 

協力医療機関の場合 協力医療機関ではない場合 

事業所が通院介助を行うことの必要性が
ケアプランに位置付けられている場合 

費用徴収できない。※１ 
（介護保険サービス） 

費用徴収できない。※１ 
（介護保険サービス） 

事業所が通院介助を行うことの必要性が
ケアプランに位置付けられていない場合 

費用徴収できない。※１ 
（介護保険サービス） 

費用徴収できる。  ※２ 
（介護保険外サービス） 

※１ 介護保険サービスであっても、家族でも対応できる通院介助や付添を事業所から家族に対して依頼し、家
族がそれらを任意に行うことを否定するものではありません。

※２ 介護保険外サービスのため、実費（ガソリン代、駐車場代等）を徴収できます。その費用の中に人件
費を含むことも可能です。ただし、人件費を費用に入れ、事業所の介護従業者が付き添う場合は、その介護従
業者を含めずに、人員基準を満たす必要があります。 
なお、費用徴収する際には、利用者又は利用者家族に事前に説明した上で、文書により同意を得てください。 
また、通院介助の必要性がありながら、意図的にケアプランに位置付けない行為は指導の対象となりますのでご注
意ください。 
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１１  背背景景  

介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、老人福
祉法の一部が改正され、有料老人ホーム等の利用者保護の一環で前払金、権利金の取扱いなどグ
ループホームにおける受領可能な費用の項目が変更されました。 

 

２２  受受領領可可能能なな費費用用、、ででききなないい費費用用（（老老人人福福祉祉法法第第1144条条のの４４第第１１項項）） 

(1) 受領可能な費用 
・家賃 
・敷金（上限：家賃の６月分に相当する額） 
・日常生活上必要な便宜の供与の対価（介護報酬、実費負担額） 
・前払金（※受領するための条件は３の通り） 

(2) 受領できない費用 
・権利金（入居一時金、権利金、入会金等） 

(3) 経過措置 
平成24年３月31日までに老人福祉法に基づく届出をしている事業所については、平成27年

４月１日から受領する金品から適用 
 

３３  前前払払金金をを受受領領すするるたためめのの条条件件（（老老人人福福祉祉法法第第 1144 条条のの４４第第２２項項、、第第３３項項））  

(1) 受領可能な項目であること  
（家賃又は施設の利用料並びに、介護、食事の提供及びその他の日常生活上必要な便宜の
供与） 

(2) 前払金の算定基礎を書面で明示すること 
(3) 前払金の返還に備えて、銀行の債務の保証その他の厚生労働大臣が定める措置を講じること 
(4) 入居後３月以内及び想定入居期間内に契約解除又は死亡により終了した場合に、前払金の
額から実費相当額（※）を控除した額に相当する額を返還する旨の契約を締結すること 
※実費相当額 
・入居後３月以内：家賃等÷30日×入居日数 
・想定入居期間内：契約解除日又は死亡により終了した日以降の期間について 

日割計算により算出した家賃等の金額を前払金の額から控除 
(5) 経過措置 

 施行日（平成24年４月１日）以降に入居した者に係る前払金から適用 

７ 入居一時金の取扱いについて 
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１１  高高齢齢者者虐虐待待防防止止法法及及びび本本市市独独自自基基準準ににつついいてて  

介護保険制度の普及や活用が進む一方で、高齢者に対する身体的・心理的虐待、介護や世話
の放棄・放任等が家庭や介護施設で表面化しています。このような背景もあり、「高齢者虐待の防止、
高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」（以下、「高齢者虐待防止法」）が成立し、平成
18年４月１日から施行されました。 
なお、本市条例においても、身体的拘束等に関する独自基準を設けていますので、ご確認ください。 

２２  高高齢齢者者虐虐待待防防止止法法にによよるる「「高高齢齢者者虐虐待待」」のの定定義義  

        高齢者虐待防止法では、「高齢者虐待」を、次のように定義しています。 
①身体的虐待        ：高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること 
②介護・世話の放任・放棄：高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢

者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること 
③心理的虐待       ：高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に

著しい心理的外傷を与える言動を行うこと 
④性的虐待         ：高齢者にわいせつな行為をし、させること 
⑤経済的虐待       ：高齢者の財産を不当に処分するなど高齢者から不当に財産上の利益を

得ること 
 

３３  保保健健・・医医療療・・福福祉祉関関係係者者のの責責務務ににつついいてて 

高齢者の福祉に業務上又は職務上関係のある者は、高齢者虐待を発見しやすい立場にあること
を自覚して、高齢者虐待の早期発見に努めなければなりません。また、国及び地方公共団体が講ずる
高齢者虐待の防止のための啓発活動及び高齢者虐待を受けた高齢者の保護のための施策に協力
するよう努める必要があります（高齢者虐待防止法第５条）。  
認知症高齢者グループホームにおいては、身体的拘束に関し、条例第119条第５項において、「指

定認知症対応型共同生活介護事業者は、指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、
当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体
的拘束等を行ってはならない」と規定し、さらに同条第６項において、「指定認知症対応型共同生活
介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身
の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。」 と規定しています。 

 
 

８ 虐待防止と身体的拘束の廃止 
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４ 養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止 

ア 組織としての虐待の未然防止・早期発見のための体制づくり 
高齢者虐待が発生した場合には、その原因を職員個人の問題とはせず、組織としてとらえるこ

とが大切です。 
リスクマネジメントの見地や職員が燃え尽きないためにも、日ごろの業務の中で悩みや相談を受 

け止めたり、介護技術に対してアドバイスができる体制を整備するとともに、職員の労働条件の改
善にも留意する必要があります。 

 
※「『高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律』第２条第５項に基
づく高齢者虐待の解釈について」（平成22年９月30日老推発第0930第１号）では、以下
の行為も高齢者虐待に該当するとされています。 
① 入所者を車いすやベッド等から移動させる際に、必要以上に身体を高く持ち上げた。 
② 裸になった入所者の姿を携帯電話で撮影し、他の職員に見せた。 
③ 入所者の顔に落書きをして、それを携帯電話で撮影し、他の職員に見せた。 

 
イ 通報等による不利益取り扱いの禁止 
（ア）通報義務 

通報義務は、養介護施設における高齢者虐待の事例を施設等の中で抱えてしまうことなく、
早期発見・早期対応を図り、高齢者の尊厳の保持の理念のもとサービスの質の確保や向上に
資するために設けられています。 

（イ）守秘義務との関係 
養介護施設従事者等が高齢者虐待の相談や通報を行うことは「守秘義務違反」になりま

せん。 
（ウ）公益通報者保護 

介護施設従事者等による高齢者虐待の通報等を行った従業者等は、通報等をしたことを 
理由に、解雇その他不利益な取り扱いを受けないことが規定されています。 
また、「公益通報者保護法」においても、労働者が事業所内部で法令違反が生じ、又は生

じようとしている旨を事業所内部、行政機関、事業所外部に対して所定の要件を満たして公
益通報を行った場合、通報者に対する保護が規定されています。 
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55  虐虐待待防防止止のの取取組組ににつついいてて  ≪≪令令和和33年年度度制制度度改改正正部部分分≫≫ 

令和３年４月の制度改正により、利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発
生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修を実施するとともに、これらの措
置を適切に実施するための担当者を定めること等が義務付けられました。 

 
【参考】横浜市条例第 41条の２（虐待の防止） 
  指定認知症対応型共同生活介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各
号に定める措置を講じなければならない。 

 (1) 当該認知症対応型共同生活介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員
会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その
結果について、認知症対応型共同生活介護従業者に周知徹底を図ること。 

 (2) 当該指定認知症対応型共同生活介護事業所における虐待の防止のための指針を整備するこ
と。 

 (3) 当該指定認知症対応型共同生活介護事業所において、認知症対応型共同生活介護従業
者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。 

(4) 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 
 
（１）取組の意義 
虐待は、法の目的の一つである高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及

ぼす可能性が極めて高く、指定認知症対応型共同生活介護事業者は虐待の防止のために必要な措
置を講じなければなりません。虐待を未然に防止するための対策及び発生した場合の対応等については、
「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」（平成 17 年法律第 124 
号。以下「高齢者虐待防止法」という。）に規定されているところであり、その実効性を高め、利用者の
尊厳の保持・人格の尊重が達成されるよう、（２）に掲げる観点から虐待の防止に関する措置をおこ
なってください。 
 
（２）虐待防止の措置に関する留意点 
○虐待の未然防止 
指定認知症対応型共同生活介護事業者は高齢者の尊厳保持・人格尊重に対する配慮を常に心

がけながらサービス提供にあたる必要があり、第３条の一般原則に位置付けられているとおり、研修等を
通じて、従業者にそれらに関する理解を促す必要があります。同様に、従業者が高齢者虐待防止法等
に規定する養介護事業の従業者としての責務・適切な対応等を正しく理解していることも重要です。 
○虐待等の早期発見 
指定認知症対応型共同生活介護事業所の従業者は、虐待等又はセルフ・ネグレクト等の虐待に

準ずる事案を発見しやすい立場にあることから、これらを早期に発見できるよう、必要な措置（虐待等
に対する相談体制、市町村の通報窓口の周知等）を行ってください。また、利用者及びその家族からの
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虐待等に係る相談、利用者から市町村への虐待の届出について、適切な対応をしてください。 
○虐待等への迅速かつ適切な対応 
虐待が発生した場合には、速やかに市町村の窓口に通報される必要があり、指定認知症対応型共

同生活介護事業者は当該通報の手続が迅速かつ適切に行われ、市町村等が行う虐待等に対する調
査等に協力するよう努めてください。 

 
以上の観点を踏まえ、虐待等の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に
防止するために次に掲げる事項を実施してください。 
なお、当該義務付けの適用に当たっては、令和３年改正省令附則第２条において、３年間の経過
措置を設けており、令和６年３月 31 日までの間は、努力義務とされています。 
 
（３）具体的な取組事項 
① 虐待の防止のための対策を検討する委員会の開催 
「虐待の防止のための対策を検討する委員会」（以下「虐待防止検討委員会」という。）は、虐待

等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策
を検討する委員会であり、管理者を含む幅広い職種で構成する。構成メンバーの責務及び役割分担
を明確にするとともに、定期的に開催してください。 
また、事業所外の虐待防止の専門家を委員として積極的に活用することが望ましいです。 
一方、虐待等の事案については、虐待等に係る諸般の事情が、複雑かつ機微なものであることが想定
されるため、その性質上、一概に従業者に共有されるべき情報であるとは限られず、個別の状況に応じ
て慎重に対応することが重要です。 
なお、虐待防止検討委員会は、他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営すること
も可能です。また、事業所に実施が求められるものですが、他のサービス事業者との連携により行うことも
可能です。 
また、虐待防止検討委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができます。この際、個人情報
保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダ
ンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守してください。 
虐待防止検討委員会は、具体的には、次のような事項について検討してください。その際、そこで得た
結果（事業所における虐待に対する体制、虐待等の再発防止策等）は、従業者に周知徹底を図る
必要があります。 
イ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること 
ロ 虐待の防止のための指針の整備に関すること 
ハ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること 
ニ 虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること 
ホ 従業者が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関
すること 

ヘ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること 
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ト 前号の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること 
 
② 虐待の防止のための指針の整備 
指定認知症対応型共同生活介護事業者が整備する「虐待の防止のための指針」には、次のような
項目を盛り込むようにしてください。 
イ 事業所における虐待の防止に関する基本的考え方 
ロ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項 
ハ 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針 
ニ 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針 
ホ 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項 
ヘ 成年後見制度の利用支援に関する事項 
ト 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項 
チ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項 
リ その他虐待の防止の推進のために必要な事項 
 
③ 虐待の防止のための従業者に対する研修の実施 
従業者に対する虐待の防止のための研修の内容としては、虐待等の防止に関する基礎的内容等の
適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、当該指定認知症対応型共同生活介護事業所にお
ける指針に基づき、虐待の防止の徹底を行ってください。 
職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該指定認知症対応型共同生活介護事業者が指
針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な研修（年１回以上）を実施するとともに、新規採用
時には必ず虐待の防止のための研修を実施することが重要です。 
また、研修の実施内容についても記録することが必要である。研修の実施は、事業所内での研修で差
し支えありません。 
 
④ 虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者の配置 
指定認知症対応型共同生活介護事業所における虐待を防止するための体制として、①から③までに
掲げる措置を適切に実施するため、専任の担当者を置く必要があります。当該担当者としては、虐待
防止検討委員会の責任者と同一の従業者が務めることが望ましいです。 
 

66  身身体体的的拘拘束束ととみみななさされれるる行行為為  

  身体的拘束とみなされる11の行為は、次のとおりです。 
①徘徊しないように、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。 
②転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。 
③自分で降りられないように、ベッドを柵（サイドレール）で囲む。 
④点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。 

51



⑤点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指の機能
を制限するミトン型の手袋等をつける。 

⑥車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Ｙ字拘束帯や腰ベルト、車いすテー
ブルをつける。 

⑦立ち上がり能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する。 
⑧脱衣やおむつはずしを制限する為に、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。 
⑨他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。 
⑩行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。 
⑪自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。 

 

77  ３３原原則則のの遵遵守守 

利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合において、次の
３原則の全てを満たさないと身体的拘束を行うことは許されません（原則禁止）。 
■ 切迫性（緊急的に拘束が必要である）  

   利用者本人または他の利用者等の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと 
■ 非代替性（他に方法がみつからない） 

   身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと 
■ 一時性（拘束する時間を限定的に定める） 

   身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること 
上記のうち一つでも欠けていた場合には、身体的拘束は許されません。 
 

88  身身体体的的拘拘束束等等をを行行うう場場合合にに事事前前説説明明のの原原則則化化（（本本市市独独自自基基準準））  

本市条例では、身体的拘束等を受ける本人や家族には、原則的に事前に説明がなされるべきで
あり、事後同意であっては、同意自体が形骸化する可能性があるため、次の基準を設けました。 

  ＜条例第119条７項＞ 
指定認知症対応型共同生活介護事業者は、身体的拘束等を行う場合には、事前に、当該利

用者又はその家族に、身体的拘束等の態様等を説明しなければならない。ただし、やむを得ない
事情により事前に当該説明をすることが困難な場合は、この限りでない。 

  ＜条例第119条８項＞ 
指定認知症対応型共同生活介護事業者は、前項ただし書の規定により事前に説明を行わな

かった場合には、当該身体的拘束等を行った後速やかに、当該利用者又はその家族に、身体的
拘束等の態様等を説明しなければならない。 

 

99  虐虐待待防防止止・・身身体体拘拘束束廃廃止止へへのの取取組組みみ（（『『介介護護保保険険施施設設ににおおけけるる身身体体拘拘束束廃廃止止のの啓啓発発・・
推推進進事事業業報報告告書書』』よよりり抜抜粋粋」」  
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各事業所においては、認知症高齢者の状態を的確に把握し、高齢者の尊厳を支える専門性の
高いケアを行うことが必要です。虐待防止や身体的拘束廃止に向けた委員会等の設置や家族への
説明方法の整備、対応方針や手続きの策定といった取組みを行うとともに、外部の研修会の受講や
内部での勉強会を実施することで、虐待防止への認識を高める取組みも必要です。 
管理者等と現場との間に意識の乖離がないよう、管理者等が中心となって、関係者全員で共通

の認識を持ち、事業所が一体となって虐待防止・身体的拘束の廃止へ取組んでください。 
 
 
 
 

【参考】身体拘束ゼロの手引き（厚生労働省作成） 
＜必見！ぜひご一読ください！！＞ 

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-kaigo/kaigo/shins
ei/service/henkou_unei/gh.files/0068_20190527.pdf 
 

53

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-kaigo/kaigo/shinsei/service/henkou_unei/gh.files/0068_20190527.pdf
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-kaigo/kaigo/shinsei/service/henkou_unei/gh.files/0068_20190527.pdf


 
 
 

近年、介護現場では、利用者や家族等による介護職員への身体的暴力や精神的暴力、セクシュ
アルハラスメントなどが少なからず発生していることが様々な調査で明らかとなっています。これは、介護サ
ービスは直接的な対人サービスが多く、利用者宅への単身の訪問や利用者の身体への接触も多いこと、
職員の女性の割合が高いこと、生活の質や健康に直接関係するサービスであり安易に中止できないこ
と等と関係があると考えられます。 
そこで、平成30年度厚生労働省老人保健健康増進等事業において、「介護現場におけるハラスメ

ント対策マニュアル」が作成され、厚生労働省老健局振興課から平成31年４月10日介護保険最新
情報Vol.718により事務連絡が発出されました。 

 
 

１１  「「介介護護現現場場ににおおけけるるハハララススメメンントト対対策策ママニニュュアアルル」」にによよるる「「ハハララススメメンントト」」のの定定義義  

    ハラスメントについては、確定した定義はありませんが、当該マニュアルでは、身体的暴力、精神的暴力
及びセクシャルハラスメントをあわせて介護現場におけるハラスメントとされています。 
①身体的暴力：身体的な力を使って危害を及ぼす行為。（職員が回避したため危害を免れたケースを含む） 
  ex)物を投げつける、蹴られる、手をはらいのけられる、たたかれる、唾を吐く等 
②精神的暴力：個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為。 
  ex)大声を発する、怒鳴る、気に入った従業者以外に批判的な言動をする等 
③セクシャルハラスメント：意に添わない性的な誘いかけ、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為 
  ex)必要もなく手や腕をさわる、抱きしめる、卑猥な言動を繰り返す等 

２２  ハハララススメメンントト対対策策にに関関すするる取取組組  ≪≪令令和和３３年年度度制制度度改改正正部部分分≫≫  

令和３年４月の制度改正により、介護サービス事業者の適切なハラスメント対策を強化する観点
から、男女雇用機会均等法等におけるハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえつつ、ハラスメ
ント対策が求められることとなりました。 

 
【参考】横浜市条例第33条第5項（勤務体制の確保等） 

指定認知症対応型共同生活介護事業者は、適切な指定認知症対応型共同生活介護の提供
を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって
業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより認知症対応型共同生活介護従業者の就業環境が
害されることを防止するための方針の明確化その他の必要な措置を講じなければならない。 

 
同条第５項は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和

47 年法律第113 号）第11 条第１項及び労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安
定及び職業生活の充実等に関する法律（昭和41 年法律第132 号）第30 条の２第１項の規

9 介護現場におけるハラスメント対策について 
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定に基づき、事業主には、職場におけるセクシュアルハラスメントやパワーハラスメント（以下「職場にお
けるハラスメント」という。）の防止のための雇用管理上の措置を講じることが義務づけられていることを
踏まえ、規定したものです。事業主が講ずべき措置の具体的内容及び事業主が講じことが望ましい取
組については、次のとおりです。なお、セクシュアルハラスメントについては、上司や同僚に限らず、利用者
やその家族等から受けるものも含まれることに留意してください。 

 
○事業主が講ずべき措置の具体的内容及び事業主が講じることが望ましい取組 
イ  事業主が講ずべき措置の具体的内容 

事業主が講ずべき措置の具体的な内容は、事業主が職場における性的な言動に起因する問題
に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針（平成18 年厚生労働省告示第615 
号）及び事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管
理上講ずべき措置等についての指針（令和２年厚生労働省告示第５号。以下「パワーハラスメン
ト指針」という。）において規定されているとおりですが、特に留意されたい内容は以下のとおりです。 

 
ａ  事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発職場におけるハラスメントの内容及び職場にお
けるハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、従業者に周知・啓発すること。 

ｂ  相談（苦情を含む。以下同じ。）に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備相談に
対応する担当者をあらかじめ定めること等により、相談への対応のための窓口をあらかじめ定め、労
働者に周知すること。 

 
なお、パワーハラスメント防止のための事業主の方針の明確化等の措置義務については、女性の

職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律（令和元年法律第24 
号）附則第３条の規定により読み替えられた労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の
安定及び職業生活の充実等に関する法律第30 条の２第１項の規定により、中小企業（資本
金が３億円以下又は常時使用する従業員の数が300 人以下の企業）は、令和４年４月１日
から義務化となり、それまでの間は努力義務とされていますが、適切な勤務体制の確保等の観点か
ら、必要な措置を講じるよう努めてください。 
 

ロ  事業主が講じることが望ましい取組について 
パワーハラスメント指針においては、顧客等からの著しい迷惑行為（カスタマーハラスメント）の防

止のために、事業主が雇用管理上の配慮として行うことが望ましい取組の例として、次のことが規定
されています。 
①相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 
②被害者への配慮のための取組（メンタルヘルス不調への相談対応、行為者に対して１人で対
応させない等） 

③被害防止のための取組（マニュアル作成や研修の実施等、業種・業態等の状況に応じた取
組） 

介護現場では特に、利用者又はその家族等からのカスタマーハラスメントの防止が求められている
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ことから、イ（事業主が講ずべき措置の具体的内容）の必要な措置を講じるにあたっては、「介護
現場におけるハラスント対策マニュアル」、「（管理職・職員向け）研修のための手引き」等を参考に
した取組を行うことが望ましいです。 
加えて、都道府県において、地域医療介護総合確保基金を活用した介護職員に対する悩み相

談窓口設置事業や介護事業所におけるハラスメント対策推進事業を実施している場合、事業主が
行う各種研修の費用等について助成等を行っていることから、事業主はこれらの活用も含め、介護
事業所におけるハラスメント対策を推進することが望ましいです。 

３ 関連資料 

平成 30 年度厚生労働省老人保健健康増進等事業（介護現場におけるハラスメントに関する調査研
究事業）や令和元年度同事業（介護現場におけるハラスメントに関する研修・相談支援のあり方に関する
調査研究事業）（実施団体：株式会社 三菱総合研究所）において、介護現場における利用者や家
族等からのハラスメントの実態を調査するとともに、有識者で構成される検討委員会での議論を踏まえ、介護
事業者向けの「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」や「（管理者向け・職員向け）研修のため
の手引き」、「（職員向け）研修動画」等が作成されました。 
ハラスメント対策にあたっては、関係機関との連携も重要となります。地方公共団体をはじめとする行政や

関係各機関と介護事業者が日頃から連携する仕組みの構築についても、マニュアルや研修の手引き・動画
を参考に進めていただきますよう、お願いいたします。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html 
 

4 ハラスメントに関する相談窓口 

介護サービス事業所の介護職員等が利用者やその家族等からハラスメントを受けているにも関わらず、事
業主が適切な対応をとらないなど、ハラスメントに関する対応について、労使間に問題がある場合には、次の
相談窓口に相談できます。 
 
〇神奈川県  
かながわ労働センターの労働相談  
 http://www.pref.kanagawa.jp/docs/k5n/soudan/index.html 
〇厚生労働省 
神奈川県労働局 総合労働相談センター 
http://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/madoguchi_annai/soudanmadoguchi 
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１１  基基本本方方針針  

介護サービスは、利用者やその家族の生活を継続する上で欠かせないものであり、感染症や災害が
発生した場合であっても、利用者に対して必要なサービスが安定的・継続的に提供されることが重要で
す。高齢者は重症化するリスクが高い特性があり、昨今の新型コロナウイルス感染症の拡大に際しては、
介護における感染も発生しています。また、近年、様々な地域で大規模災害が発生しており、介護事
業所の被害も発生しています。そこで、事業所においては、感染症対策及び災害対策を徹底しながら、
地域において必要なサービスを継続的に提供していく体制を確保していくことが必要です。 

２２  業業務務継継続続計計画画（（BBCCPP））のの策策定定  ≪≪令令和和３３年年度度制制度度改改正正部部分分≫≫  

   令和3年4月の制度改正により、感染症や災害が発生した場合であっても、利用者に必要なサービ
スが安定的・継続的に提供される体制を構築することが規定されました、そのため事業所においては、
感染症や災害に対して、日頃からの発生時に備え、利用者のサービスの提供を継続的に実施するた
め及び早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を作成し、従業者に対し内容の周知、
必要な研修及び訓練等を実施してください。 

 
【参考】横浜市条例第33条の２（業務継続計画の策定等） 

 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、感染症、非常災害等の発生時において、利用者に
対する指定認知症対応型共同生活介護の提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期
の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従
い必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、認知症対応型共同生活介護従業者に対し、業務
継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応
じてその変更を行うものとする。 

 
（１）具体的な取組内容 
指定認知症対応型共同生活介護事業者は、感染症や災害が発生した場合にあっても、利用者が

継続して指定認知症対応型共同生活介護の提供を受けられるよう、業務継続計画を策定するとともに、
当該業務継続計画に従い、認知症対応型共同生活介護従業者に対して、必要な研修及び訓練
（シミュレーション）を実施しなければなりません。 
なお、業務継続計画の策定、研修及び訓練の実施については、事業所に実施が求められるものです

が、他のサービス事業者との連携等により行うことも可能です。また、感染症や災害が発生した場合には、
従業者が連携し取り組むことが求められることから、研修及び訓練の実施にあたっては、全ての従業者が

 10 感染症や災害への対応 
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参加できるよう努めてください。 
なお、当該義務付けの適用に当たっては、３年間の経過措置を設けており、令和６年３月31 日ま

での間は、努力義務とされています。 
 
（２）業務継続計画に記載すべき項目 
業務継続計画には、以下の項目等を記載してください。なお、各項目の記載内容については、「介護

施設・事業所における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」、「介護施設・事業所
における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」を参照してください。また、想定される災害等は地域
によって異なるものであることから、項目については実態に応じて設定してください。なお、感染症及び災害
の業務継続計画を一体的に策定することも可能です。 
イ 感染症に係る業務継続計画 
ａ 平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品の確保等） 
ｂ 初動対応 
ｃ 感染拡大防止体制の確立（保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情報共有
等） 

ロ 災害に係る業務継続計画 
ａ 平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止した場合の対策、
必要品の備蓄等） 

ｂ 緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等） 
ｃ 他施設及び地域との連携 

 
（３）研修の実施 
研修の内容は、感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内容を職員間に共有するとともに、

平常時の対応の必要性や、緊急時の対応にかかる理解の励行を行うものとしてください。 
職員教育を組織的に浸透させていくために、定期的（年２回以上）な教育を開催するとともに、新

規採用時には別に研修を実施することが望まれます。また、研修の実施内容についても記録してください。   
なお、感染症の業務継続計画に係る研修については、感染症の予防及びまん延の防止のための研修

と一体的に実施することも可能です。 
 
（３）訓練の実施 
訓練（シミュレーション）においては、感染症や災害が発生した場合において迅速に行動できるよう、

業務継続計画に基づき、事業所内の役割分担の確認、感染症や災害が発生した場合に実践するケア
の演習等を定期的（年２回以上）に実施してください。 
なお、感染症の業務継続計画に係る訓練については、感染症の予防及びまん延の防止のための訓 

練と一体的に実施することも可能です。 
訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問いませんが、机上及び実地で実施するものを適切に組

み合わせながら実施してください。 

58



 

３ 業務継続計画（BCP）の策定にあたっての参考資料等 

   業務継続計画の策定にあたり、厚生労働省のウェブサイトに介護施設・事業所における業務継続
計画（ＢＣＰ）の作成を支援するために、研修動画を掲載されています。 

   新型コロナウイルス感染症や自然災害等、場面ごとに計画策定にあたってのガイドラインや各サービ
スのひな型が掲載されているので、ご参照ください。 

   
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_kour
eisha/douga_00002.html#3 

 
 

４４  感感染染症症対対策策のの実実施施  ≪≪令令和和３３年年度度制制度度改改正正部部分分≫≫ 

昨今の新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、令和3年4月の制度改正により、事業所において、
感染症の発生及びまん延等に関する取組として委員会の設置、指針の整備、研修の実施、訓練の
実施が義務付けられました。なお、経過措置により令和６年３月31日までの間は努力義務となりま
すが、令和６年４月１日以降は全ての事業所で実施が義務付けられますので準備を進めていただく
ようお願いします。 

 
【参考】条例第104条（衛生管理等） 

事業者は、利用者の使用する食器その他の設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理 
に努め、かつ、衛生上必要な措置を講じなければならない。 

２ 事業者は、当該指定認知症対応型共同生活介護事業所において感染症又は食中毒が発生し、
及びまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。 
(1) 当該指定認知症対応型共同生活介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延

の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとす
る。）をおおむね６月に１回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図
ること。 

(2) 当該指定認知症対応型共同生活介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延
の防止のための指針を整備すること。 

(3) 当該指定認知症対応型共同生活介護事業所において、介護職員その他の従業者に対し、
感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防
止のための訓練を定期的に実施すること。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が別に定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処
等に関する手順に沿った対応を行うこと。 
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 （１）食中毒、感染症の予防及びまん延防止のための環境整備 

当該条例は指定認知症対応型共同生活介護事業者の必要最低限の衛生管理等について規定
したものですが、このほか、次の点に留意してください。 
イ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、食中毒及び感染症の発生を防止するための措
置等について、必要に応じて保健所の助言、指導を求めるとともに、常に密接な連携を保つこと。 

ロ 特にインフルエンザ対策、腸管出血性大腸菌感染症対策、レジオネラ症対策等については、そ 
の発生及びまん延を防止するための措置について、別途通知等が発出されているので、これに基
づき、 適切な措置を講じること。 

ハ 空調設備等により事業所内の適温の確保に努めること。 
  
（２）感染症まん延の防止の措置 
感染症が発生し、又はまん延しないように講ずべき措置については、具体的には次のイからハまでの

取扱いとなります。各事項について、事業所に実施が求められるものですが、他のサービス事業者との
連携等により行うことも可能です。 
なお、当該義務付けの適用に当たっては、令和３年改正省令附則第４条において、３年間の経 

過措置を設けており、令和６年３月31 日までの間は、努力義務とされている。 
 
イ 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会 

当該事業所における感染対策委員会であり、感染対策の知識を有する者を含む、幅広い職
種により構成することが望ましく、特に、感染症対策の知識を有する者については外部の者も含め
積極的に参画を得ることが望ましいです。 
構成メンバーの責任及び役割分担を明確にするとともに、専任の感染対策を担当する者（以

下「感染対策担当者」という。）を決めておくことが必要です。感染対策委員会は、利用者の状
況など事業所の状況に応じ、おおむね６月に１回以上、定期的に開催するとともに、感染症が
流行する時期等を勘案して必要に応じ随時開催してください。 
感染対策委員会は、テレビ電話装置等（リアルタイムでの画像を介したコミュニケーションが可

能な機器をいう。以下同じ。）を活用して行うことが可能です。この際、個人情報保護委員会・
厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚
生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守してください。 
なお、感染対策委員会は、他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営する

ことも可能です。また、事業所に実施が求められるものですが、他のサービス事業者との連携等に
より行うことも可能です。 

 
ロ 感染症の予防及びまん延の防止のための指針 

当該事業所における「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」には、平常時の対策及
び発生時の対応を規定してください。 
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平常時の対策としては、事業所内の衛生管理（環境の整備等）、ケアにかかる感染対策
（手洗い、標準的な予防策）等、発生時の対応としては、発生状況の把握、感染拡大の防止、
医療機関や保健所、市町村における事業所関係課等の関係機関との連携、行政等への報告
等が想定されます。また、発生時における事業所内の連絡体制や上記の関係機関への連絡体
制を整備し、明記しておくことも必要です。 
なお、それぞれの項目の記載内容の例については、「介護現場における感染対策の手引き」を

参照してください。 
 
ハ 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練 

認知症対応型共同生活介護従業者に対する「感染症の予防及びまん延の防止のための研
修」の内容は、感染対策の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該事業所
における指針に基づいた衛生管理の徹底や衛生的なケアの励行を行ってください。 
職員教育を組織的に浸透させていくためには、当該事業所が定期的な教育（年２回以上）

を開催するとともに、新規採用時には感染対策研修を実施することが望まれます。また、研修の
実施内容についても記録することが必要です。 
なお、研修の実施は、厚生労働省「介護施設・事業所の職員向け感染症対策力向上のため

の研修教材」等を活用するなど、事業所内で行うものでも差し支えなく、当該事業所の実態に応
じ行ってください。 
また、平時から、実際に感染症が発生した場合を想定し、発生時の対応について、訓練（シミ

ュレーション）を定期的（年２回以上）に行うことが必要です。訓練においては、感染症発生時
において迅速に行動できるよう、発生時の対応を定めた指針及び研修内容に基づき、事業所内
の役割分担の確認や、感染対策をした上でのケアの演習などを実施してください。 
訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問いませんが、机上及び実地で実施するものを適

切に組み合わせながら実施してください。 
 

５ 介護現場における感染対策の手引き 

社会福施設等が提供する各種サービスは、利用者の方々やその家族の生活を継続する上で欠か
せないものであり、十分な感染防止対策を前提として、利用者に対して必要な各種サービスが継続定
期に提供されることが重要です。介護現場で必要な感染症の知識や対応方法等、新型コロナウイル
ス感染症に限らず、介護現場における感染症への対応力の向上を目的として、厚生労働省より、「介
護現場における感染対策の手引き」が作成されています。 
介護職員の方においては日常ケアを行う上での必要な感染対策の知識や手技の習得の手引きとし

て、事業所の管理者の方においては、その役割と感染管理体制の構築のための手引きとして研修等に
活用してください。 

 
◯介護現場における感染症対策の手引き 
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◯介護職員のための感染対策マニュアル（手引きの概要版） 
◯感染対策普及リーフレット（手引きのポスター版） 
【掲載場所】 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_kour

eisha/taisakumatome_13635.html 
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認知症対応型共同生活介護事業者は、「横浜市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運

営等の基準等に関する条例」及び「横浜市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び
運営、指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関す
る条例」において、自ら提供するサービスの自己評価及び外部評価が義務付けられています。 
 
１１  実実施施のの必必要要性性  
  ((11))  自自己己評評価価 

自己評価は、サービス水準の向上に向けた自発的努力と体制づくりを誘導し、その内容及び範囲に
おいて、これらの指定基準を上回るものとして設定されるものであり、事業所が地域密着型サービスとし
て目標とされる実践がなされているかを具体的に確認するものです。自己評価の実施により、サービス
水準の向上に向けた具体的な課題を事業所が見出し、改善への取り組みを行っていくための契機とし
ます。 
評価を行うに当たっては、事業所を設置・運営する法人の代表者の責任の下に、管理者が介護従

業者と協議して実施してください。 
((22))  外外部部評評価価 
外部評価は、第三者又は運営推進会議による外部評価の結果と、当該結果を受ける前に行った

自己評価の結果を対比して両者の異同について考察した上で、外部評価の結果を踏まえて総括的な
評価を行うこととし、これによって、サービスの質の評価の客観性を高め、サービスの質の改善を図ること
を狙いとするものです。   
外部評価では、外部評価機関又は運営推進会議による一定項目に関する訪問調査・書面に基づ

く評価を行います。評価作業の一連の過程を事業者が主体的に取り組み、評価結果をもとに具体的
な改善や情報公開等に活かし、各事業所が良質なサービスの水準を確保し、向上を図っていくことを目
的としています。 
【外部評価のねらい】 
・ 入居者及び家族の安心と満足を図る 
・ ケアサービスの水準を一定以上に維持する 
・ 改善点を明確にし、改善に向けた関係者の自発的努力と体制づくりを促す 
・ 継続的に評価を行うことを通じて、関係者による自発的な研修等によるケアの向上を促す教育

的効果 
・ 事業所に対する社会的信頼性を高める 
 
【運営推進会議を活用して外部評価を実施する際の留意点】 
・ 外部評価を行う運営推進会議は単独開催で行うこと 
・ 市職員又は地域包括支援センター職員、指定認知症対応型共同生活介護に知見を有し公
正・中立な第三者の立場にある者の参加が必要 

11 自己評価と外部評価の実施 
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２２  結結果果のの公公表表ににつついいてて 
各事業者は、自己評価及び外部評価の実施並びにそれらの結果の公表を行い、自らのサービスの

質の改善を常に図ることが、指定基準により義務付けられています。利用者に対してサービスを提供す
るに当たって、すべての介護従業者に対して十分に意識付けを図ることが重要です。 
評価機関は、独立行政法人福祉医療機構が運営する「福祉保健医療情報ネットワークシステム

（ＷＡＭＮＥＴ）」を利用して、「自己評価及び外部評価の結果」及び「目標達成計画」（以下
「評価結果等」という。）を公表します。 

  事業者は、評価結果等を、 
① 利用申込者又はその家族に対する説明の際に交付する重要事項を記した文書に添付の上、

説明します。 
② 事業所内の見やすい場所に掲示したり、自ら設置するホームページ上に掲示するなどの方法に

より、広く開示します。 
③ 利用者及び利用者の家族へ送付等により提供をします。 
④ 指定を受けた市町村に評価結果等を提出します。 

また、みなし等により他市町村の指定を受けた場合も同様の取扱いとなります。 
⑤ 評価結果については、自ら設置する運営推進会議において出席者に説明します。 

  市町村は、事業所から提出された評価結果等を、 管内に設置する地域包括支援センターに提供す
るとともに、市町村の窓口及び地域包括支援センターの利用しやすい場所に掲示等を行います。 
  
３３  自自己己評評価価及及びび外外部部評評価価のの頻頻度度 

事業者は、事業所ごとに、原則として少なくとも年に 1回は自己評価及び外部評価を受けるものとさ
れています。なお、神奈川県内の事業所については、年度ごとに「１回」 実施することとされています。 

(1) 既存事業所の場合 
各年度（４月１日から３月31日まで）内に１回、毎年、自己評価及び外部評価を実施し、

その結果を横浜市に提出してください。 
なお、「横浜市外部評価の実施回数の緩和の適用に係る事務取扱要領」に基づき、外部評

価の実施回数の緩和の適用を受けた場合、外部評価の実施を２年に１回とすることができます。 
ただし、自己評価については緩和の適用に関わらず、毎年実施し、その結果を横浜市に報告す

る必要がありますので、ご注意ください。 
(2) 新規事業所の場合 

新規に開設する事業所については、事業所の指定年月日が属する年度の翌年度までに自己
評価及び外部評価を実施し、評価結果を横浜市に提出してください。その後の実施頻度は、(1) 
既存事業所と同様です。 
ただし、指定認知症対応型共同生活介護事業所においては、ユニット数の増減により、事業

所の運営状況が変化した場合には、市町村に体制の変更届を提出し受理された日が起算日と
なり、新規開設事業所と同様の扱いになります。 
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４４  実実施施回回数数のの緩緩和和ににつついいてて 
 ⼀定の要件を満たす事業所については、外部評価の実施回数を緩和（２年に１回）とすることがで
きます。ただし、⾃⼰評価及び⽬標達成計画書の作成については、毎年実施をしてください。 
 実施回数の緩和の適⽤を受けるための要件や⼿続きにつきましては、158 ページの「横浜市外部評
価の実施回数の緩和の適⽤に係る事務取扱要領」を参照してください。なお、運営推進会議を活⽤
した評価については、外部の者による評価の実施回数の緩和要件である評価の継続年数に算⼊する
ことはできません。 
外部評価の緩和に係る届出様式は、下記のページからダウンロードできます。 

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-kaigo/kaigo/s
hinsei/service/jikohyoka-gaibuhyoka.html 

５５  評評価価結結果果報報告告のの流流れれ（（6688・・6699 ペペーージジののフフロローー図図参参照照）） 
（１）事業所は外部評価結果が評価機関から届き次第、健康福祉局介護事業指導課あてに

①サービス評価結果提出届（別紙参照）とともに、
②⾃⼰評価結果表、
③外部評価結果表
④⽬標達成計画
⑤返信⽤封筒
を提出する。 提出先︓横浜市健康福祉局介護事業指導課

サービス評価結果提出届の様式は、下記のページからダウンロードできます。
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-kaigo/kaigo/s
hinsei/service/jikohyoka-gaibuhyoka.html

（２）健康福祉局は、提出届に受理印を押印して、事業者に返送する。
（３）健康福祉局は、評価結果表の写しを、当該区役所に送付する。
（４）区役所は、評価結果表の写しを当該地域包括⽀援センターに提出する。
（５）健康福祉局、区役所、地域包括⽀援センターは、評価結果表等をファイリングし、市⺠等の求

めに応じて閲覧できるようにする。

66  法法的的根根拠拠 
（１）「指定地域密着型サービスの事業の⼈員、設備及び運営に関する基準」（抜粋）

第 119 条第 10 項（認知症対応型共同⽣活介護）
    指定認知症対応型共同⽣活介護事業者は、⾃らその提供する指定認知症対応型共同⽣活

介護の質の評価を⾏うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、
常にその改善を図らなければならない。 

（２）「指定地域密着型介護予防サービスの事業の⼈員、設備及び運営並びに指定地域密着型
介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な⽀援の⽅法に関する基準」（抜粋）
第 89 条第 2 項（介護予防認知症対応型共同⽣活介護）
指定介護予防認知症対応型共同⽣活介護事業者は、⾃らその提供する指定介護予防認

知症対応型共同⽣活介護の質の評価を⾏うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、
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それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。 
（３）「 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第 97条第 7項等

に規定する自己評価・外部評価の実施等について」の一部改正について（平成 18年 10月
17 日付厚生労働省通知（老計発第 1017001 号）(最終改正：平成 27 年 3 月 27
日)） 

 

７７  神神奈奈川川県県選選定定外外部部評評価価機機関関（（令令和和 33年年 44月月  現現在在）） 
選定番号 評価機関名 所在地 電話（FAX） 

1420040102 
公益社団法人かながわ福祉サー
ビス振興会 

中区山下町 23 
日土地山下町ビル 9階 

045-671-0294 
(045-671-0295) 

1420050901 株式会社 R-CORPORATION 
神奈川区鶴屋町 
3-30-8ＳＹビル 2Ｆ 

045-319-0278 
(045-319-0268) 

1420051102 
特定非営利活動法人ニッポン・ア
クティブライフクラブ ナルク神奈川
福祉サービス第三者評価事業部 

西区南浅間町 8-22-207 
045-323-4711 

(045-309-7401) 

1420051101 株式会社フィールズ 
藤沢市鵠沼橘 1-2-7 
藤沢トーセイビル 3階 

0466-29-9430 
(0466-29-2323) 

 

８８  「「介介護護ササーービビスス情情報報のの公公表表」」制制度度ととのの関関係係  
「介護サービス情報の公表」制度（以下、情報公表制度）は、介護サービスの利用に際し、利用

者やその家族等が自ら事業所の選択ができるよう支援するためのしくみとして介護保険法で定められて
いる制度で、認知症対応型共同生活介護については、平成 21 年度から新たに情報公表制度の対
象となりました。 
公表の対象となるサービス事業者は、報告（調査票の提出）、訪問調査の実施、それらに伴う公

表、並びに調査及び公表に要する手数料の納付が義務付けられています。 
情報公表制度の実施により、介護サービスの利用者や家族は、インターネットなど様々な方法で介護サ

ービスを提供する事業所の情報を比較検討し、自分にあった事業所を見つけることが出来ます。 
一方で、外部評価制度は、事業者が行うサービスの質の評価の客観性を高め、改善を図ることを狙

いとしています。 
情報公表制度と外部評価制度は、趣旨や目的が異なることから、事業所の訪問調査についても、それぞ

れ実施するなど、いずれの制度も適切に実施する必要があります。 
 
９ 厚生労働省Q&A 

【R3.3.29 介護保険最新情報 Vol.953 令和３年介護報酬改定に関する Q＆A Vol.4】 
(25) 認知症グループホームの運営推進会議には、地域密着型サービス基準が定める全てのメンバー
（利用者、市町村職員、地域住民の代表者（町内会役員、民生委員、老人クラブの代表等））が
毎回参加することが必要となるのか。 

   (答) 毎回の運営推進会議に、全てのメンバーが参加しなければならないという趣旨ではなく、会議の議題
に応じて、適切な関係者が参加することで足りるものである。 
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ただし、運営推進会議のうち、今般の見直しにより導入する「運営推進会議を活用した評価」として
実施するものについては、市町村職員又は地域包括支援センター職員、認知症対応型共同生活介
護に知見を有し公正・中立な第三者の立場にある者の参加が必須である。 

 
【R3.3.29 介護保険最新情報 Vol.953 令和３年介護報酬改定に関する Q＆A Vol.4】 
(26) 今般、認知症グループホームにおける第三者評価は、外部の者による評価と運営推進会議におけ
る評価のいずれかから受けることとされたが、運営推進会議における評価を実施した場合、第三者評価及
び運営推進会議の両方を開催したものとして取り扱うのか。 

     (答) なお、今回の改定は、運営推進会議の開催頻度について現行のおおむね年間６回（２月に１
回）以上開催することを変更するものではなく、このうち１回以上をサービスの質を評価する回として
よいという意味であること。 

 
【R3.3.29 介護保険最新情報 Vol.953 令和３年介護報酬改定に関する Q＆A Vol.4】 
(27) 「「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第 97 条第８項等に
規定する自己評価・外部評価の実施等について」において、事業所の外部評価の実施回数について、本
来１年に１回以上のところ、２年に１回とすることができる場合の要件の一つとして「過去に外部評価を
５年間継続して実施している」ことが挙げられているが、運営推進会議における評価を行った場合、外部
評価を実施したとみなして継続年数に算入することができるか。 
(答) できない。継続年数に算入することができるのは、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備

及び運営に関する基準第 97条第８項第１号に規定する外部の者による評価を行った場合に限
られる。 
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事業所 評価機関 区役所
地域包括

支援センター
介護事業指導課

自己評価票
の作成

新規開設事業者
に評価事業の

案内

評価機関に評価
受審の申込

評価機関と評価
業務委託契約

評価機関に評価
手数料の支払い

情報提供票の作成
自己評価票等

関係資料の準備
（評価機関
に提出）

評価を実施
（書面評価と
訪問調査）

利用者家族に対
するアンケート

評価機関に
意見提出

評価結果表を
作成し事業者

に通知

審査を経て評価
結果を確定し、
事業者に通知

評価結果を踏まえ
て目標達成計画を

作成する

評価結果及び目標
達成計画を市町村

に提出
（自己評価票及び
外部評価結果表）

評価結果の受理

評価結果を利用者
及び家族に手交
もしくは送付

（自己評価票及び
外部評価結果表）

目標達成計画と
市町村提出日

（受理日）の報
告を受ける

評価受審履歴
の管理

評価結果を事業所
内（ＨＰ含む）に
掲示、利用者等へ

交付等
（自己評価票及び
外部評価結果表）

評価結果を
インターネット

で公開
（自己評価及び

外部評価）
（目標達成計

画）

区役所にて、
評価結果資料を
相談等に活用

（事業所自己評価
及びサービス

評価総括表））

評価結果を
センター内に掲示
（事業所自己評価

及びサービス
評価総括表）

未受審事業所名の
公表や受審勧奨等

認知症対応型生活介護における自己評価・外部評価 業務フロー図
評価機関による評価を受ける場合

受領通知（受理印を押印して返送）

郵 送 等

受理通知（受理印を押印して返送）
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認知症対応型生活介護における自己評価・外部評価 業務フロー図
運営推進会議による評価を受ける場合

事業所 運営推進会議 区役所
地域包括

支援センター
介護事業指導課

新規開設事業者
に評価事業の案内

事業所自己評価の
作成

事業所自己評価
の内容や課題等
について報告

第三者の観点
から意見を得て
新たな課題や

改善点を
明らかにする

運営推進会議に
おける評価を提出

評価結果等の受理

評価結果を利用者
及び家族に手交
もしくは送付

（自己評価票及び
外部評価結果表）

評価結果等の
管理

評価結果を
インターネット

で公開
（自己評価及び
外部評価表）

評価結果を事業所
内（ＨＰ含む）に
掲示、利用者等

へ交付等
（自己評価票及び
外部評価結果表）

区役所にて、
評価結果資料を
相談等に活用

（事業所自己評
価）

評価結果を
センター内に掲示
（事業所自己評

価）

未実施事業所名の
公表や受審勧奨等

郵 送 等

受理通知（受理印を押印して返送）
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サービス評価結果提出届（兼受理書）

健康福祉局介護事業指導課 あて 

（太枠内のみ記入してください。） 

提出日：  年  月  日 

届
出
者

サービス種別

(該当に○)

小規模多機能型居宅介護 介護予防小規模多機能型居宅介護 

認知症対応型共同生活介護 介護予防認知症対応型共同生活介護 

看護小規模多機能型居

宅介護 

事業所番号 １ ４ 

事業所名 

事業所所在地 
（〒   －   ） 

担当者名 

連絡先 電話 FAX 

次のとおり、資料を添えて提出します。 

外部評価受審結果表受理日 年 月   日 

添付書類 

(ﾁｪｯｸ欄にレ)

チ
ェ
ッ
ク
欄

自己評価及び外部評価結果(外部評価の緩和適用年度は自己評価のみ) 

目標達成計画 

返信用封筒(84 円切手を貼った返信先明記の長３封筒) 

（以下は記入しないでください。） 

次のとおり、サービス評価結果報告書を受理しました。 

報告書受理日 年   月   日 実施年度 年度 

受理内容 自己評価結果 外部評価結果 目標達成計画 

次回実施期限  年   月   日 

＜次回の外部評価実施後、評価機関から受診結果表を受理した日から１か月以内に報告書を提出してください。＞ 

＜この受理書は再発行しません。外部評価の緩和の適用を受ける際に必要になりますので、きちんと管理してください。＞ 

【発行】 横浜市健康福祉局介護事業指導課 電話 045-671-3466 FAX045-681-7789 

 受付担当者： 

横浜市収受印 

収受番号: 
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自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール 

№ タイトル 評価項目 自己評価 記述 運営推進会議で話しあった内容 外部評価 記述 

Ⅰ.理念・安心と安全に基づく運営 

1 理念の共有と実践 

地域密着型サービスの意義をふまえた

事業所理念をつくり、管理者と職員は、そ

の理念を共有して実践につなげている 

A．充分にできている 

B．ほぼできている 

C．あまりできていない 

D．ほとんどできていない 

2 
事業所と地域との

つきあい 

事業所は、利用者が地域とつながりなが

ら暮らし続けられるよう、認知症の人の理

解や支援の方法などを共有し、事業所自

体が地域の一員として日常的に交流して

いる 

A．充分にできている 

B．ほぼできている 

C．あまりできていない 

D．ほとんどできていない 

3 
運営推進会議を活

かした取り組み 

運営推進会議では、利用者やサービス

の実際、評価への取り組み状況等につ

いて報告や話し合いを行い、そこでの意

見をサービス向上に活かしている 

A．充分にできている 

B．ほぼできている 

C．あまりできていない 

D．ほとんどできていない 

4 市町村との連携 

市町村担当者と日頃から連絡を密に取

り、事業所の実情やケアサービスの取り

組みを積極的に伝えながら、協力関係を

築くように取り組んでいる 

A．充分にできている 

B．ほぼできている 

C．あまりできていない 

D．ほとんどできていない 

5 
身体拘束をしない

ケアの実践

代表者および全ての職員が「介護保険法

指定基準における禁止の対象となる具体

的な行為」を正しく理解しており、玄関の

施錠を含めて身体拘束をしないケアに取

り組んでいる 

A．充分にできている 

B．ほぼできている 

C．あまりできていない 

D．ほとんどできていない 

A．充分にできている 

B．ほぼできている 

C．あまりできていない 

D．ほとんどできていない 

6 虐待の防止の徹底 

管理者や職員は、高齢者虐待防止関連

法について学ぶ機会を持ち、利用者の自

宅や事業所内での虐待が見過ごされるこ

とがないよう注意を払い、防止に努めて

いる 

A．充分にできている 

B．ほぼできている 

C．あまりできていない 

D．ほとんどできていない 

A．充分にできている 

B．ほぼできている 

C．あまりできていない 

D．ほとんどできていない 

7 
権利擁護に関する

制度の理解と活用 

管理者や職員は、日常生活自立支援事

業や成年後見制度について学ぶ機会を

持ち、個々の必要性を関係者と話し合

い、それらを活用できるよう支援している 

A．充分にできている 

B．ほぼできている 

C．あまりできていない 

D．ほとんどできていない 
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8 
契約に関する説明

と納得 

契約の締結、解約また改定等の際は、利

用者や家族等の不安や疑問点を尋ね、

十分な説明を行い理解・納得を図ってい

る 

A．充分にできている 

B．ほぼできている 

C．あまりできていない 

D．ほとんどできていない 

        

9 

運営に関する利用

者、家族等意見の

反映 

利用者や家族等が意見、要望を管理者

や職員ならびに外部者へ表せる機会を

設け、それらを運営に反映させている 

A．充分にできている 

B．ほぼできている 

C．あまりできていない 

D．ほとんどできていない 

    

A．充分にできている 

B．ほぼできている 

C．あまりできていない 

D．ほとんどできていない 

  

10 
運営に関する職員

意見の反映 

代表者や管理者は、運営に関する職員

の意見や提案を聞く機会を設け、反映さ

せている 

A．充分にできている 

B．ほぼできている 

C．あまりできていない 

D．ほとんどできていない 

        

11 就業環境の整備 

代表者は、管理者や職員個々の努力や

実績、勤務状況を把握し、給与水準、労

働時間、やりがいなど、各自が向上心を

持って働けるよう職場環境・条件の整備

に努めている 

A．充分にできている 

B．ほぼできている 

C．あまりできていない 

D．ほとんどできていない 

    

A．充分にできている 

B．ほぼできている 

C．あまりできていない 

D．ほとんどできていない 

  

12 
職員を育てる取り

組み 

代表者は、管理者や職員一人ひとりのケ

アの実際と力量を把握し、法人内外の研

修を受ける機会の確保や、働きながらト

レーニングしていくことを進めている 

A．充分にできている 

B．ほぼできている 

C．あまりできていない 

D．ほとんどできていない 

    

A．充分にできている 

B．ほぼできている 

C．あまりできていない 

D．ほとんどできていない 

  

13 
同業者との交流を

通じた向上 

代表者は、管理者や職員が同業者と交

流する機会を作り、ネットワークづくりや

勉強会、相互訪問等の活動を通じて、サ

ービスの質を向上させていく取り組みをし

ている 

A．充分にできている 

B．ほぼできている 

C．あまりできていない 

D．ほとんどできていない 

        

14 
本人と共に過ごし

支えあう関係 

職員は、本人を介護される一方の立場に

おかず、暮らしを共にする者同士の関係

を築いている 

A．充分にできている 

B．ほぼできている 

C．あまりできていない 

D．ほとんどできていない 

        

15 
馴染みの人や場と

の関係継続の支援 

本人がこれまで大切にしてきた馴染みの

人や場所との関係が途切れないよう、支

援に努めている 

A．充分にできている 

B．ほぼできている 

C．あまりできていない 

D．ほとんどできていない 

        

72



Ⅱ．その人らしい暮らしを続けるためのケアマネジメント         

16 思いや意向の把握 

一人ひとりの思いや暮らし方、生活環境、

一日の過ごし方の希望や意向の把握に努

めている。 

A．充分にできている 

B．ほぼできている 

C．あまりできていない 

D．ほとんどできていない 

        

17 

チームでつくる介

護計画とモニタリン

グ 

本人がより良く暮らすための課題とケアの

あり方について、本人、家族、必要な関係

者と話し合い、それぞれの意見やアイディ

アを反映し、現状に即した介護計画を作成

している 

A．充分にできている 

B．ほぼできている 

C．あまりできていない 

D．ほとんどできていない 

    

A．充分にできている 

B．ほぼできている 

C．あまりできていない 

D．ほとんどできていない 

  

18 
個別の記録と実践

への反映 

日々の様子やケアの実践・結果、気づきや

工夫を個別記録に記入し、職員間で情報を

共有しながら実践や介護計画の見直しに

活かしている 

A．充分にできている 

B．ほぼできている 

C．あまりできていない 

D．ほとんどできていない 

    

A．充分にできている 

B．ほぼできている 

C．あまりできていない 

D．ほとんどできていない 

  

19 

一人ひとりを支える

ための事業所の多

機能化 

本人や家族の状況、その時々に生まれる

ニーズに対応して、既存のサービスに捉わ

れない、柔軟な支援やサービスの多機能化

に取り組んでいる 

A．充分にできている 

B．ほぼできている 

C．あまりできていない 

D．ほとんどできていない 

        

20 地域資源との協働 

一人ひとりの暮らしを支えている地域資源

を把握し、本人が心身の力を発揮しながら

安全で豊かな暮らしを楽しむことができるよ

う支援している 

A．充分にできている 

B．ほぼできている 

C．あまりできていない 

D．ほとんどできていない 

        

21 
かかりつけ医の受

診支援 

受診は、本人及び家族等の希望を大切に

し、納得が得られたかかりつけ医と事業所

の関係を築きながら、適切な医療を受けら

れるように支援している 

A．充分にできている 

B．ほぼできている 

C．あまりできていない 

D．ほとんどできていない 

        

22 
入退院時の医療機

関との協働 

利用者が入院した際、安心して治療できる

ように、また、できるだけ早期に退院できる

ように、病院関係者との情報交換や相談に

努めている。あるいは、そうした場合に備え

て病院関係者との関係づくりを行っている。 

 

 

A．充分にできている 

B．ほぼできている 

C．あまりできていない 

D．ほとんどできていない 

    

A．充分にできている 

B．ほぼできている 

C．あまりできていない 

D．ほとんどできていない 
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23 

重度化や終末期に

向けた方針の共有

と支援 

重度化した場合や終末期のあり方につい

て、早い段階から本人・家族等と話し合い

を行い、事業所でできることを十分に説明し

ながら方針を共有し、地域の関係者と共に

チームで支援に取り組んでいる 

A．充分にできている 

B．ほぼできている 

C．あまりできていない 

D．ほとんどできていない 

    

A．充分にできている 

B．ほぼできている 

C．あまりできていない 

D．ほとんどできていない 

  

24 
急変や事故発生時

の備え 

利用者の急変や事故発生時に備えて、全

ての職員は応急手当や初期対応の訓練を

定期的に行い、実践力を身に付けている 

A．充分にできている 

B．ほぼできている 

C．あまりできていない 

D．ほとんどできていない 

        

25 災害対策 

火災や地震、水害等の災害時に、昼夜を問

わず利用者が避難できる方法を全職員が

身につけるとともに、地域との協力体制を

築いている 

A．充分にできている 

B．ほぼできている 

C．あまりできていない 

D．ほとんどできていない 

    

A．充分にできている 

B．ほぼできている 

C．あまりできていない 

D．ほとんどできていない 

  

Ⅲ．その人らしい暮らしを続けるための日々の支援          

26 

一人ひとりの尊重

とプライバシーの

確保 

一人ひとりの人格を尊重し、誇りやプライ

バシーを損ねない言葉かけや対応をして

いる 

A．充分にできている 

B．ほぼできている 

C．あまりできていない 

D．ほとんどできていない 

    

A．充分にできている 

B．ほぼできている 

C．あまりできていない 

D．ほとんどできていない 

  

27 
日々のその人らし

い暮らし 

職員側の決まりや都合を優先するのでは

なく、一人ひとりの日常生活における希

望や意向、暮らしのペースを大切にし、そ

の日をどのように過ごしたいか、希望に

そって支援している 

A．充分にできている 

B．ほぼできている 

C．あまりできていない 

D．ほとんどできていない 

        

28 
食事を楽しむこと

のできる支援 

食事が楽しみなものになるよう、一人ひと

りの好みや力を活かしながら、利用者と

職員が一緒に準備や食事、片付けをして

いる 

A．充分にできている 

B．ほぼできている 

C．あまりできていない 

D．ほとんどできていない 

    

A．充分にできている 

B．ほぼできている 

C．あまりできていない 

D．ほとんどできていない 

  

29 
栄養摂取や水分確

保の支援 

食べる量や栄養バランス、水分量が一日

を通じて確保できるよう、一人ひとりの状

態や力、習慣に応じた支援をしている 

A．充分にできている 

B．ほぼできている 

C．あまりできていない 

D．ほとんどできていない 

        

30 口腔内の清潔保持 

口の中の汚れや臭いが生じないよう、毎

食後、一人ひとりの口腔状態や本人の力

に応じた口腔ケアをしている 

A．充分にできている 

B．ほぼできている 

C．あまりできていない 

D．ほとんどできていない 

    

A．充分にできている 

B．ほぼできている 

C．あまりできていない 

D．ほとんどできていない 
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31 排泄の自立支援 

排泄の失敗やおむつの使用を減らし、一

人ひとりの力や排泄のパターン、習慣を

活かして、トイレでの排泄や排泄の自立

にむけた支援、便秘の予防等、個々に応

じた予防に取り組んでいる 

A．充分にできている 

B．ほぼできている 

C．あまりできていない 

D．ほとんどできていない 

    

A．充分にできている 

B．ほぼできている 

C．あまりできていない 

D．ほとんどできていない 

  

32 
入浴を楽しむこと

ができる支援 

一人ひとりの希望やタイミングに合わせ

て入浴を楽しめるように、職員の都合で

曜日や時間帯を決めてしまわずに、個々

にそった支援をしている 

A．充分にできている 

B．ほぼできている 

C．あまりできていない 

D．ほとんどできていない 

        

33 安眠や休息の支援 

一人ひとりの生活習慣やその時々の状

況に応じて、休息したり、安心して気持ち

よく眠れるよう支援している 

A．充分にできている 

B．ほぼできている 

C．あまりできていない 

D．ほとんどできていない 

        

34 服薬支援 

一人ひとりが使用している薬の目的や副

作用、用法や用量について理解してお

り、服薬の支援と症状の変化の確認に努

めている 

A．充分にできている 

B．ほぼできている 

C．あまりできていない 

D．ほとんどできていない 

    

A．充分にできている 

B．ほぼできている 

C．あまりできていない 

D．ほとんどできていない 

  

35 
役割、楽しみごとの

支援 

張り合いや喜びのある日々を過ごせるよ

うに、一人ひとりの生活歴や力を活かし

た役割、嗜好品、楽しみごと、気分転換

等の支援をしている 

A．充分にできている 

B．ほぼできている 

C．あまりできていない 

D．ほとんどできていない 

        

36 日常的な外出支援 

一人ひとりのその日の希望にそって、戸

外に出かけられるよう支援に努めてい

る。また、普段は行けないような場所で

も、本人の希望を把握し、家族や地域の

人々と協力しながら出かけられるように

支援している 

A．充分にできている 

B．ほぼできている 

C．あまりできていない 

D．ほとんどできていない 

        

37 
お金の所持や使う

ことの支援 

職員は、本人がお金を持つことの大切さ

を理解しており、一人ひとりの希望や力

に応じて、お金を所持したり使えるように

支援している 

A．充分にできている 

B．ほぼできている 

C．あまりできていない 

D．ほとんどできていない 

        

38 電話や手紙の支援 

家族や大切な人に本人自らが電話をした

り、手紙のやり取りができるように支援を

している 

A．充分にできている 

B．ほぼできている 

C．あまりできていない 

D．ほとんどできていない 
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39 
居心地のよい共用

空間づくり 

建物内部は一人ひとりの身体機能やわ

かる力を活かして、安全かつできるだけ

自立した生活が送れるように工夫してい

る。共用の空間が、利用者にとって不快

や混乱をまねくような刺激がないように配

慮し、生活感や季節感を採り入れて、一

人ひとりが居心地よく過ごせるような工夫

をしている 

A．充分にできている 

B．ほぼできている 

C．あまりできていない 

D．ほとんどできていない 

    

A．充分にできている 

B．ほぼできている 

C．あまりできていない 

D．ほとんどできていない 

  

Ⅳ．本人暮らしの状況把握・確認項目（利用者一人ひとりの確認項目）         

40 

本人主体の暮ら

し 

本人は、自分の思い、願い、日々の

暮らし方の意向に沿った暮らしができ

ている 

A．充分にできている 

B．ほぼできている 

C．あまりできていない 

D．ほとんどできていない 

        

41 

本人は、自分の生活歴や友人関係、

暮らしの習慣、特徴など様々な情報

をもとに、ケア・支援を受けることがで

きている 

A．充分にできている 

B．ほぼできている 

C．あまりできていない 

D．ほとんどできていない 

        

42 

本人は、自分の健康面・医療面・安全

面・環境面について、日々の状況をも

とに、ケア・支援を受けることができて

いる 

A．充分にできている 

B．ほぼできている 

C．あまりできていない 

D．ほとんどできていない 

    

A．充分にできている 

B．ほぼできている 

C．あまりできていない 

D．ほとんどできていない 

  

43 

生活の継続性 

本人は、自分のペースで、これまでの

暮らしの習慣にあった生活ができて

いる 

A．充分にできている 

B．ほぼできている 

C．あまりできていない 

D．ほとんどできていない 

        

44 

本人は、自分のなじみのものや、大

切にしているものを、身近（自室等）

に持つことができている 

A．充分にできている 

B．ほぼできている 

C．あまりできていない 

D．ほとんどできていない 

    

A．充分にできている 

B．ほぼできている 

C．あまりできていない 

D．ほとんどできていない 

  

45 

本人は、自分の意向、希望によって、

戸外に出かけることや、催（祭）事に

参加することができている 

A．充分にできている 

B．ほぼできている 

C．あまりできていない 

D．ほとんどできていない 
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46 

本人が持つ力の

活用 

本人は、自分ができること・できない

こと、わかること・わからないことを踏

まえた、役割や、楽しみごとを行うこと

ができている 

A．充分にできている 

B．ほぼできている 

C．あまりできていない 

D．ほとんどできていない 

        

47 

本人は、自分がいきいきと過ごす会

話のひと時や、活動場面を日々の暮

らしの中で得ることができている 

A．充分にできている 

B．ほぼできている 

C．あまりできていない 

D．ほとんどできていない 

    

A．充分にできている 

B．ほぼできている 

C．あまりできていない 

D．ほとんどできていない 

  

48 

本人は、自分なりに近隣や地域の

人々と関わったり、交流することがで

きている 

A．充分にできている 

B．ほぼできている 

C．あまりできていない 

D．ほとんどできていない 

        

49 総合 

本人は、この GH にいることで、職員

や地域の人々と親しみ、安心の

日々、よりよい日々をおくることができ

ている 

A．充分にできている 

B．ほぼできている 

C．あまりできていない 

D．ほとんどできていない 

    

A．充分にできている 

B．ほぼできている 

C．あまりできていない 

D．ほとんどできていない 
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１１  事事故故発発生生時時にに関関すするる規規定定 
◎横浜市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運営等の基準等に関する条例（平成
24 年 12 月 28 日横浜市条例第 77 号）第 41 条（第 110 条において準用）及び横浜市指
定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営、指定地域密着型介護予防サー
ビスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例（平成 24 年 12 月 28
日横浜市条例第 79号）第 38条（第 67条において準用） 

  
 

 
 
 
 

◎解釈通知での規定 
 
 
 
 

 

２２  事事故故報報告告のの手手順順 
  ※「介護保険事業者 事故報告【報告手順】」を参照 

３３  利利用用者者家家族族等等へへのの説説明明義義務務ににつついいてて 

事故発生時に連絡を入れるだけではなく、事故の原因や再発防止策についても十分な説明を行
うようにしてください。事故報告書は利用者、家族に積極的に開示し、求めに応じて交付してくださ
い。 
最近の苦情では、「事故発生後に原因等の説明がされない」「再発防止策が徹底されていない」と

いった訴えがあります。 
 

４４  事事故故報報告告のの範範囲囲  
      報告の範囲は以下のとおりですが、報告の範囲外のケースであっても、必ず記録にとどめてください。 

 12 事故発生時の報告 

①事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者
の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 
②事業者は、当該事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。 
③事業者は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を
速やかに行わなければならない。 

①事故の状況及び事故に際してとった措置についての記録は、2年間保存しなければならない。 
②事故が発生した場合の対処について、あらかじめ定めておくことが望ましい。 
③賠償すべき事態となった場合には、速やかに賠償しなければならない。そのために損害賠償保険に
加入しておくか若しくは賠償資力を有することが望ましい。 
④事故が発生した際、その原因を解明し、再発防止の対策を講じること。 
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（１）サービスの提供による、利用者のケガ又は死亡事故の発生 
☆ケガの程度については、医療機関で受診を要したものを原則とします。受診の結果、外傷が
無かった場合は、事故種別のその他「外傷なし」で報告してください。 

☆事業者側の過失の有無は問いません。利用者の自己過失による事故であっても、医療機
関で受診を要したものは報告してください。 

☆病死であっても、死因等に疑義が生じる可能性のあるとき（トラブルになる可能性があると
き）は報告をお願いします。 

☆利用者が、事故によるケガが原因で後日死亡に至った場合は、速やかに所管課へ連絡し、
報告書を再提出してください。 

※下記の場合は事故報告の対象外とします。 
★既往症や急な体調の変化での救急対応、緊急受診等、適切な処置を行った場合。 
★利用者が乗車していない送迎用の車での交通事故。 

（２）食中毒及び感染症、結核の発生 
   ☆食中毒、ノロウイルスやインフルエンザ等の感染症、結核についてサービス提供に関して発生した

と認められる場合。 
なお、これらについて関連する法に定める届出義務がある場合は、これにも従ってください。 
※新型コロナウイルス感染症が発生した場合は、事故報告書の提出は不要です。 
 
 

 

（３）職員（従業者）の法令違反・不祥事等の発生 
☆利用者の処遇に影響があるもの（例：利用者からの預かり金の横領、個人情報の紛失、
漏洩･･･例えば FAX の誤送信、郵送書類の誤送付なども報告をお願いします） 

（４）誤薬（違う薬を与薬した、時間や量の誤り、与薬もれ等） 
☆必ず医師の判断に基づく指示を仰いでください。（管理者や看護師等が判断することはでき
ません。）市への報告をお願いしています。 

（５）利用者の離設、行方不明の場合   
   ☆速やかに周辺や心当たりがある場所を探してください。それでも見つからずに外部への協力を求

めたときには報告をしてください。 
 

５５  事事故故報報告告書書のの記記入入上上のの注注意意点点  

  PPooiinntt１１  再再発発防防止止策策はは具具体体的的にに！！ 
事故発生後は、全ての職員による話し合いの場を速やかにもち、事故の内容を共有して原因分析

を十分に行い、その結果、実行していく再発防止策を具体的に報告書に記載してください。記載内
容は、「～を検討中」「見守りの強化」「職員への周知」といった漠然とした表現は不適切です。（不

【新型コロナウイルス感染症は別途報告が必要です。次の URL からご確認ください。】 
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi
-kaigo/kaigo/kaigo-corona.html#onegai 
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適切な再発防止策の記載の場合、再度、事故報告書の提出を求める場合があります。）  
再発防止策を効果的なものとするには、組織全体で事故再発防止の仕組みを作りあげ、取り組

むことが重要です。組織全体として事故の危険性等の認識を共有したうえで、再発防止策を徹底し
て実行し、同じ事故を繰り返すことがないようにしましょう。   
さらに、事故の発生が、利用者の体調・ＡＤＬ・疾病等の状態の変化が要因となっている場合も

あることを踏まえ、モニタリングやアセスメントを行い、介護計画の見直しを検討することも大切です。 
 

  PPooiinntt２２  誤誤薬薬事事故故のの際際はは、、必必ずず医医師師のの指指示示をを仰仰ぐぐ！！ 
誤薬の事故報告件数は、増加傾向にあります。また、誤薬後の処置について、医師の指示を仰が

ず、看護師、薬局薬剤師や管理者等の判断で経過観察を行うといった誤った対応をしている事例が、
未だに見受けられます。 
「与薬を忘れたが、たいした薬ではないから様子をみよう」という勝手な判断や慣れが更に重大な事

故を引き起こす可能性があります。誤薬の結果、その薬剤が利用者の身体にどのような影響を与える
かは、医学的診断を要するため、介護従事者、看護師等が誤薬時の処置を判断することはできませ
ん。  
身体への影響を判断し、必要な処置を講じるため、速やかに処方を行った医師へ相談してください。 
誤薬を防ぐためには、利用者が正しく服薬するまで、準備段階から複数の職員が互いに厳しい目で

確認し合うことが重要です。 
≪対策の例≫ 
手順のマニュアル化、担当者の明確化、手順の見直し、誤薬の重大性を理解するための研修の実

施、薬の一包化、処方薬の数を減らす、タイミング・形状等について医師へ相談する等 
※ 適切な対策を講ずるためには、原因分析をしっかりと行う必要があります。事故の原因分析を行っ
たうえで、各事業所に応じた対策を講じてください。 

６６  報報告告にに対対すするる所所管管課課のの対対応応  

・事故報告書が提出された際に、利用者本人や家族に事実確認をする場合があります。 
・事故発生状況や事故の原因分析、再発防止に向けての今後の取組みを確認し、必要に応じて事
業者への調査及び指導を行います。 

 
 
【本市ウェブサイト 事故報告書についての案内トップページ】 
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-kaigo/kaigo/hoken/u
nei/jiko.html 
【事故報告 報告手順・チェックリスト】 
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-kaigo/kaigo/hoken/u
nei/jiko.files/0007_20220324.pdf 
【事故報告 報告フォーム（電子申請システム）】 
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/aa60
e393-5687-4fb4-8bb4-f3e1c6a045ad/start 
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変更届等の提出方法等については、本市ウェブサイトを御確認のうえ、提出漏れの無いようご注意ください。 

 

１ 変更届 
 
【変更届の提出方法・提出書類のダウンロード】 

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-kaigo/kaigo/shinsei/s

ervice/henkou.html 

 

２ 加算届 
 
【加算届の提出方法・提出書類のダウンロード】 

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-kaigo/kaigo/shin

sei/service/mittyakukasantodoke.html 

 

３ 廃止・休止・再開届 
 
【廃止・休止・再開届の提出方法・提出書類のダウンロード】 

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-kaigo/kaigo/shi

nsei/service/haisi-kyusi-saikai.html 

 

４ 指定更新申請の手続き 
 
【対象事業所一覧等】 

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-kaigo/kaigo/shin
sei/service/mittyaku-koushin.html 

 
【質の向上セミナー】 
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-kaigo/kaigo/shin

sei/service/semina.html 

 

【指定更新の流れ・提出書類のダウンロード】 

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-kaigo/kaigo/shin

sei/service/mittyaku-koushin.html 

 

13 変更届・加算届・指定更新申請等について 

81

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-kaigo/kaigo/shinsei/service/henkou.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-kaigo/kaigo/shinsei/service/henkou.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-kaigo/kaigo/shinsei/service/mittyakukasantodoke.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-kaigo/kaigo/shinsei/service/mittyakukasantodoke.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-kaigo/kaigo/shinsei/service/haisi-kyusi-saikai.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-kaigo/kaigo/shinsei/service/haisi-kyusi-saikai.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-kaigo/kaigo/shinsei/service/mittyaku-koushin.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-kaigo/kaigo/shinsei/service/mittyaku-koushin.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-kaigo/kaigo/shinsei/service/semina.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-kaigo/kaigo/shinsei/service/semina.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-kaigo/kaigo/shinsei/service/mittyaku-koushin.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-kaigo/kaigo/shinsei/service/mittyaku-koushin.html


 

 

 

  

１１  介介護護報報酬酬のの算算出出方方法法 
介護報酬は、厚生労働大臣が定める基準により算出します。算出の方法は次のとおりです。 

① 事業者は、指定地域密着型サービス介護給付費単位数表に基づき、単位数を算出します。基本の
単位数に対して、加算・減算が必要な場合には、加算・減算の計算を行うごとに、小数点以下の四捨
五入を行います。なお、サービスコード表に掲載されている単位数は、すでに端数処理を行った単位数の
ため、端数処理を行う必要はありません。 

② 上記①により算出した単位数に、地域ごとの１単位（横浜市では、10.72円）を乗じて単価を算定
（金額に換算）します。また、その際１円未満の端数は切り捨てます。 

③ 上記②に算出した額に、70%～90％を乗じた額が保険請求額となり、総額から保険請求額を引い
た額が利用者負担となります。 

 
【介護報酬算定上の端数処理と利用者負担の算定方法】 
（例）認知症対応型共同生活介護を25日提供した場合（２ユニットの場合） 
（要介護３で、初期加算・医療連携体制加算Ⅰ・サービス提供体制強化加算Ⅰを算定) 

① 単位数算定 
811＋30＋39＋22＝902単位 

② 金額換算 
（例）上記①の事例でこのサービスを25日提供した場合(地域区分は特甲地) 

902単位×25日=22,550単位 
22,550単位×10.72 円/単位=241,736円 (１円未満の端数は切り捨て) 

③ 保険請求額と利用者負担 
  保険請求額：241,736円×90％=217,562円(1円未満の端数は切り捨て） 
  利用者負担：241,736円－217,562円（保険請求額）=24,173円 

  
なお、グループホームの利用料金に関しては、別紙「地域密着型サービス 料金表」をご参照ください。 
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-
kaigo/kaigo/shinsei/service/henkou_unei/gh.html 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 グループホームの介護報酬 
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２ 報酬算定にあたっての留意事項 
 
（１）サービス種類相互の算定関係について 
    認知症対応型共同生活介護を受けている間は指定居宅サービス（居宅療養管理指導を除く）

又は指定地域密着型サービスに係る介護給付費を算定することはできませんが、認知症対応型共
同生活介護の利用を開始した初日における利用開始時以前及び利用終了日における利用終了時
以後に提供されたサービスについては算定が可能です。（例：午前まで訪問介護を利用し、午後か
らグループホームを利用開始（入居）した場合、両方のサービスについて、同日算定が可能とな
る。） 
※ただし、利用者の負担を考慮し、同日に両サービスを利用する必要性については十分に検討してく 
ださい。 
また、認知症対応型共同生活介護を受けている間でも当該事業者が提供を必要と判断した場

合、当該事業者の費用負担により、サービスを利用させることは差し支えありません。（グループホー
ムに入居中の利用者にデイサービスの利用が必要と事業者側で判断した場合、事業者側の10割負
担により、デイサービスを利用させることが可能。） 

   

３ 短期利用認知症対応型共同生活介護費の算定 
（短期利用の提供に当たっては事前に市への届出が必要です）※下線部は令和3年介護報酬改定部分 

 
（１）短期利用認知症対応型共同生活介護の施設基準 
    ア 当該指定認知症対応型共同生活介護の事業を行う者が、指定居宅サービス、指定地域密

着型サービス、指定居宅介護支援、指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス
若しくは指定介護予防支援の事業又は介護保険施設若しくは指定介護療養型医療施設の運
営について３年以上の経験が必要です。 
イ 次のいずれにも適合すること。ただし、利用者の状況や利用者の家族等の事情により、指定居
宅介護支援事業所の介護支援専門員が、緊急に短期利用認知症対応型共同生活介護費を
算定すべき指定認知症対応型共同生活介護（以下この号において「短期利用認知症対応型
共同生活介護」という。）を受けることが必要と認めた者に対し、居宅サービス計画において位置
付けられていない短期利用認知症対応型共同生活介護を提供する場合であって、当該利用者
及び他の利用者の処遇に支障がない場合にあっては、a及びbの規定にかかわらず、当該指定認
知症対応型共同生活介護事業所を構成する共同生活住居ごとに定員を超えて、短期利用認
知症対応型共同生活介護を行うことができます。 
a 当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の共同生活住居の定員の範囲内で、空いて
いる居室等を利用するものであること。 

b １の共同生活住居において、短期利用認知症対応型共同生活介護を受ける利用者の数は
１名とすること。 

ウ 利用の開始に当たって、あらかじめ30日以内の利用期間を定めてください。 
エ 短期利用認知症対応型共同生活介護を行うに当たって、十分な知識を有する従業者が確保
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されていること。 
 
 

(２) 緊急にサービス受けることが必要な利用者の利用期間 
 指定認知症対応型共同生活介護事業所の共同生活住居の定員の合計数を超えて行う短期利
用認知症対応型共同生活介護は、あくまでも、緊急に短期利用認知症対応型共同生活介護を
受ける必要がある者にのみ提供が認められるものであり、当該利用者に対する短期利用認知症対
応型共同生活介護の提供は、７日（利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得
ない事情がある場合は、14日）を限度に行ってください。 

 
（３）利用者の処遇に支障がない場合とは 

当該利用者を当該事業所の共同生活住居（複数の共同生活住居がある場合、当該利用者
が日中の時間帯等に共同生活を送る共同生活住居とする。）の利用者とみなして、当該利用者の
利用期間を通じて人員基準を満たしており、かつ、当該利用者が利用できる個室を有している場合
とする。特に個室の面積の最低基準は示していないが、当該利用者の処遇上、充分な広さを確保し
てください。ただし、個室以外であっても、１人当たりの床面積がおおむね7.43 平方メートル以上で、
プライバシーの確保に配慮した個室的なしつらえを整備している場合は、個室に準じて取り扱うことも
可能です。この場合の「プライバシーの確保に配慮した個室的なしつらえ」とは、可動でないもので隔て
ることまでを要するものではありませんが、視線が遮断されることを前提とします。建具による仕切りは
可能ですが、家具やカーテン、簡易パネルによる仕切りでは認められません。また、天井から隙間が空
いていることは認められます。 

 
（４）受け入れ可能な利用者数 

指定認知症対応型共同生活介護事業所の共同生活住居の定員の合計数を超えて受け入れ
ることができる利用者数は、指定認知症対応型共同生活介護事業所の共同生活住居ごとに１人
まで認められるものであり、この場合、定員超過利用による減算の対象とはなりません。 

 
（５）「短期利用認知症対応型共同生活介護を行うに当たって、十分な知識を有する従業者」とは 

認知症介護実務者研修のうち「専門課程」、認知症介護実践研修のうち「実践リーダー研修」若
しくは「認知症介護実践リーダー研修」又は認知症介護指導者養成研修を修了している者をさしま
す。 

 
（６）Q＆A 

【18.9.4 介護制度改革information vol.127 事務連絡 介護老人福祉施設及び地域密
着型サービスに関するQ&A】 
(49) 短期利用の3年経過要件について、事業所の法人が合併等により変更したことから、形式
上事業所を一旦廃止して、新しい会社の法人の事業所として同日付けで指定を受けた場合、事
業所が初めて指定を受けて3年は経過しているが、新しい会社の事業所としては3年経過要件を
満たしていない。この場合、短期利用を行うことは可能か。 
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     (答) 1 グループホームで短期利用を行うための事業所の開設後3年経過要件については､職員や
他の入居者との安定した人間関係の構築や職員の認知症ケアに係る経験が必要であるこ
とから、事業所の更新期間(6年)の折り返し点を過ぎ､人間関係など一般的にグループホ
ームの運営が安定する時期に入っていると考えられること等を勘案して設定したものである。 

2 事業所の職員に変更がないなど事業所が実質的に継続して運営していると認められる場
合には､短期利用を認めることとして差し支えない。 

 
【18.9.4 介護制度改革information vol.127 事務連絡 介護老人福祉施設及び地域密
着型サービスに関するQ&A】 
(50) グループホームの短期利用については、空いている居室等を利用しなければならないが、入
院中の入居者の同意があれば、入院中の入居者の居室を短期利用に活用することは可能か。 

     (答)  入院中の入居者のために居室を確保しているような場合であっても､入院中の入居者の同
意があれば、家具等を別の場所に保管するなど、当該入居者のプライバシー等に配慮を行っ
た上で､その居室を短期利用で利用することは差し支えない。 

 
 
 
 

【24.3.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.273 「平成２４年度介護報酬改定に関する
Ｑ＆Ａ（Vol.2）（平成24年3月30日）」の送付について】 
(31) 利用者に対し連続して30日を超えて短期利用共同生活介護を行っている場合において、
30日を超える日以降に行った短期利用共同生活介護については、短期利用共同生活介護費
は算定できないが、その連続する期間内に介護予防短期利用共同生活介護の利用実績がある
場合はどのように取り扱うのか。 

     (答)  当該期間内に介護予防短期利用共同生活介護の利用実績がある場合は、その期間を
含める取扱いとなる 
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１ 加算の概要 
  夜間における利用者の安全確保の強化を更に推進する観点から、事業所における夜間勤務体制の実態を踏ま
え、宿直職員による夜間の加配を評価する。 

 
夜間支援体制加算 → １ユニットの場合 （Ⅰ）５０単位／日 

２ユニットの場合 （Ⅱ）２５単位／日 

   
２ 地域密着型サービス報酬基準（平成18年３月14日 厚労告第126号） 

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定認知症対応型共同
生活介護事業所については、当該施設基準に掲げる区分に従い、所定単位数に加算する。 

 
３ 別に厚生労働大臣が定める施設基準（平成12年２月10日 厚告第26号） 

指定認知症対応型共同生活介護における夜間支援体制加算に係る施設基準 
イ 夜間支援体制加算(Ⅰ)を算定すべき指定認知症対応型共同生活介護の施設基準 
 (1) 通所介護費等の算定方法第八号に規定する基準に該当していないこと。 
 (2) 前号イ又はハに該当するものであること。 
 (3) 夜勤を行う介護従業者（指定地域密着型サービス基準第九十条第一項に規定する介護従業者を

いう。以下この号において同じ。）及び宿直勤務に当たる者の合計数が二以上であること。 
ロ 夜間支援体制加算(Ⅱ)を算定すべき指定認知症対応型共同生活介護の施設基準 
 (1) 通所介護費等の算定方法第八号に規定する基準に該当していないこと。 
 (2) 前号ロ又は二に該当するものであること。 
 (3) 夜勤を行う介護従業者及び宿直勤務に当たる者の合計数が、当該指定認知症対応型共同生活介

護事業所を構成する共同生活住居の数に一を加えた数以上であること。 
 

４ 地域密着型サービス報酬基準解釈通知 
当該加算は、事業所の一の共同生活住居につき、夜間及び深夜の時間帯を通じて一の介護従業者を配置

している場合において、それに加えて常勤換算方法で１以上の介護従業者又は１以上の宿直勤務に当たる者
を配置した場合に算定するものとすること。ただし、全ての開所日において、夜間及び深夜の時間帯の体制が人員
配置基準を上回っているものとする。 

 

15 グループホームの加算 
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【参考】厚生労働省Ｑ＆Ａ 
【H27.4.1 平成27年度介護報酬改定に関するQ&A】 
（問173）小規模多機能型居宅介護における夜間の宿直勤務にあたる職員は、必ずしも事業所内で宿直す
る必要はないものとされているが、認知症対応型共同生活介護における夜間支援体制加算の算定要件である
宿直勤務の職員も同様の取扱いと考えてよいか。 

  （答）事業所内での宿直が必要となる。 
なお、認知症対応型共同生活介護における夜間支援体制加算での宿直職員は、事業所内の利用者

の安全確保を更に強化するために配置されているものである一方で、小規模多機能型居宅介護における夜
間の宿直職員は、主として登録者からの連絡を受けての訪問サービスに対応するための配置であることから、
その配置の考え方は異なるものである。 

 
【H27.4.1 平成27年度介護報酬改定に関するQ&A】 
（問174）認知症対応型共同生活介護事業所と他の介護保険サービス事業所が同一建物で併設している
場合に、両事業所で同時並行的に宿直勤務を行っていると解して、建物として１名の宿直勤務をもって、夜間
支援体制加算を算定することは可能か。 

   （答）本加算は、事業所内の利用者の安全確保を更に強化するための加配を評価するためのものであること
から、原則として、算定は認められない。 
ただし、認知症対応型共同生活介護事業所に指定小規模多機能型居宅介護事業所が併設されている

場合で、以下の要件を満たすほか、入居者の処遇に支障がないと認められたことにより、１名の夜勤職員が
両事業所の夜勤の職務を兼ねることができることに準じて、同様の要件を満たしている場合には、建物に１名
の宿直職員を配置することをもって、加算を算定することとしても差し支えない。 
・ 指定認知症対応型共同生活介護事業の定員と指定小規模多機能型居宅介護事業所の泊まり定
員の合計が９人以内であること 
・ 指定認知症対応型共同生活介護事業所と指定小規模多機能型居宅介護事業所が同一階に隣接
しており、一体的な運用が可能な構造であること 

 
【R3.3.29 令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.４）】 
（問23）３ユニットで２名の夜勤配置に常勤換算で１名を追加配置した場合は対象となるか。 
（答）当該配置は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第90条第１項ただ

し書き及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護
予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第70条第１項ただし書きに規定
する、３ユニットの場合であって、各ユニットが同一階に隣接しており、職員が円滑に利用者の状況把握を行
い、速やかな対応が可能な構造で、安全対策（マニュアルの策定、訓練の実施）をとっていることを要件とす
る例外措置（この場合、利用者のケアの質の確保や職員の業務負担にも十分に配慮すること。）であり、
本加算制度においては通常の配置を超えて夜勤職員を手厚く配置していることを評価しているものであること
から、ご質問の配置では加算対象にならない。 
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１ 加算の概要 

認知症である者の在宅生活を支援する観点から、家族関係やケアが原因で認知症の行動・心理症状が出現
したことにより在宅での生活が困難になった者について、短期利用共同生活介護による緊急受入れについて評価
を行う。 

 
認知症行動・心理症状緊急対応加算 → 200単位／日（入所日から７日を上限） 

 
２ 地域密着型サービス報酬基準（厚労告126号） 

「短期利用共同生活介護費」を算定する場合について、医師が認知症の行動・心理症状が認められるため、
在宅での生活が困難であり、緊急に指定認知症対応型共同生活介護を利用することが適当であると判断した者
に対し、指定認知症対応型共同生活介護を行った場合は、入居を開始した日から起算して７日を限度として、
１日につき２００単位を所定単位数に加算する。 

 
３ 地域密着型サービス報酬基準解釈通知（認知症行動・心理症状緊急対応加算について） 
① 「認知症の行動・心理症状」とは、認知症による認知機能の障害に伴う、妄想・幻覚・興奮・暴言等の症状
を指すものである。 

② 本加算は、利用者に「認知症の行動・心理症状」が認められ、緊急に短期利用共同生活介護が必要である
と医師が判断した場合であって、介護支援専門員、受け入れ事業所の職員と連携し、利用者又は家族の同
意の上、指定認知症対応型共同生活介護の利用を開始した場合に算定することができる。本加算は医師が
判断した当該日又はその次の日に利用を開始した場合に限り算定できるものとする。 
この際、短期利用共同生活介護ではなく、医療機関における対応が必要であると判断される場合にあっては、

速やかに適当な医療機関の紹介、情報提供を行うことにより、適切な医療が受けられるように取り計らう必要が
ある。 

③ 次に掲げる者が、直接、短期利用共同生活介護の利用を開始した場合には、当該加算は算定できないもの
であること。 

a 病院又は診療所に入院中の者 
b 介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入院中又は入所中の者 
c 認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、特定施設入居者生活介護、短期
入所生活介護、短期入所療養介護、短期利用共同生活介護、短期利用特定施設入居者生活介護及び
地域密着型短期利用特定施設入居者生活介護を利用中の者 

④ 判断を行った医師は診療録等に症状、判断の内容等を記録しておくこと。また、事業所も判断を行った医師
名、日付及び利用開始に当たっての留意事項等を介護サービス計画書に記録しておくこと。 

⑤ ７日を限度として算定することとあるのは、本加算が「認知症の行動・心理症状」が認められる利用者を受け
入れる際の初期の手間を評価したものであるためであり、利用開始後８日目以降の短期利用共同生活介護
の利用の継続を妨げるものではないことに留意すること。 
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【参考】厚生労働省Ｑ＆Ａ 
【H21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q＆A(vol.1)】 
（問110）入所が予定されており、入所予定期間と実際の緊急入所の期間が重なっている場合であっても、本
来の入所予定日前に緊急に入所した場合には、７日分算定が可能か。 

  （答）当初の入所予定期間も含め、認知症行動・心理症状により緊急に入所した日から７日間以内で算定で
きる。 

 
【H21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q＆A(vol.1)】 
（問111）入所予定日当日に、予定していた事業所に認知症行動・心理症状で入所した場合は算定できる
か。 

  （答）本加算制度は予定外で緊急入所した場合の受入れの手間を評価するものであることから、予定どおりの
入所は対象とならない。 
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１ 加算の概要 

若年性の認知症の利用者を受け入れ、個別に担当スタッフを定めた上で、担当スタッフを中心に利用者の特性
やニーズに応じたサービスを行なった場合に算定することができる。加算を算定する場合には、本市への届出を行うと
ともに、担当者名を認知症対応型共同生活介護計画書に明記するなどして、加算該当者の担当者がわかるように
しておくこと。 

 
若年性認知症利用者受入加算 → 120単位／日 

 
２ 地域密着型サービス報酬基準（厚労告126号） 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定認知症対応型共同生活
介護事業所において、若年性認知症利用者（※）に対して、指定認知症対応型共同生活介護を行った場合
には、若年性認知症利用者受入加算として、１日につき１２０単位を所定単位数に加算する。ただし、認知症
行動・心理症状緊急対応加算を算定している場合は算定しない。 
※ 施行令第２条第６号（初老期における認知症）により法第７条第３項に規定する要介護者又は同条第
４項に規定する要支援者となった者をいう。 

 
３ 厚生労働大臣が定める基準（厚告25号） 

受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を定めていること。 

 
４ 地域密着型サービス報酬基準解釈通知 

受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を定め、その者を中心に、当該利用者の特性やニーズに
応じたサービス提供を行うこと。 

 
【参考】厚生労働省Ｑ＆Ａ 
【H21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q＆A(vol.1)】 
（問101）一度本加算制度の対象者となった場合、６５歳以上になっても対象のままか。 

   （答）６５歳の誕生日の前々日までは対象である。 
 
【H21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q＆A(vol.1)】 
（問102）担当者とは何か。定めるにあたって担当者の資格要件はあるか。 

   （答）若年性認知症利用者を担当する者のことで、施設や事業所の介護職員の中から定めていただきたい。
人数や資格等の要件は問わない。 
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１ 加算の概要 
   入退院による環境の変化が、認知症の症状の悪化や行動・心理症状の出現につながりやすいことを踏まえ、入居
者の早期退院や退院後の安定した生活に向けた取り組みを評価する。 

  
利用者入院期間中の体制加算 → 246単位／日 

※1月に6日を限度とし、1回の入院で月をまたがる場合は、最大で連続して13泊（12日）分まで算定可能。た
だし、入院の初日及び最終日は算定できない。 

 
2 地域密着型サービス報酬基準（厚労告126号） 
  別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定認知症対応型共同生活介
護事業所において、利用者が病院又は診療所に入院を要した場合は、1月に6日を限度として所定単位数に代えて
1日につき246単位を算定する。ただし、入院の初日及び最終日は、算定できない。 

 
3 別に厚生労働大臣が定める基準（厚告25号） 
 利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後三月以内に退院することが明ら
かに見込まれるときは、その者及びその家族の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを
得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該指定認知症対応型共同生活介護事業所に円滑に入居することが
できる体制を確保していること。 

 
4 地域密着型サービス報酬基準解釈通知 
  ①入院時の費用を算定する指定認知症対応型共同生活介護事業所は、あらかじめ、利用者に対して、入院後
３月以内に退院することが明らかに見込まれるときは、その者及びその家族等の希望等を勘案し、必要に応じて適切
な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該指定認知症対応型共同生活介
護事業所に円滑に入居することができる体制を確保していることについて説明を行うこと。 
イ 「退院することが明らかに見込まれるとき」に該当するか否かは、利用者の入院先の病院又は診療所の当該主
治医に確認するなどの方法により判断すること。 

ロ 「必要に応じて適切な便宜を提供」とは、利用者及びその家族の同意の上での入退院の手続きや、その他の
個々の状況に応じた便宜を図ることを指すものである。 

ハ 「やむを得ない事情がある場合」とは、単に当初予定の退院日に居室の空きがないことをもって該当するもので
はなく、例えば、利用者の退院が予定より早まるなどの理由により、居室の確保が間に合わない場合等を指すも
のである。事業所側の都合は、基本的には該当しないことに留意すること。 

ニ 利用者の入院の期間中の居室は、短期利用認知症対応型共同生活介護等に利用しても差し支えないが、
当該利用者が退院する際に円滑に再入居できるよう、その利用は計画的なものでなければならない。 

 
② 入院の期間には初日及び最終日は含まないので、連続して７泊の入院を行う場合の入院期間は、６日と計
算される。 
（例） 
入院期間：３月１日～３月８日（８日間） 
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３月１日 入院の開始………所定単位数を算定 
３月２日～３月７日（６日間）………１日につき246 単位を算定可 
３月８日 入院の終了………所定単位数を算定 
③ 利用者の入院の期間中にそのまま退居した場合は、退居した日の入院時の費用は算定できる。 
④ 利用者の入院の期間中で、かつ、入院時の費用の算定期間中にあっては、当該利用者が使用していた居室
を他のサービスに利用することなく空けておくことが原則であるが、当該利用者の同意があれば、その居室を短期利用
認知症対応型共同生活介護等に活用することは可能である。ただし、この場合に、入院時の費用は算定できない。 
⑤ 入院時の取扱い 
イ 入院時の費用の算定にあたって、１回の入院で月をまたがる場合は、最大で連続13 泊（12日分）まで
入院時の費用の算定が可能であること。 

（例） 月をまたがる入院の場合 
入院期間：１月25 日～３月８日 
１月25 日 入院………所定単位数を算定 
１月26 日～１月31 日（６日間）………１日につき246 単位を算定可 
２月１日～２月６日（６日間）………１日につき246 単位を算定可 
２月７日～３月７日………費用算定不可 
３月８日 退院………所定単位数を算定 
ロ 利用者の入院の期間中は、必要に応じて、入退院の手続きや家族、当該医療機関等への連絡調整、情
報提供などの業務にあたること。 

 
【参考】厚生労働省Ｑ＆Ａ 
【H30.3.23 事務連絡 介護保険最新情報 vol.629 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A（平成
30年3月23日）」】 
（問112） 入院時の費用の算定について 、3ヶ月入院した場合に、次のように、毎月6日を限度として加算を
認めることは差し支えないか。 

（例）4 月1 日から6 月30 日まで3ヶ月入院した場合 
4 月1 日 （入院） 
4 月2 日～ 7 日(一日につき246 単位を算定） 
4 月8 日～30 日 
5 月1 日～ 6 日(一日につき246 単位を算定） 
5 月7 日～31 日 
6 月1 日～ 6 日(一日につき246 単位を算定） 
6 月7 日～29 日 
6 月30 日 （退院） 

（答）平成18 年3 月31 日老計発第0331005 号、老振発第0331005 号、老老発第0331018号
第２－６－（６）－⑤に示すように入院当初の期間が、最初の月から翌月へ連続し 
て跨る場合は、都合12 日まで算定可能であるが、事例のような毎月ごとに6 日間の費用が算定できるもので
はない。 
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※下線部は令和３年４月改正部分
１ 加算の概要 
  入居者及びその家族等の意向を尊重しつつ、看取りに関する理解の促進を図り、事業所における看取り介護の
質を向上させるため、看取り介護の体制構築・強化をPDCAサイクルにより推進することを要件として、死亡日以前
４日以上４５日以下における手厚い看取り介護の実施を図ることで所定の単位を算定できる。 

看取り介護加算 →  死亡日以前３１日以上４５日以下   ７２単位／日 
  死亡日以前４日以上３０日以下   １４４単位／日 
  死亡日の前日及び前々日        ６８０単位／日 
死亡日                 １，２８０単位／日 

２ 地域密着型サービス報酬基準（厚労告126号） 
認知症対応型共同生活介護費を算定する場合について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して

いるものとして市町村長に届け出た指定認知症対応型共同生活介護事業所において、別に厚生労働大臣が定
める基準に適合する利用者については、看取り介護加算として、死亡日以前３１日以上４５日以下については
１日につき７２単位を、死亡日以前４日以上３０日以下については１日につき１４４単位を、死亡日の前日
及び前々日については１日につき６８０単位を、死亡日については１日につき１，２８０単位を死亡月に加
算する。ただし、退居した日の翌日から死亡日までの間又は、医療連携体制加算を算定していない場合は、算定
しない。 

３ 別に厚生労働大臣が定める施設基準 
指定認知症対応型共同生活介護における看取り介護加算に係る施設基準 
イ 看取りに関する指針を定め、入居の際に、利用者又はその家族等に対して、当該指針の内容を説明し、
同意を得ていること。

ロ 医師、看護職員（指定認知症対応型共同生活介護事業所の職員又は当該指定認知症対応型共
同生活介護事業所と密接な連携を確保できる範囲内の距離にある病院若しくは診療所若しくは指定
訪問看護ステーションの職員に限る。）、介護職員、介護支援専門員その他の職種の者による協議の
上、当該指定認知症対応型共同生活介護事業所における看取りの実績等を踏まえ、適宜、看取りに
関する指針の見直しを行うこと。

ハ 看取りに関する職員研修を行っていること。

４ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者 
指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の認知症対応型共同生活介護費の注５の厚生労働大臣

が定める基準に適合する利用者 
次のイからハまでのいずれにも適合している利用者 
イ 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であること。
ロ 医師、看護職員（指定認知症対応型共同生活介護事業所（地域密着型サービス基準第九十条
に規定する指定認知症対応型共同生活介護事業所をいう。）の職員又は当該指定認知症対応型
共同生活介護事業所と密接な連携を確保できる範囲内の距離にある病院若しくは診療所若しくは指
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定訪問看護ステーション（指定居宅サービス等基準第六十条第一項第一号に規定する指定訪問看
護ステーションをいう。）の職員に限る。）、介護支援専門員その他の職種の者（以下この号において
「医師等」という。）が共同で作成した利用者の介護に係る計画について、医師等のうちその内容に応じ
た適当な者から説明を受け、当該計画について同意している者（その家族等が説明を受けた上で、同
意している者を含む。）であること。 

ハ 看取りに関する指針に基づき、利用者の状態又は家族の求め等に応じ随時、医師等の相互の連携の
下、介護記録等利用者に関する記録を活用し行われる介護についての説明を受け、同意した上で介護
を受けている者（その家族等が説明を受け、同意した上で介護を受けている者を含む。）であること。 

 
５ 地域密着型サービス報酬基準解釈通知 

① 看取り介護加算は、医師が、一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した
利用者について、その旨を利用者又はその家族等（以下「利用者等」という。）に対して説明し、その後の
療養及び介護に関する方針についての合意を得た場合において、医師、看護職員、介護職員、介護支援
専門員等が共同して、随時、利用者等に対して十分な説明を行い、療養及び介護に関する合意を得なが
ら、利用者がその人らしく生き、その人らしい最期が迎えられるよう支援することを主眼として設けたものである。 

② 利用者等告示第40号ロに定める看護職員については、認知症対応型共同生活介護事業所において利
用者の看取り介護を行う場合、利用者の状態に応じて随時の対応が必要であることから、当該認知症対
応型共同生活介護事業所と密接な連携を確保できる範囲内の距離にある病院、診療所若しくは訪問看
護ステーション（以下「訪問看護ステーション等」という。）の職員に限るとしているところである。具体的には、
当該認知症対応型共同生活介護事業所と訪問看護ステーション等が、同一市町村内に所在している又
は同一市町村内に所在していないとしても、自動車等による移動に要する時間がおおむね20分以内の距
離に所在するなど、実体として必要な連携をとることができることが必要である。 

③ 認知症対応型共同生活介護事業所は、利用者に提供する看取り介護の質を常に向上させていくために
も、計画（Plan）、実行（Do）、評価（Check）、改善（Action）のサイクル（PDCAサイクル）によ
り、看取り介護を実施する体制を構築するとともに、それを強化していくことが重要であり、具体的には次のよ
うな取組が求められる。 

  イ 看取りに関する指針を定めることで事業所の看取りに対する方針等を明らかにする（Plan）。 
  ロ 看取り介護の実施に当たっては、当該利用者に係る医師の診断を前提にして、介護に係る計画に基づ

いて、利用者がその人らしく生き、その人らしい最期が迎えられるよう支援を行う（Do）。 
  ハ 多職種が参加するケアカンファレンス等を通じて、実施した看取り介護の検証や、職員の精神的負担の

把握及びそれに対する支援を行う（Check）。 
  二 看取りに関する指針の内容その他看取り介護の実施体制について、適宜、適切な見直しを行う
（Action）。 

    なお、認知症対応型共同生活介護事業所は、看取り介護の改善のために、適宜、家族等に対する看
取り介護に関する報告会並びに利用者等及び地域住民との意見交換による地域への啓発活動を行うこ
とが望ましい。 

④ 質の高い看取り介護を実施するためには、多職種連携により、利用者等に対し、十分な説明を行い、理
解を得るよう努力することが不可欠である。具体的には、認知症対応型共同生活介護事業所は、看取り
介護を実施するに当たり、終末期にたどる経過、事業所等において看取りに際して行いうる医療行為の選択
肢、医師や医療機関との連携体制などについて、利用者等の理解が得られるよう継続的な説明に努めるこ
とが重要である。加えて、説明の際には、利用者等の理解を助けるため、利用者に関する記録を活用した説
明資料を作成し、その写しを提供すること。 

⑤ 看取り介護の実施に当たっては、管理者を中心として、看護職員、介護職員、介護支援専門員等による
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協議の上、看取りに関する指針が定められていることが必要であり、同指針に盛り込むべき項目としては、例
えば、以下の事項が考えられる。 

  イ 当該事業所の看取りに関する考え方 
  ロ 終末期にたどる経過（時期、プロセスごと）とそれに応じた介護の考え方 
  ハ 事業所において看取りに際して行いうる医療行為の選択肢 
  二 医師や医療機関との連携体制（夜間及び緊急時の対応を含む） 
  ホ 利用者等への情報提供及び意思確認の方法 
  へ 利用者等への情報提供に供する資料及び同意書の書式 
  ト 家族等への心理的支援に関する考え方 
  チ その他看取り介護を受ける利用者に対して事業所の職員が取るべき具体的な対応の方法 
⑥ 看取りに関する指針に盛り込むべき内容を、施設基準第34 号イ⑶に規定する重度化した場合の対応に
係る指針に記載する場合は、その記載をもって看取りに関する指針の作成に代えることができるものとする。
また、重度化した場合の対応に係る指針をもって看取りに関する指針として扱う場合は、適宜見直しを行う
こと。 

⑦ 看取り介護の実施に当たっては、次に掲げる事項を介護記録等に記録するとともに、多職種連携を図るた
め、医師、看護職員、介護職員、介護支援専門員等による適切な情報共有に努めること。 

  イ 終末期の身体症状の変化及びこれに対する介護等についての記録 
  ロ 療養や死別に関する利用者及び家族の精神的な状態の変化及びこれに対するケアについての記 
   録 
  ハ 看取り介護の各プロセスにおいて把握した利用者等の意向と、それに基づくアセスメント及び対応につい

ての記録 
⑧ 利用者等に対する随時の説明に係る同意については、口頭で同意を得た場合は、介護記録にその説明
日時、内容等を記載するとともに、同意を得た旨を記載しておくことが必要である。 
また、利用者が十分に判断をできる状態になく、かつ、家族の来訪が見込まれないような場合も、医師、

看護職員、介護職員等が利用者の状態等に応じて随時、利用者に対する看取り介護について相談し、共
同して看取り介護を行っていると認められる場合には、看取り介護加算の算定は可能である。 
この場合には、適切な看取り介護が行われていることが担保されるよう、介護記録に職員間の相談日時、

内容等を記載するとともに、利用者の状態や、家族と連絡を取ったにもかかわらず事業所への来訪がなかっ
た旨を記載しておくことが必要である。 
なお、家族が利用者の看取りについて共に考えることは極めて重要であり、事業所は、連絡を取ったにもか

かわらず来訪がなかったとしても、継続的に連絡を取り続け、可能な限り家族の意思を確認しながら介護を
進めていくことが重要である。 

⑨ 看取り介護加算は、利用者等告示第40号に定める基準に適合する看取り介護を受けた利用者が死亡
した場合に、死亡日を含めて30日を上限として、認知症対応型共同生活介護事業所において行った看取
り介護を評価するものである。 
死亡日前に自宅へ戻ったり、医療機関へ入院したりした後、自宅や入院先で死亡した場合であっても算

定可能であるが、その際には、当該認知症対応型共同生活介護事業所において看取り介護を直接行って
いない退居した日の翌日から死亡日までの間は、算定することができない。（したがって、退居した日の翌日
から死亡日までの期間が45日以上あった場合には、看取り介護加算を算定することはできない。）なお、看
取り介護に係る計画の作成及び看取り介護の実施にあたっては、厚生労働省「人生の最終段階における
医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等を参考にしつつ、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針
が実施できるよう、多職種が連携し、本人及びその家族と必要な情報の共有等に努めること。 

⑩ 認知症対応型共同生活介護事業所を退居等した月と死亡した月が異なる場合でも算定可能であるが、
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看取り介護加算は死亡月にまとめて算定することから、利用者側にとっては、事業所に入居していない月に
ついても自己負担を請求されることになるため、利用者が退居等する際、退居等の翌月に亡くなった場合に、
前月分の看取り介護加算に係る一部負担の請求を行う場合があることを説明し、文書にて同意を得ておく
ことが必要である。 

⑪ 認知症対応型共同生活介護事業所は、退居等の後も、継続して利用者の家族への指導や医療機関に
対する情報提供等を行うことが必要であり、利用者の家族、入院先の医療機関等との継続的な関わりの中
で、利用者の死亡を確認することができる。 

  なお、情報の共有を円滑に行う観点から、事業所が入院する医療機関等に利用者の状態を尋ねたときに、
当該医療機関等が事業所に対して本人の状態を伝えることについて、退居等の際、利用者等に対して説
明をし、文書にて同意を得ておくことが必要である。 

⑫ 利用者が入退院をし、又は外泊した場合であって、当該入院又は外泊期間が死亡日以前45日の範囲
内であれば、当該入院又は外泊期間を除いた期間について、看取り介護加算の算定が可能である。 

⑬ 入院若しくは外泊又は退居の当日について看取り介護加算を算定できるかどうかは、当該日に所定単位
数を算定するかどうかによる。 

⑭ 家庭的な環境と地域住民との交流の下で、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及
び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにす
るという認知症対応型共同生活介護の事業の性質に鑑み、１月に２人以上が看取り介護加算を算定す
ることが常態化することは、望ましくないものであること。 
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１ 加算の概要 
  入居直後の利用者は、環境の変化によって症状が落ち着かなくなることが多く、より手厚い介護が必要になる、あ
るいは支援計画の策定に時間を要すことを踏まえ、所定単位を算定することができる。 
 

初期加算 → ３０単位／日（入居した日から３０日以内） 
 
２ 地域密着型サービス報酬基準（厚労告126号） 

初期加算 ３０単位 
認知症対応型共同生活介護費（（Ⅰ）又は（Ⅱ））について、入居した日から起算して３０日以内の期

間については、初期加算として、１日につき所定単位数を加算する。30日を超える病院又は診療所への入院後
に指定認知症対応型共同生活介護事業所に再び入居した場合も、同様とする。 

 
３ 地域密着型サービス報酬基準解釈通知  

① 初期加算は、当該利用者が過去３月間（ただし、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する者
の場合は過去１月間とする。）の間に、当該事業所に入居したことがない場合に限り算定できることとする。 
② 短期利用認知症対応型共同生活介護を利用していた者が日を空けることなく引き続き当該認知症対応

型共同生活介護事業所に入居した場合（短期利用認知症対応型共同生活介護の利用を終了した翌日に当
該認知症対応型共同生活介護事業所に入居した場合を含む。）については、初期加算は入居直前の短期利
用認知症対応型共同生活介護の利用日数を30日から控除して得た日数に限り算定するものとする。 
③ 30日を超える病院又は診療所への入院後に再入居した場合は、①にかかわらず、初期加算が算定される。 

 
４ 全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料（平成19年2月19日）Ｑ＆Ａ 
【H19.2.19全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料 介護老人福祉施設及び地域密着型サー
ビスに関するQ&A】 
（問16）認知症高齢者グループホームにおいて短期利用している利用者が、当該認知症高齢者グループホー
ムに引き続き入居することとなった場合、初期加算は何日間算定することができるのか。 

   （答）認知症高齢者グループホームにおいて短期利用している利用者が日を空けることなく引き続き当該認知
症高齢者グループホームに入居した場合、初期加算は、３０日から入居直前の短期利用の利用日数を控
除して得た日数に限り算定できるものである。 
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※下線部は令和３年４月改正部分 
１ 加算の概要 

 環境の変化に影響を受けやすい認知症高齢者が、可能な限り継続して指定認知症対応型共同生活介護事
業所で生活を継続できるように、日常的な健康管理を行ったり、医療ニーズが必要となった場合に適切な対応がと
れる等の体制を整備している事業所を評価する。 
 

加算の種類 単位 
医療連携体制加算（Ⅰ） 39単位／日 
医療連携体制加算（Ⅱ） 49単位／日 
医療連携体制加算（Ⅲ） 59単位／日 

 
２ 地域密着型サービス報酬基準（厚労告126号） 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして市町村長に届け出た指定認知症対応型共同生活介
護事業所において、指定認知症対応型共同生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１日に
つき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に
掲げるその他の加算は算定しない。 

 （１） 医療連携体制加算（Ⅰ）  39単位 
 （２） 医療連携体制加算（Ⅱ）  49単位 
 （３） 医療連携体制加算（Ⅲ）  59単位 

 
３ 厚生労働大臣が定める施設基準（厚告26号） 
 イ 医療連携体制加算（Ⅰ）を算定すべき指定認知症対応型共同生活介護の施設基準 
（１）当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の職員として又は病院、診療所若しくは指定訪問看護ス

テーションとの連携により、看護師を1名以上確保していること。 
（２）看護師により24時間連絡できる体制を確保していること。 
（３）重度化した場合の対応に係る指針を定め、入居の際に、利用者又はその家族に対して、当該指針の内

容を説明し、同意を得ていること 
ロ  医療連携体制加算（Ⅱ）を算定すべき指定認知症対応型共同生活介護の施設基準 
 （１）当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の職員として看護職員（看護師又は准看護師）を常

勤換算方法（指定地域密着型サービス基準第２条第６号に規定する常勤換算方法をいう。）で１名
以上配置していること。 

 （２）当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の職員である看護職員（看護師又は准看護師）又は
病院、診療所若しくは指定訪問看護ステーションの看護師との連携により、24時間連絡できる体制を確保
していること。ただし、（１）により配置している看護職員が准看護師のみである場合には、病院、診療所
又は訪問看護ステーションの看護師により24時間連絡できる体制を確保していること。 

 （３）算定日が属する月の前12月間において、次のいずれかに該当する状態の利用者が１以上であること。 
    （一）喀痰吸引を実施している状態 
    （二）経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われている状態 
 （４）イ（３）に該当するものであること。 
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ハ 医療連携体制強化加算（Ⅲ）を算定すべき認知症対応型共同生活介護の施設基準
（１）当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の職員として看護師を常勤換算方法で１名以上配置し

ていること。
（２）当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の職員である看護師又は病院、診療所若しくは指定訪

問看護ステーションの看護師との連携により、24時間連携できる体制を確保していること。
（３）イ（３）及びロ（３）に該当するものであること。

４ 地域密着型サービス報酬基準解釈通知 
① 医療連携体制加算は、環境の変化に影響を受けやすい認知症高齢者が、可能な限り継続して指定認知
症対応型共同生活介護事業所で生活を継続できるように、日常的な健康管理を行ったり、医療ニーズが必要
となった場合に適切な対応がとれる等の体制を整備している事業所を評価するものである。

② 医療連携体制加算(Ⅰ)の体制について、利用者の状態の判断や、指定認知症対応型共同生活介護事
業所の介護従業者に対し医療面からの適切な指導、援助を行うことが必要であることから、看護師の確保を
要することとしており、准看護師では本加算は認められない。
また、看護師の確保については、同一法人の他の施設に勤務する看護師を活用する場合は、当該指定認知
症対応型共同生活介護事業所の職員と他の事業所の職員を併任する職員として確保することも可能である。

③ 医療連携体制加算(Ⅰ)の体制をとっている事業所が行うべき具体的なサービスとしては、
・利用者に対する日常的な健康管理
・通常時及び特に利用者の状態悪化時における医療機関（主治医）との連絡・調整
・看取りに関する指針の整備
等を想定しており、これらの業務を行うために必要な勤務時間を確保することが必要である。
④ 医療連携体制加算(Ⅱ)の体制については、事業所の職員として看護師又は准看護師を常勤換算方法によ
り1名以上配置することとしているが、当該看護職員が准看護師のみの体制である場合には、病院、診療所又
は訪問看護ステーションの看護師との連携を要することとしている。
⑤ 医療連携体制加算(Ⅱ)又は医療連携体制加算(Ⅲ)を算定する事業所においては、③のサービス提供に加
えて、協力医療機関等との連携を確保しつつ、医療ニーズを有する利用者が、可能な限り認知症対応型共同
生活介護事業所で療養生活を継続できるように必要な支援を行うことが求められる。

  加算の算定に当たっては、施設基準第三十四号ロの(3)に規定する利用者による利用実績（短期利用認
知症対応型共同生活介護を利用する者を含む。）があり、当該利用者が療養生活を送るために必要な支援
を行っていることを要件としている。 
イ 同号ロの(3)の(一)に規定する「喀痰吸引を実施している状態」とは、認知症対応型共同生活介護の利用
中に喀痰吸引を要する利用者に対して、実際に喀痰吸引を実施している状態である。
ロ 同号ロの⑶の㈡に規定する「呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態」については、当該月において
１週間以上人工呼吸又は間歇的陽圧呼吸を行っていること。 
ハ 同号ロの⑶の㈢に規定する「中心静脈注射を実施している状態」については、中心静脈注射により薬剤の投
与をされている利用者又は中心静脈栄養以外に栄養維持が困難な利用者であること。 
ニ 同号ロの⑶の㈣に規定する「人工腎臓を実施している状態」については、当該月において人工腎臓を実施して
いるものであること。 
ホ 同号ロの⑶の㈤に規定する「重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を実施している状態」
については、重症不整脈発作を繰り返す状態、収縮期血圧90mmHg 以下が持続する状態又は酸素吸入を
行っても動脈血酸素飽和度90％以下の状態で常時、心電図、血圧又は動脈血酸素飽和度のいずれかを含
むモニタリングを行っていること。 
ヘ 同号ロの⑶の㈥に規定する「人工膀胱又は人工肛門の処置を実施している状態」については、当該利用者に
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対して、人工膀胱又は人工肛門に係る皮膚の炎症等に対するケアを行った場合であること。 
ト 同号ロの(3)の(七)に規定する「経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われている状態」とは、経口摂取が困難
で経腸栄養以外に栄養維持が困難な利用者に対して、経腸栄養を行っている状態であること。
チ 同号ロの⑶の㈧に規定する「褥瘡に対する治療を実施している状態」については、以下のいずれかの分類に該
当し、かつ、当該褥瘡に対して必要な処置を行った場合に限ること。 
第一度：皮膚の発赤が持続している部分があり、圧迫を取り除いても消失しない（皮膚の損傷はない） 
第二度：皮膚層の部分的喪失（びらん、水疱、浅いくぼみとして表れるもの）がある 
第三度：皮膚層がなくなり潰瘍が皮下組織にまで及ぶ。深いくぼみとして表れ、隣接組織まで及んでいることも 
あれば、及んでいないこともある 

第四度：皮膚層と皮下組織が失われ、筋肉や骨が露出している 
リ 同号ロの⑶の㈨に規定する「気管切開が行われている状態」については、気管切開が行われている利用者につ
いて、気管切開に係るケアを行った場合であること。 
⑥ 医療連携体制加算の算定要件である「重度化した場合における対応に係る指針」に盛り込むべき項目として
は、例えば、①急性期における医師や医療機関との連携体制、②入院期間中における指定認知症対応型共
同生活介護における居住費や食費の取扱い、③看取りに関する考え方、本人及び家族との話し合いや意思
確認の方法等の看取りに関する指針、などが考えられる。
また、医療連携加算算定時には、契約を結んだ上で訪問看護ステーションを利用することが可能となったが、急
性増悪時等においては、診療報酬の算定要件に合致すれば、医療保険による訪問看護が利用可能であるこ
とについては、これまでと変わらないものである。

５ 横浜市における本加算の取扱いについて 
本加算については、本市から平成19年２月14日付健高健第1691号で「日常的な健康管理についての基本

的な考え方」（166ページ参照）を示し、平成21年１月23日付健事第475号で「日常的な健康管理をおこな
うための看護師による健康管理の実施回数について」（167ページ参照）を示しています。本加算の算定にあた 
っては、これらの通知を十分ご確認ください。 
また、本加算は、医療保険や介護保険の居宅療養管理指導とは別のものです。居宅療養管理指導の際に医

師の往診に同行した看護師が健康管理を実施した場合は、本加算における看護師の健康管理にはあたりません
ので、ご注意ください。 

【参考】厚生労働省Ｑ＆Ａ 
【H18.5.2 介護制度改革information vol.102 事務連絡 指定認知症対応型共同生活介護等に関す
るQ&A】 
（問5）要支援２について算定できるのか。 

   （答）要支援者については、「介護予防認知症対応型共同生活介護費」の対象となるが、これについては、医
療連携体制加算を設けていないことから、算定できない。 
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【H18.5.2 介護制度改革information vol.102 事務連絡 指定認知症対応型共同生活介護等に関す
るQ&A】 
（問6）看護師の配置については、職員に看護資格を持つものがいればいいのか。看護職員として専従であるこ
とが必要か。 

   （答）職員（管理者、計画作成担当者又は介護従業者）として看護師を配置している場合については、医
療連携体制加算を算定できる。訪問看護ステーション等、他の事業所との契約により看護師を確保する場
合については、認知症高齢者グループホームにおいては、看護師としての職務に専従することが必要である。 

【H18.5.2 介護制度改革information vol.102 事務連絡 指定認知症対応型共同生活介護等に関す
るQ&A】 
（問7）看護師としての基準勤務時間数は設定されているのか。（２４時間オンコールとされているが、必要とさ
れる場合に勤務するといった対応でよいか。） 

   （答）看護師としての基準勤務時間数は設定しないが、医療連携体制加算の請求において必要とされる具
体的なサービスとしては、 
・利用者に対する日常的な健康管理
・通常時及び特に利用者の状態悪化時における医療機関（主治医）との連絡・調整
・看取りに関する指針の整備
等を想定しており、これらの業務を行うために、当該事業所の利用者の状況等を勘案して必要な時間数の勤

務が確保できていることが必要である。（事業所における勤務実態がなく、単に「オンコール体制」としているだけで
は、医療連携体制加算の算定は認められない。） 

【H18.5.2 介護制度改革information vol.102 事務連絡 指定認知症対応型共同生活介護等に関す
るQ&A】 
（問8）協力医療機関との連携により、定期的に診察する医師、訪問する看護師で加算はとれるか。連携医
療機関との連絡体制（連携医療機関との契約書で可能か）による体制で加算が請求可能か。 
（答）医療連携体制加算は、環境の変化に影響を受けやすい認知症高齢者が、可能な限り継続して認知症

高齢者グループホームで生活を継続できるように、看護師を配置することによって、日常的な健康管理を行っ
たり、医療ニーズが必要となった場合に適切な対応がとれる等の体制を整備している事業所を評価するもので
あるため、看護師を確保することなく、単に協力医療機関に医師による定期的な診療が行われているだけでは
算定できず、協力医療機関との契約のみでは算定できない。 
なお、協力医療機関との契約を見直し、契約内容が、看護師の配置について医療連携体制加算を算定

するに足りる内容であれば、算定をすることはあり得る。 

【H18.5.2 介護制度改革information vol.102 事務連絡 指定認知症対応型共同生活介護等に関す
るQ&A】 
（問9）同一法人の他事業所に勤務する看護師を活用する場合、双方の常勤換算はどのように考えられるの
か。 

  （答）算定の留意事項（通知）にあるとおり、併任で差し支えない。常勤換算については、双方の事業所にお
ける勤務時間数により、それぞれ算定する。 
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【H18.5.2 介護制度改革information vol.102 事務連絡 指定認知症対応型共同生活介護等に関す
るQ&A】 
（問10）算定要件である「重度化した場合における対応に関する指針」の具体的項目はきめられるのか。また、
加算の算定には、看取りに関する指針が必須であるか。 

  （答）算定の留意事項（通知）にあるとおり、医療連携体制加算の算定要件である「重度化した場合におけ
る対応に係る指針」に盛り込むべき項目としては、例えば、①急性期における医師や医療機関との連絡体制、
②入院期間中におけるグループホームの居住費や食費の取扱い、③看取りに関する考え方、本人及び家族との
話し合いや意思確認の方法等の看取りに関する指針、などを考えており、これらの項目を参考にして、各事業所
において定めていただきたい。 
また、この「重度化した場合における対応に係る指針」は、入居に際して説明しておくことが重要である、 
なお、指針については、特に様式等は示さないが、書面として整備し、重要事項説明書に盛り込む、又は、そ

の補足資料として添付するのが望ましい。 
 

【H18.9.4 介護制度改革information vol.127 事務連絡 介護老人福祉施設及び地域密着型サービ
スに関するQ&A】 
（問51）医療連携体制加算について、看護師により２４時間連絡体制を確保していることとあるが、同一法
人の特別養護老人ホームの看護師を活用する場合、当該看護師が特別養護老人ホームにおいて夜勤を行うと
きがあっても、グループホームにおいて２４時間連絡体制が確保されていると考えてよいか。 

   （答） 
医療連携体制加算は、看護師と常に連携し、必要なときにグループホーム側から看護師に医療的対応等に

ついて相談できる体制をとることを求めているものであり、特別養護老人ホームの看護師を活用する場合に、当該
看護師が夜勤を行うことがあっても、グループホームからの連絡を受けて当該看護師が必要な対応をとることがで
きる体制となっていれば、２４時間連絡体制が確保されていると考えられる。 

 
【H30.3.23 事務連絡 介護保険最新情報 vol.629 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A（平成
30年3月23日）」】 
（問118）新設された医療連携体制加算（Ⅱ）・（Ⅲ）の算定要件である前十二月間における利用実績と
算定期間の関係性如何。 

 （答）算定要件に該当する者の利用実績と算定の可否については以下のとおり。 
前年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 
利用実績  ○ ○ ○    ○ ○ ○ ○  
算定可否 × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 

 

当該年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 
利用実績             
算定可否 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 
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１ 加算の概要 
   利用期間が１か月間を超える利用者が退去する際に、当該利用者が居宅において退居後の居宅サービス又
は地域密着型サービスについて相談援助を行い、かつ、当該利用者の同意を得た上で、退居の日から２週間以
内に当該利用者の退居後の居宅地を管轄する市町村（特別区を含む。）及び老人介護支援センター又は地
域包括支援センターに対して、当該利用者の介護状況を示す文書を添えて当該利用者に係る居宅サービス又は
地域密着型サービスに必要な情報を提供した場合に算定可能  

 
退去時相談援助加算 → ４００単位／回（１人につき１回を限度） 

 
２ 地域密着型サービス報酬基準（厚労告126号） 

利用期間が１月を超える利用者が退居し、その居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを利用す
る場合において、当該利用者の退居時に当該利用者及びその家族等に対して退居後の居宅サービス、地域密
着型サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助を行い、かつ、当該利用者の同意を
得て、退居の日から２週間以内に当該利用者の退居後の居宅地を管轄する市町村（特別区を含む。）及び
老人介護支援センター又は地域包括支援センターに対して、当該利用者の介護状況を示す文書を添えて当該
利用者に係る居宅サービス又は地域密着型サービスに必要な情報を提供した場合に、利用者１人につき１回を
限度として算定する。 

 
３ 地域密着型サービス報酬基準解釈通知 
① 退居時相談援助の内容は、次のようなものであること。 
ａ 食事、入浴、健康管理等在宅における生活に関する相談援助 
ｂ 退居する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う各種訓練等に関する
相談援助 

ｃ 家屋の改善に関する相談援助 
ｄ 退居する者の介助方法に関する相談援助 

② 退居時相談援助加算は、次の場合には、算定できないものであること。 
ａ 退居して病院又は診療所へ入院する場合 
ｂ 退居して他の介護保険施設への入院若しくは入所又は認知症対応型共同生活介護、地域密着型介
護老人福祉施設入所者生活介護、特定施設入居者生活介護又は地域密着型特定施設入居者生活
介護の利用を開始する場合 

ｃ 死亡退居の場合 
③ 退居時相談援助は、介護支援専門員である計画作成担当者、介護職員等が協力して行うこと。 
④ 退居時相談援助は、退居者及びその家族等のいずれにも行うこと。 
⑤ 退居時相談援助を行った場合は、相談援助を行った日付及び相談援助の内容の要点に関する記録を行う
こと。 
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５ 横浜市における本加算の取扱いについて 
本加算を算定するにあたっては、当該利用者の同意を得て、退居の日から２週間以内に当該利用者の退居

後の居宅地を管轄する市町村及び地域包括支援センターに対して、当該利用者の介護状況を示す文書を添え
て必要な情報を提供する必要があります。情報提供する際の特定の様式はありませんので、退居時相談援助の
内容が分かる文書としてください。 
本市においては、地域の認知症高齢者に関する相談窓口である区役所の高齢・障害支援課及び地域包括

支援センターへ情報提供してください。 

 
【参考】厚生労働省Ｑ＆Ａ 
【H21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q＆A(vol.1)】 
（問117）退居時相談援助加算は、グループホームのショートステイ利用者は対象となるか。 
（答）本加算制度はグループホームを退居後の居宅サービスの利用等について相談を行ったことを評価するもの
である。ショートステイ等既に居宅サービスを利用している者の相談援助は居宅サービスのケアマネジャー等が行
うものであるため、当該加算の対象とはならない。 
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※下線部は令和３年４月改正部分 
１ 加算の概要 

専門的な認知症ケアを普及する観点から、認知症対応型共同生活介護において認知症介護について一定の
経験を有し、国や自治体が実施又は指定する認知症ケアに関する専門研修を修了した者が介護サービスを提供
することについて評価を行う。 

 

加算の種類 算定対象者 単位 

認知症専門ケア加算（Ⅰ） 認知症日常生活自立度Ⅲ以上 ３単位／日 

認知症専門ケア加算（Ⅱ） 認知症日常生活自立度Ⅲ以上 ４単位／日 

◇ 上記のうちいずれか一つを算定できる。 
（認知症高齢者日常生活自立度については、次ページを参照） 

 
２ 地域密着型サービス報酬基準（厚労告126号） 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定認知症対応型共同生活
介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める者に対し専門的な認知症ケアを行った場合には、当該基準に掲げ
る区分に従い、１日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している
場合においては、次に掲げるその他の加算を算定しない。 
（１）認知症専門ケア加算（Ⅰ） ３単位 
（２）認知症専門ケア加算（Ⅱ） ４単位 

 
３ 厚生労働大臣が定める基準（厚告25号） 

イ 認知症専門ケア加算（Ⅰ） 
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 
⑴  事業所又は施設における利用者、入所者又は入院患者の総数のうち、日常生活に支障を来すおそ

れのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症の者（以下この号において「対
象者」という。）の占める割合が２分の１以上であること。 

⑵ 認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を、対象者の数が20人未満である場合にあっては
１以上、当該対象者の数が20人以上である場合にあっては１に当該対象者の数が19を超えて10又
はその端数を増すごとに１を加えて得た数以上配置し、チームとして専門的な認知症ケアを実施してい
ること。 

⑶ 当該事業所又は施設の従業者に対する認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る
会議を定期的に開催していること。 

ロ 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 
⑴ イの基準のいずれにも適合すること。 
⑵ 認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者を１名以上配置し、事業所又は施設全体

の認知症ケアの指導等を実施していること。 
⑶ 当該事業所又は施設における介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、当
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該計画に従い、研修を実施又は実施を予定していること。 

 
４ 厚生労働大臣が定める者等（厚告23号） 

日常生活に支障をきたすおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者 

 
５ 地域密着型サービス報酬基準解釈通知 
① 「日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症の者」と
は、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する利用者を指すものとする。 

② 「認知症介護に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実施について」（平成18年3
月31日老発第0331010号厚生労働省老健局長通知）及び「認知症介護実践者等養成事業の円滑な
運営について」（平成18年3月31日老計第0331007号厚生労働省計画課長通知）に規定する「認知症
介護実践リーダー研修」、認知症看護に係る適切な研修を指すものとする。 

③ 「認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議」は、テレビ電話装置等を活用して行うこ
とができるものとする。なお、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の
適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵
守していること。 

④ 「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実施について」及び「認
知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」に規定する「認知症介護指導者養成研修」、認知症
看護に係る適切な研修を指すものとする。 

【参考】 
（通則） 

「認知症高齢者の日常生活自立度」の決定方法について（平成18年３月31日老計発第0331005
号・老振発第0331005号・老老発第0331018号「第２の１通則」） 

① 加算の算定要件として「「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」の活用について」（平成５年10
月26日老健第135号厚生省老人保健局長通知）に規定する「認知症高齢者の日常生活自立度」
（以下「日常生活自立度」という。）を用いる場合の日常生活自立度の決定に当たっては、医師の判定
結果又は主治医意見書（以下「判定結果」という。）を用いるものとする。 

② ①の判定結果は、判定した医師名、判定日と共に、居宅サービス計画又は各サービスのサービス計画に記
載するものとする。また、主治医意見書とは、「要介護認定等の実施について」に基づき、主治医が記載した
同通知中「３ 主治医の意見の聴取」に規定する「主治医意見書」中「３．心身の状態に関する意見 
(1) 日常生活の自立度等について ・認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載をいうものとする。なお、
複数の判定結果がある場合にあっては、最も新しい判定を用いるものとする。 

③ 医師の判定が無い場合（主治医意見書を用いることについて同意が得られていない場合を含む。）にあっ
ては、「要介護認定等の実施について」に基づき、認定調査員が記入した同通知中「２(4) 認定調査員」
に規定する「認定調査票」の「認定調査票（基本調査）」９の「認知症高齢者の日常生活自立度」欄の
記載を用いるものとする。 
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【参考】厚生労働省Ｑ＆Ａ 
【H21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q＆A(vol.1)】 
（問112）例えば、平成１８年度より全国社会福祉協議会が認定し、日本介護福祉士会等が実施する「介
護福祉士ファーストステップ研修」については、認知症介護実践リーダー研修相当として認められるか。 
（答）本加算制度の対象となる認知症介護実践リーダー研修については、自治体が実施又は指定する研修とし
ており、研修カリキュラム、講師等を審査し、適当と判断された場合には認められる。 

※本市では、「介護福祉士ファーストステップ研修」については、今のところ認知症介護リーダー研修相当として認め
ていません。 

 
【H21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q＆A(vol.1)】 
（問113）認知症専門ケア加算Ⅱの認知症介護指導者は、研修修了者であれば施設長でもかまわないか。 

  （答）認知症介護指導者研修修了者であり、適切に事業所又は施設全体の認知症ケアの実施等を行ってい
る場合であれば、その者の職務や資格等については問わない。 

 
【H21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q＆A(vol.1)】 
（問114）認知症日常生活自立度Ⅲ以上の者の割合の算定方法如何。 

  （答）届出日の属する月の前３月の各月末時点の入所者又は利用者数の平均で算定する。 
 
【H21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q＆A(vol.1)】 
（問115）認知症介護に係る専門的な研修を修了した者を配置するとあるが、「配置」の考え方如何。常勤要
件等はあるか。 

  （答）専門的な研修を修了した者の配置については、常勤等の条件は無いが、認知症チームケアや認知症介
護に関する研修の実施など、本加算制度の要件を満たすためには施設・事業所内での業務を実施する必要
があることから、加算対象施設・事業所の職員であることが必要である。 
なお、本加算制度の対象となる施設・事業所は、専門的な研修を修了した者の勤務する主たる事業所１

か所のみである。 
 
【H21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q＆A(vol.1)】 
（問116）認知症介護実践リーダー研修修了者は、「痴呆介護研修事業の実施について」（平成12年9月5
日老発第623号）及び「痴呆介護研修事業の円滑な運営について」（平成12年10月25日老計第43号）
において規定する専門課程を修了した者も含むのか。 

   （答）含むものとする。 
 

 
【H21.4.17 介護保険最新情報vol.79 平成21年4月改定関係Q＆A(vol.2)】 
（問39）「認知症高齢者の日常生活自立度」を基準とした加算について、医師が判定した場合、その情報は
必ず文書で提供する必要があるのか。 

  （答）医師が判定した場合の情報提供の方法については特に定めず、必ずしも診断書や文書による診療情報
提供を義務づけるものではない。 
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【H21.4.17 介護保険最新情報vol.79 平成21年4月改定関係Q＆A(vol.2)】 
（問41）グループホームのショートステイ利用者についても認知症専門ケア加算の算定要件に含めることが可能
か。 

  （答）短期利用共同生活介護及び介護予防短期利用共同生活介護を受ける利用者は、当該加算の算定
要件に含めず、本加算の対象から除くものとする。 

 
【H21.5.13 介護保険最新情報vol.88 認知症専門ケア加算に係る研修要件の取り扱いについて】 
（問58）認知症介護実践リーダー研修を修了していないが、都道府県等が当該研修修了者と同等の能力を
有すると認めた者であって、認知症介護指導者養成研修を修了した者について、認知症専門ケア加算における
認知症介護実践リーダー研修修了者としてみなすことはできないか。  

   （答）認知症介護指導者養成研修については認知症介護実践研修（認知症介護実践者研修及び認知
症介護実践リーダー研修）の企画・立案に参加し、又は講師として従事することが予定されている者である
ことがその受講要件にあり、平成20年度までに行われたカリキュラムにおいては認知症介護実践リーダー研
修の内容が全て含まれていたこと等の経過を踏まえ、認知症介護実践リーダー研修が未受講であっても当
該研修を修了したものとみなすこととする。  
従って、平成21年度4月17日発出のQ＆A（Vol.2）問40の答において示したように加算対象となる

者が10名未満の場合にあっては、平成20年度以前の認知症介護指導者養成研修を修了した者（認
知症介護実践リーダー研修の未受講者）1名の配置で認知症専門ケア加算Ⅱを算定できることとなる。  
なお、平成21年度から行われる認知症介護指導者養成研修については、認知症介護実践リーダー研

修の受講修了を前提としたカリキュラムとして見直しが行われたところである。しかしながら、平成21年度に
ついては既に募集が開始されていることから、当該研修中に一定のプログラムを補うことにより、認知症介護
実践リーダー研修修了者としてみなすこととする。 
平成22年度以降については、認知症介護指導者養成研修の受講者を認知症介護実践リーダー研

修修了者に限定する予定であるので、留意されたい。 

 
【R3.3.26 令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.４）（令和３年３月29日）】 
（問29）認知症専門ケア加算の算定要件について、「認知症介護に係る専門的な研修」や「認知症介護の
指導に係る専門的な研修」のうち、認知症看護に係る適切な研修とは、どのようなものがあるか。 

   （答） 
・現時点では、以下のいずれかの研修である。 
①日本看護協会認定看護師教育課程「認知症看護」の研修 
②日本看護協会が認定している看護系大学院の「老人看護」及び「精神看護」の専門看護師教育課程 
③日本精神科看護協会が認定している「精神科認定看護師」 

・ただし、③については認定証が発行されている者に限る。 
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【R3.3.26 令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.４）（令和３年３月29日）】 
（問38）認知症専門ケア加算（II）を算定するためには、当該加算（I）の算定要件の一つである認知症
介護実践リーダー研修修了者に加えて、認知症介護指導者養成研修修了者又は認知症看護に係る適切な
研修修了者を別に配置する必要があるのか。 

   （答）必要ない。例えば加算の対象者が20名未満の場合、 
・認知症介護実践リーダー研修と認知症介護指導者養成研修の両方を修了した者 
・認知症看護に係る適切な研修を修了した者 
のいずれかが１名配置されていれば、認知症専門ケア加算（II）を算定することができる。 

（研修修了者の人員配置例） 

 
加算対象者数 

～19 20～29 30～39 ・・ 

必要な研修 
修了者の 
配置数 

「認知症介護に係る専門的な研修」 
1 2 3 ・・ 

 
認知症介護実践リーダー研修 
認知症看護に係る適切な研修 

「認知症介護の指導に係る専門的な研修」 
1 1 1 ・・ 

 
認知症介護指導者養成研修 
認知症看護に係る適切な研修 

（注）認知症介護実践リーダー研修と認知症介護指導者養成研修の両方を修了した者、又は認知症看護に係
る適切な研修を修了した者を１名配置する場合、「認知症介護に係る専門的な研修」及び「認知症介護の指
導に係る専門的な研修」の修了者をそれぞれ１名配置したことになる。 
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※下線部は令和３年４月改正部分 
1 加算の概要 

利用者に対して、指定訪問リハビリテーション事業所等を実施している医療提供施設の医師等が指定認知症
対応型共同生活介護事業所を訪問した際に、計画作成担当者が当該医師等と利用者の身体の状況等の評
価を共同して行い、かつ、生活機能の向上を目的とした認知症対応型共同生活介護計画を作成した場合であっ
て、当該医師等と連携し、当該認知症対応型共同生活介護計画に基づく指定認知症対応型共同生活介護を
行ったときに算定可能 

 
生活機能向上連携加算（Ⅰ） � 100単位／月（初回のみ） 
生活機能向上連携加算（Ⅱ） → 200単位／月（初回から３月の間） 

 
２ 地域密着型サービス報酬基準（厚労告126号） 
  ① 生活機能向上連携加算(Ⅰ)について、計画作成担当者（指定地域密着型サービス基準第90条第５項に

規定する計画作成担当者をいう。注２において同じ。）が、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハ
ビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の医師、理学療法士、作業療法士又
は言語聴覚士の助言に基づき、生活機能の向上を目的とした認知症対応型共同生活介護計画（指定地域
密着型サービス基準第98条第１項に規定する認知症対応型共同生活介護計画をいう。以下同じ。）を作
成し、当該認知症対応型共同生活介護計画に基づく指定認知症対応型共同生活介護を行ったときは、初
回の当該指定認知症対応型共同生活介護が行われた日の属する月に、所定単位数を加算する。 

  ② 生活機能向上連携加算(Ⅱ)について、利用者に対して、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビ
リテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の医師、理学療法士、作業療法士又は
言語聴覚士が指定認知症対応型共同生活介護事業所を訪問した際に、計画作成担当者が当該医師、理
学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、かつ、生活機能の
向上を目的とした認知症対応型共同生活介護計画を作成した場合であって、当該医師、理学療法士、作業
療法士又は言語聴覚士と連携し、当該認知症対応型共同生活介護計画に基づく指定認知症対応型共同
生活介護を行ったときは、初回の当該指定認知症対応型共同生活介護が行われた日の属する月以降３月の
間、１月につき所定単位数を加算する。ただし、生活機能向上連携加算(Ⅰ)を算定している場合には算定し
ない。 

 
３ 地域密着型サービス報酬基準解釈通知 
  ① 生活機能向上連携加算(Ⅱ)について 

イ 「生活機能の向上を目的とした認知症対応型共同生活介護計画」とは、利用者の日常生活において介助
等を必要とする行為について、単に介護従業者が介助等を行うのみならず、利用者本人が、日々の暮らしの中
で当該行為を可能な限り自立して行うことができるよう、その有する能力及び改善可能性に応じた具体的目標
を定めた上で、介護従業者が提供する介護の内容を定めたものでなければならない。 
ロ イの認知症対応型共同生活介護計画の作成に当たっては、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リ
ハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設（病院にあっては、許可病床数が
200 床未満のもの又は当該病院を中心とした半径４キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。）
の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師（以下この⑿において「理学療法士等」という。）が認
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知症対応型共同生活介護事業所を訪問した際に、当該利用者のＡＤＬ（寝返り、起き上がり、移乗、歩
行、着衣、入浴、排せつ等）及びＩＡＤＬ（調理、掃除、買物、金銭管理、服薬状況等）に関する利用
者の状況につき、理学療法士等と計画作成担当者が共同して、現在の状況及びその改善可能性の評価
（以下「生活機能アセスメント」という。）を行うものとする。この場合の「リハビリテーションを実施している医療提
供施設」とは、診療報酬における疾患別リハビリテーション料の届出を行っている病院若しくは診療所又は介護
老人保健施設、介護療養型医療施設若しくは介護医療院である。 

ハ イの認知症対応型共同生活介護計画には、生活機能アセスメントの結果のほか、次に掲げるその他の日々の
暮らしの中で必要な機能の向上に資する内容を記載しなければならない。 
ａ 利用者が日々の暮らしの中で可能な限り自立して行おうとする行為の内容 
ｂ 生活機能アセスメントの結果に基づき、ａの内容について定めた三月を目途とする達成目標 
ｃ ｂの目標を達成するために経過的に達成すべき各月の目標 
ｄ ｂ及びｃの目標を達成するために介護従業者が行う介助等の内容 

ニ ハのｂ及びｃの達成目標については、利用者の意向も踏まえ策定するとともに、利用者自身がその達成度合
いを客観視でき、当該利用者の意欲の向上につながるよう、例えば当該目標に係る生活行為の回数や当該
生活行為を行うために必要となる基本的な動作（立位又は座位の保持等）の時間数といった数値を用いる
等、可能な限り具体的かつ客観的な指標を用いて設定すること。 

ホ 本加算はロの評価に基づき、イの認知症対応型共同生活介護計画に基づき提供された初回の介護の提供
日が属する月を含む３月を限度として算定されるものであり、３月を超えて本加算を算定しようとする場合は、
再度ロの評価に基づき認知症対応型共同生活介護計画を見直す必要があること。 

ヘ 本加算を算定する期間中は、各月における目標の達成度合いにつき、利用者及び理学療法士等に報告し、
必要に応じて利用者の意向を確認し、当該理学療法士等から必要な助言を得た上で、利用者のＡＤＬ及び
ＩＡＤＬの改善状況及びハのｂの達成目標を踏まえた適切な対応を行うこと。 

② 生活機能向上連携加算(Ⅰ)について 
イ 生活機能向上連携加算(Ⅰ)については、①ロ、ホ及びヘを除き①を適用する。本加算は、理学療法士等が
認知症対応型共同生活介護事業所を訪問せずにＡＤＬ及びＩＡＤＬに関する利用者の状況について適
切に把握した上で計画作成担当者に助言を行い、計画作成担当者が、助言に基づき①イの認知症対応型
共同生活介護計画を作成（変更）するとともに、計画作成から３月経過後、目標の達成度合いにつき、利
用者及び理学療法士等に報告することを定期的に実施することを評価するものである。 
ａ ①イの認知症対応型共同生活介護計画の作成に当たっては、理学療法士等は、当該利用者のＡＤＬ及
びＩＡＤＬに関する状況について、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又
はリハビリテーションを実施している医療提供施設の場において把握し、又は指定認知症対応型共同生活介
護事業所の計画作成担当者と連携してＩＣＴを活用した動画やテレビ電話を用いて把握した上で、当該指
定認知症対応型共同生活介護事業所の計画作成担当者に助言を行うこと。なお、ＩＣＴを活用した動画
やテレビ電話を用いる場合においては、理学療法士等がＡＤＬ及びＩＡＤＬに関する利用者の状況について
適切に把握することができるよう、理学療法士等と計画作成担当者で事前に方法等を調整するものとする。 
ｂ 当該認知症対応型共同生活介護事業所の計画作成担当者は、ａの助言に基づき、生活機能アセスメン
トを行った上で、①イの認知症対応型共同生活介護計画の作成を行うこと。なお、①イの認知症対応型共同
生活介護計画には、ａの助言の内容を記載すること。 
ｃ 本加算は、①イの認知症対応型共同生活介護計画に基づき指定認知症対応型共同生活介護を提供し
た初回の月に限り、算定されるものである。なお、ａの助言に基づき認知症対応型共同生活介護計画を見直
した場合には、本加算を算定することは可能であるが、利用者の急性増悪等により認知症対応型共同生活介
護計画を見直した場合を除き、①イの認知症対応型共同生活介護計画に基づき指定認知症対応型共同
生活介護を提供した翌月及び翌々月は本加算を算定しない。 
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ｄ ３月経過後、目標の達成度合いにつき、利用者及び理学療法士等に報告すること。なお、再度ａの助言
に基づき認知症対応型共同生活介護計画を見直した場合には、本加算の算定が可能である。 

 
【参考】厚生労働省Ｑ＆Ａ 
【H30.3.23 事務連絡 介護保険最新情報 vol.629 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A（平成
30年3月23日）」】 
（問113） 指定認知症対応型共同生活介護事業所は、生活機能向上連携加算に係る業務について指定
訪問リハビリテーション事業所又は指定通所リハビリテーション事業所若しくは医療提供施設と委託契約を締結
し、業務に必要な費用を指定訪問リハビリテーション事業所等に支払うことになると考えてよいか。 

  （答）貴見のとおりである。なお、委託料についてはそれぞれの合議により適切に設定する必要がある。 
 
【H30.3.23 事務連絡 介護保険最新情報 vol.629 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A（平成
30年3月23日）」】 
（問114）生活機能向上連携加算は、同一法人の指定訪問リハビリテーション事業所若しくは指定通所リハビ
リテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設（原則として許可病床数200 床未満の
ものに限る。）と連携する場合も算定できるものと考えてよいか。 
（答）貴見のとおりである。なお、連携先について、地域包括ケアシステムの推進に向けた在宅医療の主たる担い
手として想定されている200 床未満の医療提供施設に原則として限っている趣旨や、リハビリテーション専門
職（理学療法士、作業療法士、言語聴覚士）の有効活用、地域との連携の促進の観点から、別法人から
の連携の求めがあった場合には、積極的に応じるべきである。 
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※令和３年４月新設加算 

１ 加算の概要 
事業所において管理栄養士が、従業者に対し栄養ケアに係る技術的助言及び指導を１月に1回以上

行っている場合に算定可能 
 

栄養管理体制加算 → 30単位／月 
 

２ 地域密着型サービス報酬基準（厚労告126号） 
別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定認知症対応型共同生活介護事業所において、管理栄養

士（当該事業所の従業者以外の管理栄養士を含む。）が、従業者に対する栄養ケアに係る技術的助言及び
指導を月１回以上行っている場合に、１月につき所定単位数を加算する。 

 
3 厚生労働大臣が定める基準（厚労告25号） 

通所介護費等算定方法第８号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。 
 

4 地域密着型サービス報酬基準解釈通知 
① 栄養管理体制加算の算定に係る管理栄養士は、外部（他の介護事業所（栄養管理体制加算の対象事
業所に限る。）、医療機関、介護保険施設（栄養マネジメント強化加算の算定要件として規定する員数を
超えて管理栄養士を置いているもの又は常勤の管理栄養士を１名以上配置しているものに限る。）又は公益
社団法人日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が設置し、運営する「栄養ケア・ステーション」）との連携
により体制を確保した場合も、算定できる。 

② 「栄養ケアに係る技術的助言及び指導」とは、当該事業所における利用者の低栄養状態の評価方法、栄養
ケアに関する課題（食事中の傾眠、拒食、徘徊・多動等）への対応方法、食形態の調整及び調理方法その
他当該事業所において日常的な栄養ケアの実施にあたり必要と思われる事項のうち、いずれかに係る技術的
助言及び指導のことをいうものであって、利用者ごとの栄養ケア・マネジメントをいうものではない。 

③ 「栄養ケアに係る技術的助言及び指導」を行うにあたって、以下の事項を記録すること。 
イ 当該事業所において利用者の栄養ケアを推進するための課題 
ロ 当該事業所における目標 
ハ 具体的方策 
ニ 留意事項 
ホ その他必要と思われる事項 
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※下線部は令和３年４月改正部分 

１ 加算の概要 
  歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士による介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び
指導を月１回以上行った場合に算定できる。 

 
口腔衛生管理体制加算 → 30単位／月 

 
２ 地域密着型サービス報酬基準（厚労告126号） 
  別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定認知症対応型共同生活介護事業所において、歯科医師又
は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月１回
以上行っている場合に、１月につき所定単位数を加算する。 

 
3 厚生労働大臣が定める基準（厚告25号） 
イ 事業所又は施設において歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言及び指導に基
づき、利用者の口腔ケア・マネジメントに係る計画が作成されていること。 

ロ 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 
 
4 地域密着型サービス報酬基準解釈通知 
① 「口腔ケアに係る技術的助言及び指導」とは、当該事業所における利用者の口腔内状態の評価方法、適切
な口腔ケアの手技、口腔ケアに必要な物品整備の留意点、口腔ケアに伴うリスク管理、その他当該事業所に
おいて日常的な口腔ケアの実施にあたり必要と思われる事項のうち、いずれかに係る技術的助言及び指導のこ
とをいうものであって、個々の利用者の口腔ケア計画をいうものではない。 
また、「口腔ケアに係る技術的助言及び指導」は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

なお、テレビ電話装置等の活用に当たっては、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者
における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関する
ガイドライン」等を遵守すること。 

② 「利用者の口腔ケア・マネジメントに係る計画」には、以下の事項を記載すること。 
イ 当該事業所において利用者の口腔ケアを推進するための課題 
ロ 当該事業所における目標 
ハ 具体的方策 
ニ 留意事項 
ホ 当該事業所と歯科医療機関との連携の状況 
へ 歯科医師からの指示内容の要点（当該計画の作成にあたっての技術的助言・指導を歯科衛生士が 
行った場合に限る。） 

ト その他必要と思われる事項 
③ 医療保険において歯科訪問診療料又は訪問歯科衛生指導料が算定された日の属する月であっても口腔衛
生管理体制加算を算定できるが、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導又は利用者の口腔
ケア・マネジメントに係る計画に関する技術的助言及び指導を行うにあたっては、歯科訪問診療又は訪問歯科衛
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生指導の実施時間以外の時間帯に行うこと。 
 
【参考】厚生労働省Ｑ＆Ａ 
【H30.3.23 事務連絡 介護保険最新情報 vol.629 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A（平成
30年3月23日）」】 
（問115）口腔衛生管理体制加算について、月の途中で退所、入院又は外泊した場合や月の途中から入所
した場合にはどのように取り扱えばよいのか。 
（答）入院・外泊中の期間は除き、当該月において１日でも当該施設に在所した入所者について算定できる。 

 
【H30.3.23 事務連絡 介護保険最新情報 vol.629 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A（平成
30年3月23日）」】 
（問116）口腔衛生管理体制加算について、「歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導の実施時間以外の時
間帯に行うこと」とあるが、歯科訪問診療料又は訪問歯科衛生指導料を算定した日と同一日であっても、歯科
訪問診療又は訪問歯科衛生指導を行っていない異なる時刻であれば、「実施時間以外の時間帯」に該当すると
考えてよいか。 
（答）貴見のとおりである。 

 
【R3.3.26 令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）（令和３年３月26日）】 
（問80）口腔衛生の管理体制に関する管理計画の立案は、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛
生士による技術的助言及び指導に基づき行われるが、技術的助言及び指導を行う歯科医師は、協力歯科医
療機関の歯科医師でなければならないのか。 

（答）協力歯科医療機関の歯科医師に関わらず、当該施設の口腔衛生の管理体制を把握している歯科医師又
は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士を想定している。 

 
【R3.3.26令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）（令和３年３月26日）】 
（問83）口腔衛生管理体制加算について、月の途中で退所、入院又は外泊した場合や月の途中から入所し
た場合にはどのように取り扱えばよいのか。 

（答）入院・外泊中の期間は除き、当該月において１日でも当該施設に在所した入所者について算定できる。 
 
【R3.3.26 令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）（令和３年３月26日）】 
（問84）口腔衛生管理体制加算の算定に当たって作成することとなっている「口腔衛生管理体制計画」につい
ては、施設ごとに計画を作成すればよいのか。 

（答）施設ごとに計画を作成することとなる。 
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※下線部は令和３年４月改正部分 

１ 加算の概要 
   事業所の従業者が、利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の口腔の健康状態のスクリーニング及び栄養状
態のスクリーニングを行った場合に、１回につき所定単位数を加算する。ただし、当該利用者について、当該事業
所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては算定しない。 

 
口腔・栄養スクリーニング加算 → ２０単位／回（※６月に１回を限度とする） 

 

２ 地域密着型介護報酬基準（厚労告126号） 
  別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定認知症対応型共同生活介護事業所の従業者が、利用開始
時及び利用中６月ごとに利用者の口腔の健康状態のスクリーニング及び栄養状態のスクリーニングを行った場合に、
１回につき所定単位数を加算する。ただし、当該利用者について、当該事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニ
ング加算を算定している場合にあっては算定しない。 

 
3 厚生労働大臣が定める基準（厚告25号） 
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 
イ 利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の口腔の健康状態について確認を行い、当該利用者の口腔の健康
状態に関する情報（当該利用者の口腔の健康状態が低下しているおそれのある場合にあっては、その改善に必
要な情報を含む。）を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。 

ロ 利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に関する
情報（当該利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情報を含む。）を当該利用
者を担当する介護支援専門員に提供していること。 

ハ 通所介護費等算定方法第５号、第７号から第９号まで、第19号、第21号及び第22号に規定する基準のい
ずれにも該当しないこと。 

 
4 地域密着型サービス報酬基準解釈通知 
① 口腔・栄養スクリーニング加算の算定に係る口腔の健康状態のスクリーニング（以下「口腔スクリーニング」とい
う。）及び栄養状態のスクリーニング（以下「栄養スクリーニング」という。）は、利用者ごとに行われるケアマネジメ
ントの一環として行われることに留意すること。 

② 口腔スクリーニング及び栄養スクリーニングを行うに当たっては、利用者について、それぞれ次に掲げる確認を行い、
確認した情報を介護支援専門員に対し、提供すること。 
イ 口腔スクリーニング 
ａ 硬いものを避け、柔らかいものを中心に食べる者 
ｂ 入れ歯を使っている者 
ｃ むせやすい者 

ロ 栄養スクリーニング 
ａ ＢＭＩが18.5 未満である者 
ｂ １～６月間で３％以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援事業の実施について」（平成18 
年６月９日老発第0609001 号厚生労働省老健局長通知）に規定する基本チェックリストの№11 の
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項目が「１」に該当する者 
ｃ 血清アルブミン値が3.5ｇ／dl 以下である者 
ｄ 食事摂取量が不良（75％以下）である者 

 
 
【参考】厚生労働省Ｑ＆Ａ 
【H30.3.23 事務連絡 介護保険最新情報 vol.629 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A（平成
30年3月23日）」】 
（問30）当該利用者が、栄養スクリーニング加算を算定できるサービスを複数利用している場合、栄養スクリー
ニング加算の算定事業者をどのように判断すればよいか。 
（答）サービス利用者が利用している各種サービスの栄養状態との関連性、実施時間の実績、栄養改善サー
ビスの提供実績、栄養スクリーニングの実施可能性等を踏まえ、サービス担当者会議で検討し、介護支援専門
員が判断・決定するものとする。 

  
【H30.8.6 事務連絡 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A（vol.6）（平成30年8月6日）」】 
（問２）栄養スクリーニング加算は当該事業所以外で既に栄養スクリーニング加算を算定している場合に当たっ
ては算定しないこととされているが、当該事業所以外で算定してから６か月を空ければ当該事業所で算定できる
か。 

 （答）６か月を空ければ算定は可能だが、算定事業者の決定については、「平成30年度介護報酬改定に関す
るQ&A（Vol.１）」（平成30年３月23日）の通所系・居宅系サービスにおける栄養スクリーニング加算に係
る問30を参照されたい。 

 
【R3.3.26 令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）（令和３年３月26日）】 
（問20）令和２年10月以降に栄養スクリーニング加算を算定した事業所において、令和３年４月に口腔・栄
養スクリーニング加算を算定できるか。 

（答）算定できる。 
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※令和３年４月新設加算 

１ 加算の概要 
   科学的介護情報システム（LIFE）を活用し、利用者ごとのADL値等の必要な情報を厚生労働省に提出し、
必要に応じて。認知症対応型共同生活介護計画を見直す等、サービス提供にあたって当該情報を有効に活用し
ている場合に算定可能。 

 
科学的介護推進体制加算 → 40単位／月 

 
２ 地域密着型サービス報酬基準（厚労告126号） 
次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市町村長に届け出た指定認知症対応型共同生活介護事業

所が、利用者に対し指定認知症対応型共同生活介護を行った場合は、１月につき所定単位数を加算する。 
⑴ 利用者ごとのＡＤＬ値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の利用者の心身の状況等に係る基本的
な情報を、厚生労働省に提出していること。 

⑵ 必要に応じて認知症対応型共同生活介護計画を見直すなど、指定認知症対応型共同生活介護の提供に当
たって、⑴に規定する情報その他指定認知症対応型共同生活介護を適切かつ有効に提供するために必要な情
報を活用していること。 

 
３ 地域密着型サービス報酬基準解釈通知 
① 科学的介護推進体制加算は、原則として利用者全員を対象として、利用者ごとに注21 に掲げる要件を満たし
た場合に、当該事業所の利用者全員に対して算定できるものであること。 

② 情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等については、
「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の
提示について」を参照されたい。 

③ 事業所は、利用者に提供するサービスの質を常に向上させていくため、計画（Plan）、実行（Do）、評価
（Check）、改善（Action）のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、質の高いサービスを実施する体制を構築
するとともに、その更なる向上に努めることが重要であり、具体的には、次のような一連の取組が求められる。したがっ
て、情報を厚生労働省に提出するだけでは、本加算の算定対象とはならない。 
イ 利用者の心身の状況等に係る基本的な情報に基づき、適切なサービスを提供するためのサービス計画を作成
する（Plan）。 

ロ サービスの提供に当たっては、サービス計画に基づいて、利用者の自立支援や重度化防止に資する介護を実
施する（Do）。 

ハ ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報等も活用し、多職種が共同して、事業所の特性やサービス提
供の在り方について検証を行う（Check）。 

ニ 検証結果に基づき、利用者のサービス計画を適切に見直し、事業所全体として、サービスの質の更なる向上に
努める（Action）。 

④ 提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適宜活
用されるものである。 
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【参考】厚生労働省Ｑ＆Ａ 
【R3.3.26 令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）（令和３年３月26日）】 
（問16）要件として定められた情報を「やむを得ない場合を除き、すべて提出すること」とされていれるが、「やむを
得ない場合」とはどのような場合か。 

（答） 
・やむを得ない場合とは、例えば、通所サービスの利用者について、情報を提出すべき月において、当該月の中旬
に評価を行う予定であったが、緊急で月初に入院することとなり、当該利用者について情報の提出ができなかっ
た場合や、データを入力したにも関わらず、システムトラブル等により提出ができなかった場合等、利用者単位で
情報の提出ができなかった場合がある。 

・また、提出する情報についても、例えば、全身状態が急速に悪化した入所者について、必須項目である体重等
が測定できず、一部の情報しか提出できなかった場合等であっても、事業所・施設の利用者又は入所者全員
に当該加算を算定することは可能である。 

・ただし、情報の提出が困難であった理由について、介護記録等に明記しておく必要がある。 
 
【R3.3.26 令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）（令和３年３月26日）】 
（問17）ＬＩＦＥに提出する情報に、利用者の氏名や介護保険被保険者番号等の個人情報が含まれる
が、情報の提出に当たって、利用者の同意は必要か。 

（答）ＬＩＦＥの利用者登録の際に、氏名や介護保険被保険者番号等の個人情報を入力いただくが、ＬＩＦ
Ｅのシステムにはその一部を匿名化した情報が送られるため、個人情報を収集するものではない。そのため、加
算の算定に係る同意は必要ではあるものの、情報の提出自体については、利用者の同意は必要ない。 
 

【R3.3.26 令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）（令和３年３月26日）】 
（問18）加算を算定しようと考えているが、例えば入所者のうち１人だけでも加算の算定に係る同意が取れな
い場合には算定できないのか。 

（答）加算の算定に係る同意が得られない利用者又は入所者がいる場合であっても、当該者を含む原則全ての利
用者又は入所者に係る情報を提出すれば、加算の算定に係る同意が得られた利用者又は入所者について算
定が可能である。 
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※下線部が令和３年４月改正部分 
１ 加算の概要 

介護福祉士の資格保有者、常勤職員または一定の勤続年数を満たす者が、一定の割合で雇用されている事
業所が提供するサービスについて評価を行う加算です。 

加算の種類 主な要件 対象従業者 単位 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 
介護福祉士が70％以上又は
勤続年数10年以上の介護福
祉士が25％以上配置 

介護職員 22単位／日 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 介護福祉士が60％以上配置 介護職員 18単位／日 

サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 

介護福祉士が50％以上※1、
常勤職員が75％以上※２又は
勤続年数 7年以上の者が
30％以上※３配置 

※１介護職員 
※２看護・介護職員 
※３利用者に直接提

供する職員 
６単位／日 

◇ 上記のうちいずれか一つを算定できる。 
 
２ 地域密着型サービス報酬基準（厚労告126号） 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定認知症対応型共同生活
介護事業所が、利用者に対し、指定認知症対応型共同生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に
従い、１日につき上記に掲げる所定単位数を加算する。ただし、上記に掲げるいずれかの加算を算定している場
合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

 
３ 厚生労働大臣が定める基準（厚告25号） 
イ サービス提供体制強化加算（Ⅰ）次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 
⑴ 次のいずれかに適合すること。 
㈠ 指定認知症対応型共同生活介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100
分の70以上であること。 

㈡ 指定認知症対応型共同生活介護事業所の介護職員の総数のうち、勤続年数10年以上の介護福祉
士の占める割合が100分の25以上であること。 

⑵ 通所介護費等算定方法第8号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。 
※ 別の告示で定める定員・人員基準に適合していること。 
 
ロ サービス提供体制強化加算（Ⅱ）次に掲げる基準のいずれにも適合すること 
⑴ 当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100
分の60以上であること。 

⑵ イ⑵に該当するものであること。 
※ 別の告示で定める定員・人員基準に適合していること。 
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ハ サービス提供体制強化加算（Ⅲ）次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 
⑴ 次のいずれかに適合すること。 
㈠ 指定認知症対応型共同生活介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100
分の50以上であること。 

㈡ 指定認知症対応型共同生活介護事業所の看護・介護職員の総数のうち、常勤職員の占める割合が
100分の75以上であること。 

㈢ 指定認知症対応型共同生活介護を利用者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数七年以上の
者の占める割合が100分の30以上であること。 
 

⑵ 通所介護費等算定方法第８号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。 
※ 別の告示で定める定員・人員基準に適合していること。 

 

４ 地域密着型サービス報酬基準解釈通知 
➀ 職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度（三月を除く。）の平均を用いる
こととする。ただし、前年度の実績が六月に満たない事業所（新たに事業を開始し、又は再開した事業所を
含む。）については、届出日の属する月の前三月について、常勤換算方法により算出した平均を用いること
とする。したがって、新たに事業を開始し、又は再開した事業者については、四月目以降届出が可能となるも
のであること。 
なお、介護福祉士又は介護職員基礎研修課程修了者については、各月の前月の末日時点で資格を

取得又は研修の課程を修了している者とすること。 
② 前号ただし書の場合にあっては、届出を行った月以降においても、直近三月間の職員の割合につき、毎月
継続的に所定の割合を維持しなければならない。なお、その割合については、毎月記録するものとし、所定の
割合を下回った場合については、直ちに第一の５（加算等が算定されなくなる場合の届出の取扱い）の届
出を提出しなければならない。 

③ 勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものとする。 
➃ 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数に加え、同一法人等の経営する他の介護
サービス事業所、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員として勤務した年
数を含めることができるものとする。 

⑤ 同一の事業所において介護予防認知症対応型共同生活介護を一体的に行っている場合においては、本
加算の計算も一体的に行うこととする。 

⑥ この場合の認知症対応型共同生活介護の職員に係る常勤換算にあっては、利用者への介護業務（計
画作成等介護を行うに当たって必要な業務は含まれるが、請求事務等介護に関わらない業務を除く。）に
従事している時間を用いても差し支えない。 

⑦ 指定認知症対応型共同生活介護を利用者に直接提供する職員とは、介護従業者として勤務を行う職
員を指すものとする。 
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５ 横浜市における本加算の取扱いについて（兼務の場合） 
本加算は、対象の介護従事者が一定割合雇用されている事業所について評価を行う加算です。本来は、介

護従業者のみの勤務時間を算出するところですが、「平成２１年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Vol.1）（問
123）」の発出により、直接処遇職員についての考えの中で、管理者及び計画作成担当者（介護従業者と兼
務している場合）の勤務時間も含むとの見解が示されました。 
本市では、このＱ＆Ａを受け、他のサービスの加算との関係も考慮し、 
・介護職員、看護・介護職員 : 計画作成担当者が介護従業者を兼務している場合のみ、 計画作成担当 

者の時間も含める。（管理者の時間は除く） 
・直接処遇職員         : 管理者及び計画作成担当者が、介護従業者と兼務している場合のみ、管 

理者及び計画作成担当者の時間も含める。 
   取扱いとしていますのでご注意ください。 

 

６ 職員の割合の算定方法 
本加算の要件である対象の介護従業者の割合の算出は次の方法により行います。 

（１）職員の割合の算出方法 
  ア 職員数の算出 

常勤換算方法によります。 
  イ 割合を算出する月とその算定 

(ｱ) 前年度の実績が６か月以上ある場合 
前年度（３月を除く）の平均の割合が所定の割合以上の場合、算定できます。 

 
 

前年度である平成21年度の４月～22年２月（11か月間）の平均の割合で判断します。 
 

 
前年度である平成24年度の８月～25年２月（７か月間）の平均の割合で判断します。 

(ｲ) 前年度の実績が６か月未満の場合（新規開設の事業所を含む） 
○ 加算の届出を行う月の前３か月の平均の割合が所定の割合以上の場合、翌月から算定できます。 
※１）届出書類が期限までに提出された場合に限ります。 
２）届出の際は、届出を行う月の前月分の勤務形態一覧表（勤務実績）＊が必要です。 
  ＊…【参考様式22】従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 

○ ただし、届出を行った月以降も、算定月の直近の前３か月の割合は維持されなければなりません。
そのため、各事業所では、毎月、３か月ごとの平均の割合を算出する必要があります。また、その割合
を毎月記録し、所定の割合を下回った場合には、直ちに加算を取り下げる届出を行わなければなりま
せん。 

○ なお、新規開設事業所については、前３か月の実績が必要になることから、開設後４か月目から加
算の届出が可能となります（算定開始は５か月目以降）。 

 
〔例３〕平成25年４月に開設し、８月から加算を算定する場合(加算の届出は７月) 

○ 加算の届出を行う月は７月なので、「前３か月」とは、４月・５月・６月の３か月となります。４
月・５月・６月の３か月の平均の割合が所定の割合以上の場合、８月から算定できます。 
↓ 

〔例１〕 平成25年４月（平成25年度）から加算を算定する場合〈加算の届出は３月〉 
（前年度を通して実績がある場合） 

〔例２〕 平成25年４月（平成25年度）から加算を算定する場合〈加算の届出は３月〉 
（前年度の年度途中（８月）に開設） 
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ただし… 
○ ８月から加算を算定するにあたって、７月の勤務実績が確定していないため、４月・５月・６月
の平均の割合を算出しましたが、実際に８月から加算を算定するには、算定月の８月からみて前
３か月である５月・６月・７月の平均の割合で、加算要件を満たしていることが必要です。 

○ ７月の勤務実績確定後、５月・６月・７月の平均の割合を算出し、所定の割合を下回った場
合は、８月からの算定はできなくなります。この場合、直ちに加算を取り下げる届出を行わなければ
なりません。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

○ その後も、 
・９月に加算を算定するには、６月～８月の平均を算出 
・10月に加算を算定するには、７月～９月の平均を算出 
というように、平成21年度中は毎月勤務実績が確定したら、３か月ずつ平均の割合を算出し記
録します。 
割合が維持できなくなった場合は加算を算定することは不可となりますので、加算を取り下げる

届出を行います。 
 

〔例４〕平成24年12月に開設し、７月から加算を算定する場合(加算の届出は６月) 
○ 前年度の実績は４か月であるため、加算の届出を行う月は６月なので、「前３か月」とは、３
月・４月・５月の３か月となります。３月・４月・５月の３か月の平均の割合が所定の割合以上
の場合、７月から算定できます。 

○ その後の勤務実績確定後、前３か月の平均を算出し、所定の割合を下回った場合に算定はで
きなくなるのは〔例３〕と同様です。 

 
※割合の算出にあたっては、届出に必要な書類＊に計算式を入力してありますので、活用してください。書類は
ホームページ（横浜市健康福祉局「高齢者福祉の案内」）からダウンロードできます。 
＊…【参考様式23】サービス提供体制強化加算に係る人員配置状況 

 
（２）介護福祉士・勤続年数が○年以上の者の算出・常勤職員 
  ア 介護福祉士又は勤続年数が○年以上の者として算出に含められるかどうかについては、割合を算出する月の

４月 
の勤務実績 

 

５月 
の勤務実績 

 

６月 
の勤務実績 

 

届出月の前３か月の平均の割合≧所定の割合 

７月 

届出 

８月 

算定 
開始 

４月 
の勤務実績 

 

５月 
の勤務実績 

 

６月 
の勤務実績 

 

７月 
の勤務実績 

 

８月 

算定 
不可 

７月の勤務実績確定後に算出すると… 

 

算定月の前３か月の平均の割合＜所定の割合 
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前月末時点で判断します。 
  

〔例５〕７月に加算の届出を行う場合 
割合を算出する月は、届出月の前３か月である４月・５月・６月 
→それぞれ、４月では３月末時点、５月では４月末時点、６月では５月末時点において介護福祉士の
資格を取得している、または勤続年数が○年以上である者の割合を算出することになります。 

  
※１）介護福祉士の要件としては、登録まで求めるものではなく、例えば、平成21年３月31日に介護福祉

士国家試験の合格し、翌月以降に登録をした者については、平成21年４月において介護福祉士として
含めることができます。 

２）勤続年数が○年以上であることを証明する書類として、例えば法人が発行する在職証明書など（採
用年月日や勤続年数が明記されているもの）が必要です。 

 
イ 常勤とは 

事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数に達
していることをいいます。（36ページ参照） 
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７ 厚生労働省Ｑ＆Ａ 
【H27.4.30 事務連絡 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A（vol.2）（平成27年4月30日）」】 
（問63）サービス提供体制強化加算の新区分の取得に当たって、職員の割合については、これまでと同様に、
１年以上の運営実績がある場合、常勤換算方法により算出した前年度の平均（３月分を除く。）をもって、運
営実績が６月に満たない事業所（新たに事業を開始した事業所又は事業を再開した事業所）の場合は、４
月目以降に、前３月分の実績をもって取得可能となるということでいいのか。 

  （答）貴見のとおり。 
なお、これまでと同様に、運営実績が６月に満たない場合の届出にあっては、届出を行った月以降において

も、毎月所定の割合を維持しなければならず、その割合については毎月記録する必要がある。 
 

【H27.4.30 事務連絡 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A（vol.2）（平成27年4月30日）」】 
（問64）サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イとサービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロは同時に取得すること
は可能か。不可である場合は、サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イを取得していた事業所が、実地指導等に
よって、介護福祉士の割合が60％を下回っていたことが判明した場合は、全額返還となるのか。 

  （答）サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イとサービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロを同時に取得することはでき
ない。 
また、実地指導等によって、サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イの算定要件を満たさないことが判明した場

合、都道府県知事等は、支給された加算の一部又は全部を返還させることが可能となっている。 
なお、サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イの算定要件を満たしていないが、サービス提供体制強化加算

（Ⅰ）ロの算定要件を満たしている場合には、後者の加算を取得するための届出が可能であり、サービス提供
体制強化加算（Ⅰ）イの返還等と併せて、後者の加算を取得するための届出を行うことが可能である。 

 
【H21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q＆A(vol.1)】 
（問２）特定事業所加算及びサービス提供体制強化加算における介護福祉士又は介護職員基礎研修課
程修了者若しくは一級課程修了者とは、各月の前月の末日時点で資格を取得している者とされているが、その
具体的取扱いについて示されたい。 

  （答）要件における介護福祉士等の取扱いについては、登録又は修了証明書の交付まで求めるものではなく、
例えば介護福祉士については、平成２１年３月３１日に介護福祉士国家試験の合格又は養成校の卒
業を確認し、翌月以降に登録をした者については、平成２１年４月において介護福祉士として含めることが
できる。また、研修については、全カリキュラムを修了していれば、修了証明書の交付を待たずに研修修了者と
して含めることが可能である。 
なお、この場合において、事業者は当該資格取得等見込み者の、試験合格等の事実を試験センターのホ

ームページ等で受験票と突合する等して確認し、当該職員に対し速やかな登録等を促すとともに、登録又は
修了の事実を確認するべきものであること。 

 
【H21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q＆A(vol.1)】 
（問６）産休や病欠している期間は含めないと考えるのか。 

  （答）産休や介護休業、育児休業期間中は雇用関係が継続していることから、勤続年数に含めることができる。 
 
【H21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q＆A(vol.1)】 
（問10）「届出日の属する月の前三月について、常勤換算方法により算出した平均を用いる」こととされている
平成２１年度の１年間及び平成２２年度以降の前年度の実績が６月に満たない事業所について、体制届
出後に、算定要件を下回った場合はどう取扱うか。 

  （答）サービス提供体制強化加算に係る体制の届出に当たっては、老企第３６号等において以下のように規定
されているところであり、これに従った取扱いとされたい。 

125



「事業所の体制について加算等が算定されなくなる状況が生じた場合又は加算等が算定されなくなることが明ら
かな場合は、速やかにその旨を届出させることとする。なお、この場合は、加算等が算定されなくなった事実が発生
した日から加算等の算定を行わないものとする。」 
具体的には、平成２１年４月に算定するためには、平成２０年１２月から平成２１年２月までの実績に

基づいて３月に届出を行うが、その後平成２１年１月から３月までの実績が基準を下回っていた場合は、その
事実が発生した日から加算の算定は行わないこととなるため、平成２１年４月分の算定はできない取扱いとな
る。 

 
【H21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q＆A(vol.1)】 
（問123）グループホームにおける、直接処遇職員の常勤換算の考え方如何。 

 （答）直接処遇職員（兼務も含む）の労働時間の合計を、常勤職員の勤務時間で除したものが常勤換算数と
なる。 
例えば、職員１０名、常勤職員の勤務時間が１週４０時間のグループホームにおいて、 
①管理者１名（常勤、介護職員兼務）、 
②サービス計画作成担当者１名（常勤、介護職員兼務） 
③介護職員４名（常勤） 
④介護職員３名（非常勤、週３日、１日４時間…週１２時間） 
⑤事務職員１名（兼務無し） 

と配置されている場合は、（（①＋②＋③）×40 時間＋④×12 時間）÷40 時間＝6.9（常勤換算
人数）となる。 
なお、この場合事務職員は算定されない。 
上記を参考に、各事業所における常勤職員の勤務時間等を考慮して算定されたい。 

 
 

【R3.3.26 令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）】 
（問 126）「10年以上介護福祉士が 30％」という最上位区分の要件について、勤続年数はどのように計算
するのか。 

 

（答）・サービス提供体制強化加算における、勤続10年以上の介護福祉士の割合に係る要件については、 
－介護福祉士の資格を有する者であって、同一法人等での勤続年数が10年以上の者の割合を要件としたものであ
り、 
－介護福祉士の資格を取得してから10年以上経過していることを求めるものではないこと。 
・「同一法人等での勤続年数」の考え方について、 
－同一法人等（※）における異なるサービスの事業所での勤続年数や異なる雇用形態、職種（直接処遇を行う
職種に限る。）における勤続年数 
－事業所の合併又は別法人による事業の承継の場合であって、当該施設・事業所の職員に変更がないなど、事業
所が実質的に継続して運営していると認められる場合の勤続年数は通算することができる。 
（※）同一法人のほか、法人の代表者等が同一で、採用や人事異動、研修が一体として行われる等、職員の労
務管理を複数法人で一体的に行っている場合も含まれる。 
・なお、介護職員等特定処遇改善加算において、当該事業所における経験・技能のある介護職員の「勤続年数10
年の考え方」とは異なることに留意すること。 
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８ その他（以下R4.7 厚生労働省確認事項） 
【R3.3.26 令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）】（問126）については、「事業所の合併」

又は「別法人による事業の承継」の場合に加え、「事業の譲渡」の場合も同様の取扱いとなります。 
 また、上記の理由（事業譲渡等）から新規で指定を受ける際に当該事業所の職員に変更がないなど、事業所が
実質的に継続し、運営していると認められる場合には、前年度の職員の勤務実績から算定要件を確認し、指定日よ
り当該加算を算定することが可能です。 
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１ 加算の概要 

介護職員の資質向上及び離職防止に向けた取り組みや労働環境の改善等を図った事業所において、介護職
員の賃金改善に充てることを目的として導入された加算。次のうちいずれか一つを算定できる。 

 

加算の種類 単位 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） １月につき ＋＊介護報酬総単位数×111/1000 

介護職員処遇改善加算（Ⅱ） １月につき ＋＊介護報酬総単位数×81/1000 

介護職員処遇改善加算（Ⅲ） １月につき ＋＊介護報酬総単位数×45/1000 

＊介護報酬総単位数＝基本サービス費+各種加算減算 
 
２ 地域密着型サービス報酬基準（厚労告126号） 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長
に届け出た指定認知症対応型共同生活介護事業所が、利用者に対し、指定認知症対応型共同生活介護を
行った場合は、当該基準に従い、上記掲の単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加
算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

 
（１）介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 
（２）介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 
（３）介護職員処遇改善加算（Ⅲ） 

 
3 地域密着型サービス報酬基準解釈通知 
   介護職員処遇改善加算の内容については、別途通知（「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処
遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」（平成30年３月22日老
発0322第2号））を参照すること。（※本通知、Q&A等は市ウェブサイトに掲載していますのでご確認くださ
い。） 

 
４ よくある質問 
Ｑ．例えば、一時金等で処遇改善を行う場合に、支給日前に退職した者には支払わないなど、一部の介護職員を
対象としないことは可能か。 
Ａ．加算の算定要件は「賃金改善額が加算額を上回ること」であり、事業所（法人）全体での賃金改善が要件を
満たしていれば、一部の介護職員を対象としないことは可能です。 
ただし、あらかじめ賃金改善の対象者、支払いの時期、要件、賃金改善額について計画書等に明記し、全ての

介護職員に事前に周知している必要があります。また、介護職員からの加算に係る賃金改善に関する照会があった
場合は、当該職員についての賃金改善の内容について書面を用いる等の方法によりわかり易く説明してください。な
お、基本給による改善が望ましいとされています。 
【厚生労働省 平成27年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.2）】 
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１ 加算の概要 

介護職員の確保・定着のため、介護職員処遇改善加算に加え、特定加算を創設することし、経験・技能ある
介護職員に重点化しつつ、職員の更なる処遇改善という趣旨を損なわない程度において、一定程度他の職種の
処遇改善を行うことができる。 

 

加算の種類 単位 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） １月につき ＊介護報酬総単位数×31/1000 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） １月につき ＊介護報酬総単位数×23/1000 

◇ 上記のうちいずれか一つを算定できる。 
                           ＊介護報酬総単位数＝基本サービス費+各種加算減算 
     
２ 地域密着型サービス報酬基準（厚労告126号） 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして市町村
長に届け出た指定認知症対応型共同生活介護事業所が、利用者に対し、指定認知症対応型共同生活介護
を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げ
るいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 
(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからトまでにより算定した単位数の1000分の31に相当する単位
数 

(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからトまでにより算定した単位数の1000分の23に相当する単位
数 

 
３ 地域密着型サービス報酬基準解釈通知 

介護職員等特定処遇改善加算の内容については、別途通知（「介護職員処遇改善加算及び介護職員等
特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」（令和２年３月
５日老発0305第６号））を参照すること。 
※本通知、Q&A等は、本市ウェブサイトに掲載していますのでご確認ください。 
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(18)  介護職員等ベースアップ等支援加算  ※令和４年10月新設    

 
１ 加算の概要 

介護職員等ベースアップ等支援加算は、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」（令和３年11 月19 
日閣議決定）を踏まえ、令和４年10 月以降について令和４年度介護報酬改定を行い、介護職員の収入を
３％程度（月額9,000 円相当）引き上げるための措置を講じるため、創設されました。 

   ※本市への届出が必要です。 
 
  介護職員等ベースアップ等支援加算 → １月につき ＊介護報酬総単位数×23/1000 
 
   ＊介護報酬総単位数＝基本サービス費+各種加算減算 

     
２ 地域密着型サービス報酬基準（厚労告161号） 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして市町村
長に届け出た指定（介護予防）認知症対応型共同生活介護事業所が、利用者に対し、指定（介護予防）
認知症対応型共同生活介護を行った場合は、イからトまでにより算定した単位数の１０００分の２３に相当す
る単位数を所定単位数に加算する 

 
３ 地域密着型サービス報酬基準解釈通知 

介護職員等ベースアップ等支援加算の内容については、別途通知（「介護職員処遇改善加算、介護職員等
特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び
様式例の提示について」）を参照すること 
※本通知、Q&A等は、本市ウェブサイトに掲載していますのでご確認ください。 
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人員基準上満たすべき員数を下回っている人員基準欠如や、運営基準を満たしていない場合

に、基準により介護給付費の減算が行われます。減算は適正なサービス提供を確保するための規

定であり、人員基準欠如等を未然に防止するよう努めてください。 

 

１１  計計画画作作成成担担当当者者のの人人員員基基準準欠欠如如 

計画作成担当者の人員基準欠如（下記の①～③の場合）については、その翌々月から人

員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者等の全員について介護報酬が70％に減算さ

れます（ただし、翌月の末日において人員基準を満たす場合を除く）。 

① 計画作成担当者を配置していない場合 

② 計画作成担当者が必要な研修を修了していない場合 

ただし、研修の開催状況を踏まえ、研修を修了した職員の離職等により人員基準欠如となっ

た場合に、計画作成担当者を新たに配置し、かつ当該計画作成担当者が研修を修了すること

が確実に見込まれるときは、当該研修を修了するまでの間は、減算対象としない取扱いとなりま

す。ただし、人員欠如減算に該当し得る状況になった場合は、すみやかに市にご相談ください。 

市への報告、相談がない場合は減算を猶予することは出来ません。 

なお、当該計画作成担当者が受講予定の研修を修了しなかった場合は、通常の減算方法に

従って、人員基準欠如が発生した翌々月から減算が行われます。 

③ 介護支援専門員の資格がある計画作成担当者を配置していない場合 

 

 

２２  介介護護従従事事者者のの人人員員基基準準欠欠如如 
① 人員基準上必要とされる員数から１割を超えて減少した場合には、その翌月から人員基準

欠如が解消されるに至った月まで、利用者等の全員について介護報酬が70％に減算されま

す。 

② 人員基準上必要とされる員数から１割の範囲内で減少した場合には、その翌々月から人員

基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者等の全員について介護報酬が70％に減算さ

れます（ただし、翌月の末日において人員基準を満たす場合を除く）。 

 

 

16 減算について 
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３３  夜夜勤勤体体制制にによよるる減減算算 
夜勤を行う職員の員数が基準に満たない場合の減算については、ある月に事業所で下記①②

のいずれかの事態が発生した場合に、その翌月において利用者等の全員について、介護報酬が

97％に減算されます。 

 

① 夜勤時間帯（午後10時から翌日の午前５時までの時間を含めた連続する16時間をいい、

原則として事業所ごとに設定）において夜勤を行うを職員数が基準に満たない事態が２日

以上連続して発生した場合 

② 夜勤時間帯に夜勤を行う職員数が基準に満たない事態が４日以上発生した場合 

 

※ 利用者等の全員とは、事業所の入居者全員分のことです。２ユニットある事業所において、１つ

のユニットで人員基準欠如減算が発生した場合でも、事業所の入居者全員分の介護報酬につ

いて減算が適用されます。 

 

 

 

 

○ 計画作成担当者が配置されていなかった。 

○ 介護支援専門員の資格がある計画作成担当者が配置されていなかった。 

○ 厚生労働省が定める研修を受講していない計画作成担当者を配置し、当該職員が、研修を

受講しないまま退職した。（又は、受講はしたが研修を修了できなかった。） 

 

 

 

◎管理者や計画作成担当者が交代した場合には、変更届の提出が必要です。 
 

管理者と計画作成担当者の変更があった場合は、変更後10日以内に変更届を提出してくださ
い。長期間変更届の提出を怠り、後日、人員基準欠如が発覚し減算適用となった場合、減算額
が高額になり、多額の介護報酬の返還が必要となる場合がありますのでご注意ください。  
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４ ３ユニット２人夜勤体制による減算（新設） 
共同生活住居の数が３である指定認知症対応型共同生活介護事業所が、夜勤を行う職員の員数を

２人以上とする場合（指定地域密着型サービス基準条例第112条第１項ただし書に規定する場合に限
る。）に、利用者に対して、指定認知症対応型共同生活介護を行った場合は、所定単位数から１日につ
き50単位を差し引いて得た単位数を算定する。 

 

 【指定地域密着型サービス基準条例第112条第１項ただし書】 

  ただし、３ユニットの事業所において、全てのユニットが同一の階において隣接し、介護従業者が円
滑な利用者の状況把握及び速やかな対応を行うことが可能な構造である場合であって、当該認知
症対応型共同生活介護事業者による安全対策が講じられ、利用者の安全性が確保されていると
認められるときは、夜間及び深夜の時間帯を通じて２以上の介護従業者に夜勤を行わせるために
必要な数以上を配置すること 

  
 【指定地域密着型サービス基準条例第112条解釈通知】 

ただし、３つの共同生活住居を有する指定認知症対応型共同生活介護事業所において、全ての
共同生活住居が同一の階に隣接し、介護従業者が円滑に利用者の状況把握を行い、速やかな対応
を行うことが可能となる構造である場合には、当該指定認知症対応型共同生活介護事業者によって
夜間の勤務に関するマニュアルの策定や避難訓練の実施といった安全対策が行われ、利用者の安全
性が確保されていると認められている場合に限り、夜勤職員を２名以上とすることができる。 
この場合には、利用者のケアの質や職員の負担にも配慮すること。マニュアルの策定や避難訓練の実

施に当たっては、条例第130 条において準用する条例第103 条において定められた非常災害に関す
る具体的な計画や訓練の実施において、夜間及び深夜の時間帯の勤務を想定した内容を取り扱うこと
で差し支えない。なお、事業所の判断により、人員配置基準を満たす２名以上の夜勤職員を配置した
上で、さらに他の職員を配置する場合については、宿直体制で配置することも可能である。宿直勤務を
行う介護従業者を置く際の夜間及び深夜の時間帯の設定に当たっては、「社会福祉施設における宿
直勤務の取り扱いについて」（昭和49 年８月20 日社施第160 号社会局施設課長、児童家庭局
企画課長連名通知）に準じて適切に行うこと。 

 

５ 身体拘束廃止未実施による減算 
条例第119条第９項の基準を満たさない場合又は第６項に規定する身体的拘束等を行う場合の

記録を行わなかった場合は、身体拘束廃止未実施減算として、介護報酬が90％に減算されます。 

該当する場合には、減算の届出を行うとともに、早急に解消するよう努めてください。 

 

【条例第119条第９項の基準】 

指定認知症対応型共同生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措

置を講じなければならない。 

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その
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結果について、介護従業者その他の従業者に周知徹底を図ること。 

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

(3) 介護従業者その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する

こと。 

 

【条例第119条第９項の基準（解釈通知）】 

④ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（第７項第１号） 

同条第７項第１号の「身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会」（以下「身体的

拘束適正化検討委員会」という。）とは、身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会で

あり、委員会の構成メンバーは、事業所の管理者及び従業者より構成する場合のほか、これらの職員に

加えて、第三者や専門家を活用した構成とすることが望ましく、その方策として、精神科専門医等の専

門医の活用等も考えられる。また、運営推進会議と一体的に設置・運営することも差し支えない。 

指定認知症対応型共同生活介護事業者が、報告、改善のための方策を定め、周知徹底する目的

は、身体的拘束等の適正化について、事業所全体で情報共有し、今後の再発防止につなげるための

ものであり、決して従業者の懲罰を目的としたものではないことに留意することが必要である。 

具体的には、次のようなことを想定している。 

イ 身体的拘束等について報告するための様式を整備すること。 

ロ 介護従業者その他の従業者は、身体的拘束等の発生ごとにその状況、背景等を記録するととも

に、イの様式に従い、身体的拘束等について報告すること。 

ハ 身体的拘束適正化検討委員会において、ロにより報告された事例を集計し、分析すること。 

ニ 事例の分析に当たっては、身体的拘束等の発生時の状況等を分析し、身体的拘束等の発生原

因、結果等をとりまとめ、当該事例の適正性と適正化策を検討すること。 

ホ 報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること。 

ヘ 適正化策を講じた後に、その効果について評価すること。 

 

⑤ 身体的拘束等の適正化のための指針（第７項第２号） 

指定認知症対応型共同生活介護事業者が整備する「身体的拘束等の適正化のための指針」には、

次のような項目を盛り込むこととする。 

イ 事業所における身体的拘束等の適正化に関する基本的考え方 

ロ 身体的拘束適正化検討委員会その他事業所内の組織に関する事項 

ハ 身体的拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針 

ニ 事業所内で発生した身体的拘束等の報告方法等のための方策に関する基本方針 

ホ 身体的拘束等発生時の対応に関する基本方針 

ヘ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 
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ト その他身体的拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針 

⑥ 身体的拘束等の適正化のための従業者に対する研修（第７項第３号） 

介護従業者その他の従業者に対する身体的拘束等の適正化のための研修の内容としては、身体

的拘束等の適正化の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該指定認知症対応

型共同生活介護事業者における指針に基づき、適正化の徹底を行うものとする。 

職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該指定認知症対応型共同生活介護事業者が指

針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な教育（年２回以上）を開催するとともに、新規採用

時には必ず身体的拘束等の適正化の研修を実施することが重要である。 

また、研修の実施内容についても記録することが必要である。研修の実施は、職員研修事業所内で

の研修で差し支えない。 

 

【条例第119条第６項に規定する身体的拘束等を行う場合の記録】 

指定認知症対応型共同生活介護事業者は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、

その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由(以下この条及び第129条第2項第3号

において「身体的拘束等の態様等」という。)を記録しなければならない。 

 

【条例第119条第６項に規定する身体的拘束等を行う場合の記録（解釈通知）】 

③ 同条第５項及び第6項は、当該利用者又は他の利用者等の生命または身体を保護するため緊急

やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならず、緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を

行う場合にあっても、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由

を記録しなければならないこととしたものである。 

なお、条例第129条第２項の規定に基づき、当該記録は２年間保存しなければならない。 

 

 

 

【参考】厚労省 Q＆A 
【H30.3.23 事務連絡 介護保険最新情報 vol.629 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A（平

成30年3月23日）」の送付について】 

（117）新たに基準に追加された体制をとるためには準備が必要であると考えられるが、何時の時点から

減算を適用するか。 
      (答) 施行以後、最初の身体拘束廃止に係る委員会を開催するまでの３ヶ月の間に指針等を整備する

必要があるため、それ以降の減算になる。 
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【R3.2.26 事務連絡 介護保険最新情報 vol.952 「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ

（Vol.３）（令和３年３月26日）」の送付について】 

（88）身体拘束廃止未実施減算については、「身体拘束の記録を行っていない事実が生じた場合、速

やかに改善計画を市町村長に提出した後、事実が生じた月から３か月後に改善計画に基づく改善状況

を市町村長に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について減算す

る」こととされているが、施設から改善計画が提出されない限り、減算の措置を行うことはできないのか。 
     （答）改善計画の提出の有無に関わらず、事実が生じた月の翌月から減算の措置を行って差し支えな

い。当該減算は、施設から改善計画が提出され、事実が生じた月から３か月以降に当該計画に

基づく改善が認められた月まで継続する。 
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通知・要領 
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健 事 第 ２ ６ ９ 号 

平成 20年９月 19日 

開設法人 代表者 様 

指定認知症対応型共同生活介護事業所 管理者 様 

 

横浜市健康福祉局事業指導室長 

 

認知症対応型共同生活介護（グループホーム）における介護従事者の配置について（通知） 

 

 初秋の候 ますます御清祥のこととお喜び申し上げます。 

 日ごろから、本市の福祉行政に御協力いただき、厚くお礼申し上げます。 

 さて、平成 20年４月から事業指導室でグループホームの実地指導を行っていますが、介護従事

者の配置に関し、介護従事者を共同生活住居（ユニット）ごとに専従で配置している事業所やユ

ニット間で兼務している事業所等、事業所間での認識の違いが見受けられました。 

介護従事者の人員配置については、「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関

する基準」の第 90条において、ユニットごとに常勤換算での配置基準を満たすように配置する旨

のみを規定していることから、介護従事者の勤務形態についてはユニット間で勤務をすることが

可能と考えられます。（例えば、月・水・金はＡユニット、火・木はＢユニットに勤務という配置

をすることは可能です。） 

しかしながら、基準第 103 条第２項では、利用者の精神の安定を図る観点から、担当の介護従

事者を固定する等の継続性を重視したサービス提供に配慮するべきとしています。   

上記の点と、これまでの実地指導で確認した状況も考慮した上で整理し、本市の介護従事者の

配置に関する考えを、以下のとおりとさせていただきますのでお知らせいたします。 

 

本市としては、利用者の精神安定面、家庭的な雰囲気での生活等の観点から、介護従事者は、

ユニットごとに専従で配置をすることが望ましいと考えています。この点を留意していただき、

原則、介護従事者はユニットごとに専従で配置をしてくださいますようお願い致します。 

 

なお、以下のような人員配置は、基準違反となりますので、ご注意ください。 

① 介護従事者が、同じ日において二つのユニットを行き来している。 

② 計画作成担当者が、２つのユニットにおいて介護従事者として勤務している。（計画作成担当

者は、利用者の処遇に支障がない場合は、当該ユニットにおいて他の職務に従事することが

できますが、他のユニットの職務に従事することはできません。） 

今後とも、良質な介護サービスの提供とグループホームの適正な運営をお願い致します。 
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通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて 

 

1. 通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて（平成１２年３月

３０日老企第５４号）一部抜粋 

（一部省略）地域密着型通所介護，認知症対応型通所介護，小規模多機能型居宅介

護，認知症対応型共同生活介護（一部省略）並びに介護予防認知症対応型通所介護，

介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護（以下「通

所介護等」という。）の提供において利用者，入所者，入居者又は入院患者から受け

取ることが認められる日常生活に要する費用の取扱いについては，（一部省略）指定

地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準（平成18年厚生労働省

令第34号。以下「地域密着基準」という。），（一部省略）指定地域密着型介護予防

サービスの事業の人員，設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成18年厚生労働省令第36 号。

以下「地域密着介護予防基準」という。） （一部省略）及び「指定地域密着型サービ

ス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について」（平成18年３月31日

老計発第0331003 号・老振発第0331004号・老老発第0331017号）（一部省略）をもっ

てお示ししているところであるが，通所介護等の提供において提供される便宜のう

ち，日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって，その利用者等に負

担させることが適当と認められるもの（以下「その他の日常生活費」という。）の取

扱いについては別途通知することとされていたところ，今般，その基本的な取扱いに

ついて下記のとおり定めるとともに，その他の日常生活費の対象となる便宜の範囲に

ついて，別紙によりサービス種類ごとに参考例をお示しするので，御了知の上，管下

市町村，関係団体，関係機関等にその周知徹底を図るとともに，その運用に遺憾のな

いようにされたい。 

 

記 

 

１ 「その他の日常生活費」の趣旨 

「その他の日常生活費」は、利用者、入所者、入居者又は入院患者(以下「利用者

等」という。)又はその家族等の自由な選択に基づき、事業者又は施設が通所介護等

の提供の一環として提供する日常生活上の便宜に係る経費がこれに該当する。 

なお、事業者又は施設により行われる便宜の供与であっても、サービスの提供と

関係のないもの(利用者等の嗜好品の購入等)については、その費用は「その他の日

常生活費」とは区別されるべきものである。 
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２ 「その他の日常生活費」の受領に係る基準 

「その他の日常生活費」の趣旨にかんがみ、事業者又は施設が利用者等から「そ

の他の日常生活費」の徴収を行うに当たっては、以下に掲げる基準が遵守されなけ

ればならないものとする。 

① 「その他の日常生活費」の対象となる便宜と、保険給付の対象となっているサー

ビスとの間に重複関係がないこと。 

② 保険給付の対象となっているサービスと明確に区分されないあいまいな名目によ

る費用の受領は認められないこと。したがって、お世話料、管理協力費、共益

費、施設利用補償金といったあいまいな名目の費用の徴収は認められず、費用の

内訳が明らかにされる必要があること。 

③ 「その他の日常生活費」の対象となる便宜は、利用者等又はその家族等の自由な

選択に基づいて行われるものでなければならず、事業者又は施設は「その他の日

常生活費」の受領について利用者等又はその家族等に事前に十分な説明を行い、

その同意を得なければならないこと。 

④ 「その他の日常生活費」の受領は、その対象となる便宜を行うための実費相当額

の範囲内で行われるべきものであること。 

⑤ 「その他の日常生活費」の対象となる便宜及びその額は、当該事業者又は施設の

運営規程において定められなければならず、また、サービスの選択に資すると認

められる重要事項として、施設の見やすい場所に掲示されなければならないこ

と。ただし、「その他の日常生活費」の額については、その都度変動する性質の

ものである場合には、「実費」という形の定め方が許されるものであること。 

 

(別紙) 

各サービス種類ごとの「その他の日常生活費」の具体的な範囲について 

(1) 通所介護及び通所リハビリテーション，地域密着型通所介護及び認知症対

応型通所介護並びに介護予防通所介護，介護予防通所リハビリテーション

及び介護予防認知症対応型通所介護（居宅サービス基準第９６条第３項第

５号関係及び地域密着基準第２４条第３項第五号関係並びに予防基準第１

００条第３項第四号関係及び地域密着介護予防基準第２２条第３項第五号

関係） 

① 利用者の希望によって，身の回り品として日常生活に必要なものを事業

者が提供する場合に係る費用 

② 利用者の希望によって，教養娯楽として日常生活に必要なものを事業者

が提供する場合に係る費用 

 

   (2)～（4）省略 
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(5) 小規模多機能型居宅介護，複合型サービス及び介護予防小規模多機能型居

宅介護（地域密着基準第７１条第３項第６号及び地域密着介護予防基準第

５２条第３項第６号関係） 

① 利用者の希望によって，身の回り品として日常生活に必要なものを事業

者が提供する場合に係る費用 

② 利用者の希望によって，教養娯楽として日常生活に必要なものを事業者

が提供する場合に係る費用 

(6) 認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護（地域

密着基準第９６条第３項第４号関係及び地域密着介護予防基準第７６条第

３項第４号関係） 

① 利用者の希望によって，身の回り品として日常生活に必要なものを事

業者が提供する場合に係る費用 

(7) 留意事項 

① （１）から（６）の①に掲げる「身の回り品として日常生活に必要な

もの」とは，一般的に要介護者等の日常生活に最低限必要と考えられ

る物品（例えば，歯ブラシや化粧品等の個人用の日用品等）であっ

て，利用者等の希望を確認した上で提供されるものをいう。したがっ

て，こうした物品を事業者又は施設がすべての利用者等に対して一律

に提供し，すべての利用者等からその費用を画一的に徴収することは

認められないものである。 

② （１），（２），（４）及び（５）の②に掲げる「教養娯楽として日

常生活に必要なもの」とは，例えば，事業者又は施設がサービスの提

供の一環として実施するクラブ活動や行事における材料費等が想定さ

れるものであり，すべての利用者等に一律に提供される教養娯楽に係

る費用（共用の談話室等にあるテレビやカラオケ設備の使用料等）に

ついて，「その他の日常生活費」として徴収することは認められない

ものである。 

 

③ 以降省略 

 

 

2. 「その他の日常生活費」に係るＱ＆Ａ（平成１２年３月３１日厚生省老人保健

福祉局介護保険制度施行準備室 事務連絡） 

問 1 個人用の日用品について、「一般的に要介護者等の日常生活に最低限必要と考

えられるもの」としてはどういったものが想定されるのか。 
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答 歯ブラシ、化粧品、シャンプー、タオル等の日用品であって、利用者に一律に提

供されるものではなく、利用者個人又はその家族等の選択により利用されるものと

して、事業者(又は施設)が提供するもの等が想定される。 

問 2 個人用の日用品については、一般的に要介護者等の日常生活に最低限必要と考

えられるものに限られることとされているが、それ以外の個人の嗜好に基づくいわ

ゆる「贅沢品」については、費用の徴収ができないのか。 

答 サービス提供とは関係のない費用として、徴収は可能である。 

問 3 個人用の日用品については、一般的に要介護者等の日常生活に必要と考えられ

るものであれば、例えば病院の売店で利用者が購入する場合であってもその費用は

「その他の日常生活費」に該当するのか。 

答 このような場合は、「サービス提供の一環として提供される便宜」とは言い難い

ので、「その他の日常生活費」に該当しない。 

問 4 個人用の日用品については、一般的に要介護者等の日常生活に必要と考えられ

るものであれば、ある利用者の個別の希望に応じて、事業者等が当該利用者の代わ

りにある日用品を購入し、その購入代金を利用者に請求する場合も「その他の日常

生活費」に該当するのか。 

答 個人のために単に立て替え払いするような場合は、事業者等として提供する便宜

とは言えず、その費用は「その他の日常生活費」に該当しないため、サービス提供

とは関係のない費用として徴収を行うこととなる。 

問 5 個人専用の家電製品の電気代は、利用者から徴収できないのか。 

答 サービス提供とは関係のない費用として、徴収は可能である。 

問 6 施設にコインランドリーがある場合、その料金についても「私物の洗濯代」と

して「その他の日常生活費」に該当するのか。 

答 このような場合は、施設が洗濯サービスを提供しているわけではないので、その

他の日常生活費には該当しない。 

問 7 個人の希望に応じて事業者等が代わって購入する新聞、雑誌等の代金は、教養

娯楽に係る「その他の日常生活費」に該当するか。 

答 全くの個別の希望に答える場合は事業者等として提供する便宜とは言えず、その

費用は「その他の日常生活費」に該当せず、サービス提供とは関係のない費用とし

て徴収を行うこととなる。 

問 8 事業者等が実施するクラブ活動や行事における材料費等は、「その他の日常生

活費」に該当するか。 

答 事業者等が、サービスの提供の一環として実施するクラブ活動や行事のうち、一

般的に想定されるもの(例えば、作業療法等機能訓練の一環として行われるクラブ

活動や入所者等が全員参加する定例行事)における材料費等は保険給付の対象に含

まれることから別途徴収することはできないが、サービスの提供の一環として実施
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するクラブ活動や行事のために調達し、提供する材料であって、利用者に負担させ

ることが適当と認められるもの(例えば、習字、お花、絵画、刺繍等のクラブ活動

等の材料費)に係る費用は、教養娯楽に要する費用として「その他の日常生活費」

に該当する。 

なお、事業者等が実施するクラブ活動や行事であっても、一般的に想定される

サービスの提供の範囲を超えるもの(例えば、利用者の趣味的活動に関し事業者等

が提供する材料等や、希望者を募り実施する旅行等)に係る費用については、サー

ビス提供とは関係のない費用として徴収を行うこととなる。 

 

 

3. 介護保険施設等における日常生活費等の受領について（平成１２年１１月１６

日老振第７５号・老健第１２２号） 

居宅サービス事業者，居宅介護支援事業者，介護保険施設，地域密着型サービス事

業者，介護予防サービス事業者及び地域密着型介護予防サービス事業者（以下「介護

保険施設等」という。）が介護保険の給付対象となる利用料のほかに利用者，入所者

又は患者（以下「利用者等」という。）から支払いを受けることができることとされ

ている費用（以下「日常生活費等」という。）については，既に指定居宅サービス

等，指定居宅介護支援等，介護保険施設，指定地域密着型サービス，指定介護予防サ

ービス等及び指定地域密着型介護予防サービスの運営に関する基準（以下「運営基

準」という。）において所要の規定を整備し，解釈通知等によりその取扱いを示して

いるところであるが，さらに左記事項に関し，貴都道府県内市町村（特別区を含

む。），関係団体，関係機関等に周知徹底を図るとともに，その運用に遺憾のないよ

うにされたい。 

なお，本通知は，地方自治法第245条の４第１項の技術的な助言に該当するもので

ある。 

記 

１ 日常生活費等の受領に係る同意について 

介護保険施設等は，運営基準に基づき，日常生活費等に係るサービスの提供に当

たっては，あらかじめ，利用者等又はその家族に対し，当該サービスの内容及び費

用の額について懇切丁寧に説明を行い，利用者等の同意を得なければならないもの

であるが，当該同意については，利用者等及び介護保険施設等双方の保護の立場か

ら，当該サービス内容及び費用の額を明示した文書に，利用者等の署名を受けるこ

とにより行うものとする。 

この同意書による確認は，日常生活費等の実費受領の必要が生じるごとに，その

受領のたびに逐次行う必要はなく，利用又は入所の申込み時の重要事項説 

明に際し，日常生活費等に係る具体的なサービスの内容及び費用の額について説明
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を行い，これらを明示した同意書により包括的に確認する方法が基本となるが，以

後当該同意書に記載されていない日常生活費等について別途受領する必要が生じた

ときは，その都度，同意書により確認するものとする。 

なお，日常生活費等に係るサービスについては，運営基準に基づき，当該サービ

スの内容及び費用の額を運営規程において定めなければならず，また，サービスの

選択に資すると認められる重要事項として，事業所又は施設の見やすい場所に掲示

しなければならないことに留意されたい。 

２ 日常生活費等の範囲等について 

日常生活費等の範囲等については「通所介護等における日常生活に要する費用の

取扱いについて」（平成12年３月30日老企第54号厚生省老人保健福祉局企画課長通

知）その他疑義解釈集等において示しているところであるが，前記１の取扱いと併

せ，再度周知徹底を図られたい。 

３ 日常生活費等とは区分される費用について 

介護保険施設等により行われる便宜の供与であっても，保険給付の対象となって

いるサービス及び日常生活費等に係るサービスの提供と関係なく，利用者等がその

嗜好又は個別の生活上の必要性に応じて購入等を行うものについては， その費用を

日常生活費等とは区分して受領することとなるが， 当該便宜は，その性格上，当然

に，日常生活費等に係るサービスと同様に，利用者等の希望を確認した上で提供さ

れるものであり，すべての利用者等に対して一律に提供し，その費用を画一的に徴

収することは認められないものである。 

なお，当該便宜について，保険給付の対象となっているサービス及び日常生活費

等に係るサービスと重複する費用又はこれらと明確に区分されないあいまいな名目

による費用の受領は認められず， また， 当該便宜の提供に当たっては，利用者等

及び介護保険施設等双方の保護の立場から，その内容及び費用の額については，事

業所又は施設の見やすい場所への掲示，利用者等への懇切丁寧な説明，同意書によ

る確認等，日常生活費等と同様の取扱いが適当である。 

４ その他 

介護保険施設等が利用者等に対して交付する領収証には，介護保険法施行規則

（平成11年厚生省令第36号）に基づき，日常生活費等及び前記３の費用の額を，介

護保険の給付に係る利用料の額と区分した上で，それぞれ個別の費用ごとに区分し

て記載する必要があることに留意されたい。 
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医政発第 0726005号

平成１７年７月２６日

各都道府県知事　殿

厚生労働省医政局長

　医師法第１７条、歯科医師法第１７条及び保健師助産師看護師

法第３１条の解釈について（通知）

　医師、歯科医師、看護師等の免許を有さない者による医業（歯科医業を含む。

以下同じ。）は、医師法第１７条、歯科医師法第１７条及び保健師助産師看護

師法第３１条その他の関係法規によって禁止されている。ここにいう「医業」

とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするので

なければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為（医行為）

を、反復継続する意思をもって行うことであると解している。

　ある行為が医行為であるか否かについては、個々の行為の態様に応じた個別

具体的に判断する必要がある。しかし、近年の傷病構造の変化、国民の間の医

療に関する知識の向上、医学・医療機器の進歩、医療・介護サービスの提供の

あり方の変化などを背景に、高齢者介護や障害者介護の現場等において、医師、

看護師等の免許を有さない者が業として行うことを禁止されている｢医行為｣の

範囲が不必要に拡大解釈されているとの声も聞かれるところである。

　このため、医療機関以外の高齢者介護・障害者介護の現場等において判断に

疑義が生じることの多い行為であって原則として医行為ではないと考えられる

ものを別紙の通り列挙したので、医師、看護師等の医療に関する免許を有しな

い者が行うことが適切か否か判断する際の参考とされたい。

　なお、当然のこととして、これらの行為についても、高齢者介護や障害者介

護の現場等に置いて安全に行われるべきものであることを申し添える。
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（別紙）

１水銀体温計・電子体温計により腋下で体温を計測すること、及び耳式電子

　体温計により外耳道で体温を測定すること。

２自動血圧測定器により血圧を測定すること

３新生児以外の者であって入院治療の必要がないものに対して、動脈血酸素

　飽和度を測定するため、パルスオキシメーターを装置すること

４軽微な切り傷、擦り傷、やけど等について、専門的な判断や技術を必要

　としない処置をすること（汚物で汚れたガーゼの交換を含む）

５　患者の状態が以下の３条件を満たしていることを医師、歯科医師又は看護

職員が確認し、これらの免許を有しない者による医薬品の使用の介助ができ

ることを本人又は家族に伝えている場合に、事前の本人又は家族の具体的な

依頼に基づき、医師の処方を受け、あらかじめ薬袋等により、患者ごとに区

分し授与された医薬品について、医師又は歯科医師の処方及び薬剤師の服薬

指導の上、看護職員の保健指導・助言を尊重した医薬品の使用を介助するこ

と。具体的には、皮膚への軟膏の塗布（褥瘡の処置を除く。）皮膚への湿布

の貼付、点眼薬の点眼、一包化された内用薬の内服（舌下錠の使用も含む。）、

肛門からの座薬挿入又は鼻腔粘膜への薬剤噴霧を介助すること。

①患者が入院・入所して治療する必要がなく容態が安定していること

②副作用の危険性や投薬量の調整等のため、医師又は看護職員による連

続的な容態の経過観察が必要である場合ではないこと

③内用薬については誤嚥の可能性、座薬については肛門からの出血の

可能性など、当該医薬品の使用の方法そのものについて専門的な配慮が

必要な場合ではないこと

　注１以下に掲げる行為も、原則として、医師法第１７条、歯科医師法

第１７条及び保健師助産師看護師法第３１条の規制の対象とする

必要がないものであると考えられる。

①爪そのものに異常がなく、爪の周囲の皮膚にも化膿や炎症がなく、かつ、

糖尿病等の疾患に伴う専門的な管理が必要でない場合に、その爪を爪切り

で

切ること及び爪ヤスリでやすりがけすること。

②重度の歯周病等がない場合の日常的な口腔内の刷掃・清拭において、

歯ブラシや綿棒又は巻き綿子などを用いて、歯、口腔粘膜、舌に付着して

いる汚れを取り除き、清潔にすること
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③ 耳垢を除去すること（耳垢塞栓の除去を除く）

④ ストマ装具のパウチにたまった排泄物を捨てること。（肌に接着したパ

ウチの取り替えを除く。）

⑤ 市販のディスポーザブルグルセリン浣腸器（※）を用いて浣腸すること

※ 挿入部の長さが５から６センチメートル程度以内、グルセリン濃度５

０％、成人用の場合で４０グラム程度以下、６歳から１２歳未満の小児

用の場合で、２０グラム程度以下、１歳から６歳未満の幼児用の場合で

１０グラム程度以下の容量のもの

注２　上記１から５まで及び注１に掲げる行為は、原則として医行為又は医師

法第１７条、歯科医師法第１７条及び保健師助産師看護師法第３１条の規

制の対象とする必要がなる者でないと考えられるものであるが、病状が不

安定であること等により専門的な管理が必要な場合には、医行為であると

される場合もあり得る。このため、介護サービス事業者等はサービス担当

者会議の開催時等に、必要に応じて、医師、歯科医師又は看護職員に対し

て、そうした専門的な管理が必要な状態であるかどうか確認することが考

えられる。さらに、病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、医師、

歯科医師又は看護職員に連絡を行う等の必要な措置を速やかに講じる必要

がある。

また、上記１から３までに掲げる行為によって測定された数値を基に投

薬の要否など医学的な判断を行うことは医行為であり、事前に示された数

値の範囲外の異常値が測定された場合には、医師、歯科医師又は看護職員

に報告するべきものである。

注３　上記１から５まで及び注１に掲げる行為は原則として医行為又は医師法

第１７条、歯科医師法第１７条及び保健助産師看護師法第３１条の対象と

する必要があるものでないと考えられるものであるが、業として行う場合

には、実施者に対して一定の研修や訓練が行われることが望ましいことは

当然であり、介護サービス等の場で就労する者の研修の必要性を否定する

ものではない。

また、介護サービスの事業者等は、事業遂行上、安全にこれらの行為が

行われるよう監督することが求められる。

注４　今回の整理はあくまでも医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法等

の解釈に関するものであり、事故が起きた場合の刑法、民法等の法律の規

定による刑事上・民事上の責任は別途判断されるべきものである。
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注５　上記１から５まで及び注１に掲げる行為について、看護職員による実施

計画が立てられている場合は、具体的な手技や方法をその計画に基づいて

行うとともに、その結果について報告、相談することにより密接な連携を

図るべきである。

　　上記５に掲げる医薬品の使用の介助が福祉施設等において行われる場合に

は、看護職員によって実施されることが望ましく、また、その配置がある

場合には、その指導の下で実施されるべきである。

注６　上記４は、切り傷、擦り傷、やけど等に対する応急手当を行うことを否

定するものではない。
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【参考】

「医師法第 17条、歯科医師法第 17条及び保健師助産師看護師法第 31条の解釈
について」

に係る介護保険関連の問答集

神奈川県保健福祉部高齢福祉課

問１　本通知に記載されている行為は、訪問介護等の居宅サービス事業者が利用者及び家

族からの依頼があった場合に、実施可能な行為として考えてよいか。

（答）本通知は、「医療機関以外の高齢者介護・障害者介護の現場等において判断に疑義が

生じることの多い行為であって原則として医行為ではないと考えられるものについて」の

通知です。よって、これらの行為全てを指定居宅サービス事業者等が実施できるというも

のではありません。

問２　通知に記載されている行為については、「ホームヘルパーの業務」として、介護報酬

上評価されると考えてよいか。

（答）「ホームヘルパーの業務」として、介護報酬上評価されるのは、本通知に基づいて諸

条件を全て満たしていることが確認され、本通知に基づいた行為が「訪問介護におけるｻ

ｰﾋﾞｽ行為ごとの区分等について」（老計第 10 号）に挙げられている一連の行為に含まれ

ている場合に限り、ケアプランに基づいた訪問介護計画に添って実施した場合は、介護

報酬上評価されると考えられます。

問３　本通知の行為が「訪問介護におけるｻｰﾋﾞｽ行為ごとの区分等について」（老計第 10号）

の一連の行為に含まれている場合で、ケアプランに位置付けられている場合には、訪問介

護事業者として、その依頼を拒否したときは、サービス提供拒否に該当するか。

（答）介護支援専門員によって、本通知に基づき、全ての諸条件の確認等が適切になされ、

ケアプランに位置付けられた場合は、適切に実施してください。

問 4　ケアプラン、訪問介護計画及び実施記録等へ当該名称を記載すべきでしょうか。

（答）具体的な行為として記録をしてください。

（例）排泄介助-トイレへ移動後、ストマ装置のパウチの袋にたまった排泄物の除去の実施、

手洗い後、居室へ移動介助
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問５　本通知の諸条件を全て満たした上で、医薬品の使用を介助する場合は、ヘルパーは

家族や本人から同意書を取る必要があるか。

（答）本通知（別紙）５に基づき、医師等が、これらの免許を有しない者による医薬品の

使用の介助ができることを、本人又は家族に伝えている場合で、事前の本人又は家族の具

体的な依頼に基づく場合等の諸条件について、医師等への確認結果や、事前の本人又は家

族の具体的な依頼内容については、記録に残す必要がありますが、同意書を取ることは求

めていません。

問６　本通知に基づいて諸条件を全て満たしていることが確認された場合で、鼻腔粘膜へ

の薬剤噴霧の介助は、「訪問介護におけるｻｰﾋﾞｽ行為ごとの区分等について」（老計第 10

号）の「１－５服薬介助」にあたるか。

（答）本通知に基づいて諸条件を全て満たしていることが確認された場合に限って、該当

する場合があります。

問７　「注３上記１から５まで及び注１に掲げる行為を業として行う場合には実施者に対

し研修や訓練が行われることが望ましい」とあるが、実務者への研修や訓練を訪問介護事

業者が行う事と考えてよいか。

（答）本通知に基づいて諸条件を全て満たしていることが確認された場合に、指定訪問介

護事業者の訪問介護員が業として行う場合であって、本通知に関連した行為について安全

に実施するための研修や訓練をしていない時は、指定訪問介護事業者として、関係職との

連携により訪問介護員が安全かつ適切に実施できるよう研修等が必要です。
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横浜市地域密着型サービス事業所における運営推進会議設置運営要領 

 

制定 平成19年５月18日健高施第5 0 4号（課長決裁） 

最近改正 令和３年４月１日健介事第1303号（局長決裁） 

 

１ 趣旨 

この要領は、「横浜市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運営等の基準等に関す

る条例」（平成24年12月28日横浜市条例第77号）及び「横浜市指定地域密着型介護予防サービ

スの事業の人員、設備及び運営、指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効

果的な支援の方法等の基準に関する条例」（平成24年12月28日横浜市条例第79号）に基づく運

営推進会議の設置及び運営について必要な事項を定める。 

 

２ 設置及び開催頻度 

(1) 運営推進会議の設置が必要な事業所又は施設（以下「事業所等」という。）は、次の事業

を実施する事業所等とする。 

ア 指定地域密着型通所介護 

イ 指定（介護予防）認知症対応型通所介護 

ウ 指定（介護予防）小規模多機能型居宅介護 

エ 指定（介護予防）認知症対応型共同生活介護 

オ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護 

カ 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

キ 指定看護小規模多機能型居宅介護 

(2) 運営推進会議は、原則として事業所等ごとに設置する。 

(3) 運営推進会議の開催頻度は、次の通りとする。 

ア 前第(1)項ア又はイの事業所等 

概ね６か月に１回以上とする。ただし、アのうち療養通所介護は概ね12か月に１回以上

とする 

イ 前第(1)項ア又はイ以外の事業所等 概ね２か月に１回以上とする。 

 

３ 委員等 

(1) 運営推進会議の構成員（以下「委員」という。）は次のとおりとする。 

ア 利用者又は利用者の家族 

イ 地域住民の代表者 

ウ 当該サービスに知見を有する者 

エ 市の職員(当該事業所等が所在する区の職員を含む)又は当該事業所等を管轄する地域包 

括支援センターの職員 

(2) 委員数は、上記アからエまでの各分野から１人以上、計４人以上とする。 

(3) 「地域住民の代表者」とは自治会・町内会の役員、民生委員又は老人クラブの代表等をい

い、「当該サービスに知見を有する者」とは学識経験者、他法人事業所・施設等管理者、

高齢者福祉施設等ボランティア、協力医療機関等の医師・看護師、その他高齢者福祉や認

知症ケアに携わっている者をいう。 

(4) 委員への就任依頼については、各事業者から行うこととする。 

(5) 運営推進会議の事務局は、当該事業者や事業所等の職員が務める。 

(6) 運営推進会議を設置した事業者は、速やかに「運営推進会議設置報告書」（第１号様式）

を横浜市に提出するものとする。  
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４ 開催場所 

運営推進会議は、当該事業所等で開催することとする。ただし特別の事情によりやむを得ず

当該事業所等で開催できない場合又は何らかの理由で他の場所で開催する必要がある場合はこ

の限りでない。 

また、会議の実施にあたっては、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

ただし、利用者又はその家族（以下「利用者等」という。）が参加する場合にあっては、テレ

ビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。 

 

５ 記録 

(1) 事業所等は、運営推進会議の議事内容について記録を作成する。 

(2) 事業所等は、活動状況報告書（指定地域密着型通所介護事業所、指定（介護予防）認知症

対応型通所介護事業所については第２号様式。指定(介護予防)小規模多機能型居宅介護事業

所、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所については第３号様式。指定(介護予防)認知症

対応型共同生活介護事業所、指定地域密着型特定施設入所者生活介護事業所、指定地域密着

型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所については第４号様式。）を作成するものとする。

自己評価、外部評価を実施した際には、その概要についても同様とする。 

 

６ 関係機関等への報告及び公表 

(1) 事業所等は、委員が運営推進会議を欠席した場合には、当該委員に活動状況報告書を送付

することとし、かつ意見を徴することができる。 

(2) 事業所等は、運営推進会議終了後速やかに、事業所等が所在する区の区役所に対して活動

状況報告書及び運営推進会議開催報告書（第５号様式）を提出するものとする。 

(3) 事業所等は、活動状況報告書及び運営会議開催報告書を事業所等の窓口で閲覧に供さなけ

ればならない。また、事業所等のホームページ等を活用し、公表の機会が増えるよう努める

こととする。 

(4) 事業所等は、活動状況報告書及び運営推進会議開催報告書を、完結の日から２年間保存す

るものとする。 

 

７ プライバシーの確保 

議論や様式の作成にあたっては、利用者個人のプライバシーに十分配慮するとともに、知り

得た個人に関する秘密を漏らしてはならない。 

 

 

附 則 

この要領は、平成19年５月18日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成24年９月28日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、平成28年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要領の施行の際現にこの規則による改正前の様式書類は、なお当分の間、適宜修正の

上使用することができる。  
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附 則 

（施行期日） 

１  この要領は、令和元年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要領の施行の際現にこの規則による改正前の様式書類は、なお当分の間、適宜修正の

上使用することができる。 

 

附 則 

 （施行期日） 

この要領は、令和３年４月１日から施行する。 
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横浜市外部評価の実施回数の緩和の適用に係る事務取扱要領 

 

制定 平成21年９月１日  健 事 第 225号（局長決裁） 

改正 令和３年４月１日 健介事第1302号（局長決裁） 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、「「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」

第72条第２項及び第97条第７項等に規定する自己評価・外部評価の実施について（平成18年10

月17日老計発1017001厚生労働省老健局計画課長通知）」の２の（３）の外部評価の実施回数

を２年に１回とすること（以下「実施回数の緩和」という。）について、「神奈川県における

指定認知症対応型共同生活介護事業者等が実施する外部評価の実施回数の取扱いについて」を

踏まえ、指定認知症対応型共同生活介護事業者等（以下「事業者」という。）に対し実施回数

の緩和を適用する場合の手続きを定めることにより、外部評価の円滑な実施に資することを目

的とする。 

 

（実施回数の緩和の申請） 

第２条 事業者は、次項に定める要件をすべて満たす事業所について、実施回数の緩和の適用を

受けようとする場合は、市長が定める期日までに、外部評価の実施回数の緩和に係る申請書

（第１号様式）に要件を満たすことを証する文書を添えて、市長に申請しなければならない。 

２ 実施回数の緩和の適用を受けるための要件は、次のとおりとする。 

(1) 実施回数の緩和の適用を受ける年度の前５年間において継続して外部評価を実施してい

ること。（実施回数の緩和の適用を受けたことにより外部評価を実施しなかった年度は、

前５年間において継続して実施していることとした要件の適用に当たっては実施したもの

とみなす。） 

(2) 実施回数の緩和の適用を受ける年度の前年度において実施した外部評価の「神奈川県認

知症対応型共同生活介護の外部評価機関選定要綱」（以下「県外部評価機関選定要綱」と

いう。）に規定された「自己評価及び外部評価結果」及び「目標達成計画」を提出してい

ること。 

(3) 実施回数の緩和の適用を受ける年度の前年度において、運営推進会議を６回以上開催し

ていること。 

(4) 前号の運営推進会議において、構成員（オブザーバーも含む）に本市の職員又は地域包

括支援センターの職員（以下「本市職員等」という。）が含まれており、かつ実施回数の

緩和の適用を受ける年度の前年度において開催された運営推進会議に本市職員等が１回以

上出席していること。 

(5) 「県外部評価機関選定要綱」に規定された「自己評価及び外部評価結果」のうち、外部

評価項目の２、３、４及び７の実施状況に係る外部評価が適切であること。 

 

（実施回数の緩和の適用） 

第３条 市長は、前条第１項の申請書の内容を審査した結果、同条第２項の要件をすべて満たし

ているものと判断した場合は、当該事業所について実施回数の緩和を適用することができる。 

２ 市長は、実施回数の緩和を適用した場合は、緩和の適用を受けた事業所名等を本市ウェブサ

イトに公開する。 

３ 前項の規定により本市ウェブサイトに公開後、当該事業所あてに公開した旨を通知する。 

 

（適用の取消し） 

第４条 市長は、実施回数の緩和を適用した事業所について、第２条第２項に規定する要件のう

ちいずれかの要件を満たさない事実を確認した場合等、実施回数の緩和の適用を取消すべきと

判断した場合は、当該実施回数の緩和の適用を取り消すことができる。 

 

附則 

この要領は、平成21年９月１日から施行する。 

 

附則 

この要領は、平成29年９月12日から施行する。  
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  附則 

 この要領は、令和２年４月１日から施行する。 

 

附則 

 この要領は、令和３年４月１日から施行する。 
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第１号様式 

  年  月  日 

 

外部評価の実施回数の緩和に係る申請書 

 

横 浜 市 長 

 

申請者 住所 

    法人名 

    法人代表者（役職・氏名）        

 

 外部評価の実施回数の緩和の適用を受けたいので、横浜市外部評価の実施回数の緩和の適用に

係る事務取扱要領第２条の規定に基づき、関係書類を添えて申請します。 

 

事業所番号            

フリガナ  

事業所名  

事業所所在地 

（〒  －    ） 

事業所連絡先 電 話  ＦＡＸ  

サービス種類  

 

直近の外部評価の訪問調査日        年   月   日 

実施回数の緩和を受けようとする年度        年度 

 

添付書類 

１ 外部評価の実施回数の緩和の適用要件が確認できる書類 
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介護保険事業者における事故発生時の報告取扱要領 

制 定 平成 13 年 6 月 29 日福事第 112 号(局長決裁) 

最近改正 平成 31 年３月 29 日健介事第 1635 号(局長決裁) 

 

１ 報告の根拠 

介護保険法に基づく次の条例等による、利用者に対するサービス提供により事故が発生し

た場合の、介護保険事業者から横浜市への報告は、この要領の定めるところによるものとす

る。 

(1) 横浜市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例（平成 24 年

横浜市条例第 70 号） 

(2) 横浜市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例（平成 24

年横浜市条例第 71 号） 

(3) 横浜市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例（平成 24 年

横浜市条例第 72 号） 

(4) 横浜市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例（平成 30 年横

浜市条例第 23 号） 

(5) 横浜市居宅サービスの事業の人員、設備、運営等の基準に関する条例（平成 24 年横浜市

条例第 76 号） 

(6) 横浜市指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営、指定介護予防サービスに係

る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例（平成 24 年横浜市条例第

78 号） 

(7) 横浜市指定居宅介護支援の事業の人員、運営等の基準に関する条例（平成 26 年横浜市

条例第 51 号） 

(8) 横浜市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運営等の基準等に関する条例（平

成 24 年横浜市条例第 77 号） 

(9) 横浜市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営、指定地域密着型

介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例（平

成 24 年横浜市条例第 79 号） 

(10)横浜市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営、指定介護予防支援等に係る介護予防

のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例（平成 26 年横浜市条例第 52 号） 

(11)横浜市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱（平成 27 年 12 月 18 日制定健高在第

893 号） 

(12)横浜市訪問型生活援助サービスの事業の人員、設備、運営等の基準に関する要綱（平成

28 年６月 13 日制定健高在第 322 号） 

 

２ 事項報告の対象 

事故報告の対象となる事業者及び介護保険サービスは次のとおりとする。 

(1) 指定介護保険事業者（以下、「各事業者」という。）が行う介護保険適用サービス 

(2) 横浜市以外の地方自治体から指定を受けた基準該当サービス事業者が横浜市被保険

者に対し行う介護保険適用サービス 

 

３ 報告の範囲 

各事業者は、次の(1)から(4)までの場合に、別表の介護保険サービスの種類に応じた

所管課（以下、「所管課」という。）へ報告を行う。 

(1) サービスの提供による、利用者のケガ又は死亡事故の発生 
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（注１） 「サービスの提供による」とは送迎・通院等の間の事故も含む。また、在宅

の通所・入所サービスおよび施設サービスにおいては、利用者が事業所内にい

る間（サービス終了後に送迎を待っている間を含む）は、「サービスの提供中」

に含まれるものとする。ただし、利用者が乗車していない場合は除く。 

（注２） ケガの程度については、医療機関で受診を要したものを原則とする。 

受診の結果、外傷がなかった場合は、事故種別のその他「外傷なし」で報告

すること。 

（注３） 事業者側の過失の有無は問わない（利用者の自己過失による事故であって

も、注２に該当する場合は報告すること）。 

（注４） 利用者が病気等により死亡した場合であっても、死因等に疑義が生じる可能

性のあるとき（トラブルになる可能性があるとき）は、所管課へ報告すること。 

（注５） 利用者が、事故によるケガが原因で後日死亡に至った場合は、事業者は速や

かに、所管課へ連絡し、報告書を再提出すること。 

(2) 食中毒及び感染症、結核の発生 

（注） 食中毒、感染症、結核について、サービス提供に関して発生したと認められる

場合は、所管課へ報告すること。 

なお、これらについて関連する法に定める届出義務がある場合は、これに従

うこと。 

(3) 職員（従業者）の法令違反・不祥事等の発生 

利用者の処遇に影響があるもの（例：利用者からの預かり金の横領、個人情報の紛

失、ＦＡＸの誤送信、郵送書類の誤送付など）については所管課へ報告すること。 

(4) その他  

ア 誤薬 

違う薬を与薬した、時間や量の誤り、与薬もれなどが発生した場合、施設内又は外

部の医療機関の医師の判断に基づく指示を受けるとともに所管課へ報告すること。 

イ 徘徊・行方不明 

速やかに周辺や心当たりがある場所を探し、それでも見つからずに外部への協力を

求めたときには所管課へ報告すること。 

 

４ 報告先 

各事業者は、３で定める事故が発生した場合、６の手順により報告する。 

なお、各事業者は、被保険者が横浜市以外の市町村に属している場合、当該市町村に

も併せて報告することとする。 

 

５ 報告の内容 

(1) 事故の発生の報告は事業所ごとに次の事項を横浜市電子申請・届出サービス（以下

「電子申請システム」という。）を用いて所管課に報告するものとする。 

ア 事業所の概要 

イ 利用者の情報 

ウ 事故の概要 

エ 発生時の対応 

オ 発生後の状況 

カ 再発防止に向けての取組 

キ その他必要な事項 

(2) やむを得ない理由により電子申請システムを利用できない各事業者にあっては、所
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管課にあらかじめ承認を得たうえで、前号に掲げる事項を所管課の指示する方法によ

り報告することができる。 

 

６ 報告の手順 

(1) 事故の発生又は発覚の後、各事業者は、速やかに第一報として前項第１号のアから

エまでなど判明している項目について所管課へ報告する。 

（注） 「速やかに」とは、社会通念に照らして、必要最大限の努力をして可能な範囲

とする。 

例： 午後に事故が起こり、処置等のために数時間を要し、終業時間が過ぎた

場合であっても、処置等が終了した時点で報告を行う。 

(2) 事故処理の区切りがついたところで、前号の項目について最新の情報に更新し、こ

れに加え、前項第１号のオからキまでの項目について所管課へ最終報として報告する。 

(3) 各事業者は、保険者、利用者及びその家族（以下「利用者等」という。）並びに事業

者が事故の事実関係を共通に把握することができるよう、利用者等に対し、事故報告

の控え等を積極的に開示し、求めに応じて交付する。 

(4) 前項第２号により所管課にあらかじめ承認を得た事業者は、その指示された方法に

より、前各号にしたがって処理するものとする。 

 

７ 利用者等への説明 

事業者は、事故発生後、対象者等に次の内容を説明するものとする。 

(1) この要領に基づき、事故の発生を所管課に報告すること。 

(2) 横浜市へ報告した事故の内容について個人情報以外の部分を事故の事例として神奈

川県に報告される場合があること。 

(3) 横浜市に対して、報告された事故について情報開示請求がなされた際に、個人情報

以外の内容が開示される場合があること。 

 

８ 報告に対する各所管課の対応 

(1) 各所管課は、対応が必要と判断した場合には、事業者に対する調査・指導や利用者

等に対する事実確認を行う。 

また、利用者等の権利擁護や苦情・トラブルの未然防止等のため必要な指導を行う

ものとする。 

（例） 「今後の対応は未定」などと報告があった場合は、対応が確定した時点で

の再報告を求める。また、「利用者がケガをしたが、家族等へは特に連絡して

いない」等の報告があった場合は、連絡・説明するように指導し、その結果

の再報告を求める。 

(2) 対応が必要な事由は次のとおりとする。 

ア 指定基準等法令違反が原因になっているおそれがある場合 

イ 職員の不適切な介護等により発生したおそれがある事故（死亡又は生命等に係る

重大な事故）の場合 

ウ 反復して事故が発生している状況が見受けられる場合 

エ 事業者の事故への対応が明らかに不足している場合 

(3) (2)の事由に該当する場合は、内容により次の対応を行う。 

ア 不正又は著しい不当な行為等が疑われる事故と判断される場合には、介護保険法

の規定により、必要に応じて立入調査等を実施する。 

イ 事故内容により必要と判断される場合には、当該事故に係る事業者、利用者等そ
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の他の関係者から事情を聴取する。 

ウ 緊急に各事業者へ注意喚起を促すことが必要と判断される場合は、各事業者への

情報提供を行う。 

(4) 事故報告の内容上、必要と判断される場合は、速やかに所管課から該当する区へ情

報提供を行う。 

(5) 次の掲げる場合には必要に応じ関係市町村又は神奈川県と連携を図る。 

ア 当該被保険者が横浜市以外の市町村に属している場合 

イ 事故が発生した事業所が横浜市以外の市町村に所在する場合 

ウ その他必要がある場合 

 

９ その他 

事業者は、いわゆる「ヒヤリ・ハット」のような３に定めた範囲には該当しない事故

のケースであっても、必ず記録にとどめること。 

また、各事業者・各所管課ともに、報告内容が記載された書類等の机上のへ放置や原

則事務室外への持出しを禁止し、施錠保管を行う等、常に個人情報保護に細心の注意を

払うこと。 

 

附 則 

この要領は、平成 13 年６月 29 日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、平成 15 年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、平成 16 年８月１日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、平成 18 年６月 30 日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、平成 21 年 10 月 28 日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、平成 24 年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、平成 26 年１月１日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、平成 28 年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、平成 31 年６月１日から施行する。 
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別表

介護保険サービス事故報告先 

介護保険サービスの種類 
所管課 

介護給付 予防給付 

訪問介護 介護事業指導課 

訪問入浴介護 介護予防訪問入浴介護 

訪問看護 介護予防訪問看護 

訪問リハビリテーション 介護予防訪問リハビリテーション 

居宅療養管理指導 介護予防居宅療養管理指導 

通所介護 

通所リハビリテーション 介護予防通所リハビリテーション 

福祉用具貸与 介護予防福祉用具貸与 

特定福祉用具販売 特定介護予防福祉用具販売 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

夜間対応型訪問介護 

地域密着型通所介護 

認知症対応型通所介護 介護予防認知症対応型通所介護 

小規模多機能型居宅介護 介護予防小規模多機能型居宅介護 

認知症対応型共同生活介護 介護予防認知症対応型共同生活介護 

看護小規模多機能型居宅介護 

居宅介護支援 介護予防支援 

短期入所生活介護 介護予防短期入所生活介護 高齢施設課 

短期入所療養介護 介護予防短期入所療養介護 

特定施設入居者生活介護 介護予防特定施設入居者生活介護 

介護老人福祉施設 

介護老人保健施設 

介護医療院 

地域密着型特定施設入居者生活介護 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

介護療養型医療施設 

訪問介護相当サービス 高齢在宅支援課 

通所介護相当サービス 

訪問型生活援助サービス 
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健高健 第 1691号 

                                    平成 19年２月 14日 

開設法人 代表者 様 

認知症対応型共同生活介護 管理者 様 

介護予防認知症対応型共同生活介護 管理者 様 

                               横浜市健康福祉局高齢健康福祉課長 

                                         高齢施設課長 

     

認知症高齢者グループホームにおける「医療連携体制加算」と 

「日常的な健康管理」について（通知） 

 

 日頃から、横浜市の福祉保健行政にご理解とご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。 

さて、平成 18年 4月より、認知症高齢者グループホームにおける医療連携体制加算が新設されまし

た。これは、環境の変化を受けやすい認知症高齢者が、可能な限りグループホームで生活を継続できる

ように、別に厚生労働大臣が定める基準＜平成 12年２月 厚生省告示 第 26号十九＞に適合するものと

して市町村長に届け出た指定認知症対応型共同生活介護事業所において、指定認知症対応型共同生活介

護を行った場合は、所定単位数を加算し、体制を整備している事業所を評価するものです。 

この医療連携体制加算をとっている事業者が行うべき具体的なサービスとしては、看護師による利用

者の日常的な健康管理を行い、医療ニーズが必要となった場合に適切な対応が取れる等の体制や、看取

りに関する指針の整備を想定しており、これらの業務を看護師が行うために必要な勤務時間を確保する

ことが必要です。 

 このうち、日常的な健康管理については、事業所の考え方に差異があるとともに、具体的な業務が実

施されていない事業所が見受けられることから、この度、次のとおり整理いたしました。 

 

 

【日常的な健康管理についての基本的な考え方】 

 
１ 看護師はグループホームでは、次により利用者の健康状態の把握を行う。 

(1)介護従事者からの情報、生活記録、受診、往診記録等からの把握 

(2)看護師による利用者一人ひとりの全身状態の観察（バイタル・チェック） 

２ 看護師は定期的に利用者全員の健康状態を把握し、個別記録を整備する。 

   （実施したその日に記録は全て済ませ、記録をグループホームの外へ持ち出さない。） 

３ 看護師は利用者の健康状態を踏まえ、介護従事者に対し医療面からの適切な指導、援助 

を行う。 

４ 看護師は、管理者と共に利用者に関する健康情報を関係者が活用できるように手立てを 

図る。 

５ 管理者は、看護師が利用者と顔見知りとなり、利用者の日頃の健康状態を把握している 

ことで、状態の急変を早期に把握することができ、悪化を未然に防止するための対応が 

可能であることを理解し、看護師が日常的な健康管理を行うに足る十分な時間を確保す 

るよう努めること。 
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  健 事 第 ４７５号 

平成 21年１月 23日 

開設法人 代表者 様 

認知症対応型共同生活介護 管理者 様 

横浜市健康福祉局事業指導室長 

認知症高齢者グループホームにおける「医療連携体制加算」の 

日常的な健康管理のための訪問回数について（通知） 

日頃から、横浜市の福祉保健行政にご理解とご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。 

さて、平成 18年 4月に新設された認知症高齢者グループホームにおける医療連携体制加算を算定する

場合には、事業者が行うべき具体的なサービスとして、入居者の同意を得たうえで、看護師による日常

的な健康管理を行い、医療ニーズが必要となった場合に適切な対応が取れる等の体制（看護師による 24

時間連絡体制の確保）や、看取りに関する指針の整備が必要です。 

ところで、「医療連携体制加算」における日常的な健康管理については、横浜市では、平成 19年 2月

14日に「日常的な健康管理についての基本的な考え方」（別紙）をお示ししましたが、事業所の考え方

に差異があるとともに、具体的な業務が実施されていない事業所が見受けられました。 

この度、日常的な健康管理を実施するための看護師による健康確認の実施回数について、一定程度の

サービスの質を確保するという観点から、より具体的な算定要件を次のように定めました。

日常的な健康管理をおこなうための看護師による健康確認の実施回数について 

【看護師による健康確認の実施回数】 

入居者１人ひとりに対する健康管理の実施回数を週１回以上 とし、日常的な健康管理を行う

に足りる時間とする。 

【上記の考えをとる理由】 

・ 入居者は認知症のある高齢者であり、入居者本人が体調変化に気付いたり、訴えられない

ことも多く、観察による体調変化の発見と予防が極めて重要である。よって日常的に看護

のニーズがある。

・ 急変時の対応を適切に行うためには、定期的に日頃の状態を把握しておき、なじみの関係

を築いておくことが必要である。

・ 定期的に看護師が介護従事者に対して医療面からの適切な指導をおこなうことで、悪化予

防（３次予防）となる。

・ 入居者が主治医による居宅療養管理指導を受けていることから、日常的な健康管理がなさ

れていることを理由とし、看護師による健康確認の実施回数を少なくしてもよいというも

のではない。（介護保険上別のサービスであり、利用者負担も別のものである。）

【移行期間】 

平成 21年１月 23日～平成 21年 9 月 30日 

※現在、上記の回数を実施できていない事業所は、平成 21年９月 30日までに体制を整えて下

さい。平成 21年 10月１日以降は、上記の実施回数を満たしていないと加算を算定すること

はできません。
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